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工事概要・特記仕様書(1)

Ａ-001/025
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なお、変更登録は、工期、技術者及び工事請負代金等に変更が生じた場合

(1.7.2)

(以下、「ゴム製品等」という。)を使用する場合には、受注者が指定した第
　本工事に東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料

三者(東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面、人事面で関係がな

材料の検査に

伴う試験

Ⅰ．工事概要

１．工事場所　　東京都新宿区内藤町１１

5 品質計画 ◎建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による (1.2.2)

２．敷地面積　　583,061.13ｍ2

◎風速（Ｖo＝　　　　　）
◎地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）

３．用途地域その他の地域　　第１種中高層住居専用地域

・積雪区分　建告示第1455号　別表（　　）

４．工事種目

建築物名称 工事種別 構造概要 建築面積（ｍ2）延べ面積（ｍ2）

6 電気保安技術者 ◎要 ・不要 (1.3.3)

7 条件明示項目 (1.3.5)

Ⅱ．建築工事仕様

１．　設計書、図面、特記仕様書及び現場説明書（質問回答書を含む）に記載されて

(1)質問回答書（(2)から(5)に対するもの）

(2)現場説明書
(3)特記仕様書

9 建築材料 　本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有
するものとしJIS及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の
(1)～(6)の項目を満たすものとする。

(4)図面及び設計書
(5)

(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
(2)生産施設及び品質の管理が適切に行なわれていること。
(3)安定的な供給が可能であること。
(4)法令等で定める許可、認可、認定又は、免許等を取得していること。
(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。

　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を
有することの証明となる資料を監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
　また、本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、
設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のも
のとする場合は、同等品等使用願を監督職員に提出し承諾を受ける。

　なお、同等品の中で、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設

章

1 1 適用基準等 建築工事標準詳細図

敷地調査共通仕様書
一 ◎工事写真の撮り方（建築編）

般

共

2 工事実績情報の
（1.1.4)

通

事

項

[発生土]

[発生土以外の発生材]

◎

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法

」という。)に定める対象建設工事に該当する場合は、建設リサイクル法に

基づき特定建設資材の分別解体及び再資源化の実施について、適正な措置を

講ずるとともに、分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル

構造体コンクリートの強度試験及び鉄筋のガス圧接部の引張り試験の

標仕

ついて、工事実績情報サービス（CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正

建設省大臣官房技術参事官通達(S62.3改正)

手すり先行工法に関するガイドライン 厚生労働省 (平成21年4月)

　受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金が500万円以上の工事に

◎

◎

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (平成24年版)

◎

◎

時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の

8

いない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準

備機材等品質性能評価事業　建築材料等評価名簿」（以下、「評価名簿」と

いう。）に記載されている製造所の材料を選定した場合は、設計図書に規定

するものと同等と取り扱い、主要資材使用通知書により監督職員に通知する。

構内指示の場所にたい積
たい積場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

構外搬出適切処理

・

◎

また、工事完成後速やかに上記計画書の実施状況について、再生資源利
び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出すること。
建設副産物実態調査要領に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書及

（平成22年版）によるほか、下記により構外に搬出し適切に処理する。

上記に指定されていないものは、標仕1.3.11(3)及び「建設廃棄物処理指針」

(1)

引渡しを要するもの
特別管理型産業廃棄物

再利用及び再資源化を図るもの 有 名称（　　　　　）
処理方法（　　　　　　　　　）

名称（　　　　　）
名称（　　　　　）有

有・
・

・ ・無

無
無・

・
・
・

・

２．特記仕様
(1)項目名（又は章名）を取り消し線（項目名）で削除した項目（又は章）は適用しない。

(2)特記事項で●印、◎印、・印のある場合の適用は下記による。
●印の付いた仕様は全て適用する。
●印の付かない場合は、◎印の付いた仕様を適用する。
・印のみの仕様は適用しない。

(3)特記事項に記載の（　．　．　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は表を示

4 建設リサイクル法

環境対策 (1)騒音・振動対策

(2)排出ガス対策

3に揚げる建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要
領(平成3年10月8日付け建設省経発第246号)」に基づき指定された排出ガ
ス対策型建設機械又は同等の建設機械を使用するものとする。ただしこ
れにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

(3)グリーン購入法

等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

事故報告
報告するとともに、監督職員が指示する様式（工事事故報告書）で指示す
る期日までに提出しなければならない。

不正軽油使用の
防止対策

本工事は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び特定特殊自動車排出ガ
スの規制等に関する法律(平成17年5月25日法律第51号)を遵守すること。

本工事で使用し又は使用させる軽油使用の車両(資機材等の搬出入車両
を含む)並びに建設機械等の燃料には規格（JIS）に合った軽油を使用

過積載対策 ダンプトラック等による過積載等の防止については、次のとおりとする。

積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませない

資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等
にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害するこ

さし枠装着車、物品積載装置の不法改造をしたダンプカー及び不表示車
等に土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出
入りすることのないようにすること。

過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける
等、過積載を助長することのないようにすること。

第487号)に基づき指定された建設機械を使用するものとする。ただしこ
れにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

　受注者は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、「低騒音
・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成13年4月9日 国交省告示

　受注者は、工事の施工にあたり「建設機械に関する技術指針」別表第

業毎の特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト
　受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、事

　受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に

建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」により監督
職員の確認を受け、同申請書を提出すること。

(2)

建設副産物の処分にあたって、提出事業者（元請業者）は処理業者と建
設副産物処理委託契約を締結し、その契約書の写しを提出すること。
なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に、収集運搬
業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、その契約書の写しを提出する

建設副産物処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」を作成し、監督
職員に提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料（受け入
れ伝票、写真、位置図、経路図等）を提示し確認を受けること。

建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票（
マニフェスト）」の交付されたもの及び回収した各票を監督職員に提示

なお、回収したマニフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法を踏まえて適切に保存すること。

(5)

(4)

(3)

建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

合法木材の確認10

(1.4.2)

特記事項に記載の（参　．　．　）は(5.3.7)による参考図「各部配筋」の当該項目を

製造所名は五十音順とし、「株式会社」等の記載は省略する。

また、（　　　　）内は製品名を示す。
[G]印は、「グリーン調達推進方針」の特定調達品目を示す。

(4)

(5)

(6)

(7)

12 ゴム製品等の品

質確認等について

入法の基本方針の判断の基準に従い、あらかじめ、｢木材・木材製品の合法
性、持続可能性の証明のためのガイドライン｣(林野庁 平成18年2月15日)に

　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購

い者)によって作成されたゴム製品等の品質を証明する書類を事前に監督員

　なお、第三者による品質証明書類を監督員に提出し、確認を受けた場合で
あっても、後に製品不良等が判明した場合に、受注者の瑕疵担保責任が免責

化学物質を発散

する建築材料等

(1.5.9)

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品

質及び性能を有すると共に、次の(1)から(5)を満たすものとする。

(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ
、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及
び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散させないか、発散が極めて少ないもの

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか
、発散が極めて少ないものとする。

(3)接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを
含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キ
シレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散し
ないか、発散が極めて少ないものとする。

(5)(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、
その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少な

(1.5.2)

適用工事種別 技能検定の種別

仮設工事 ・とび作業

鉄筋工事 ・鉄筋組立作業

コンクリート工事 ・型枠工事作業　・コンクリート圧送工事作業　

鉄骨工事 ・構造物鉄工作業　・とび作業　　

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ･ALCﾊﾟﾈﾙ ・コンクリートブロック工事作業
押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 ・ＡＬＣパネル工事作業

特別な材料の工法 　標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法

・アスファルト防水工事作業
・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
・アクリルゴム系塗膜防水工事作業
・合成ゴム系シート防水作業

防水工事 ・塩化ビニル系シート防水工事作業
・セメント系防水工事作業
・シーリング防水工事作業
・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
・FRP防水工事作業

石工事 ・石張り作業

タイル工事 ・タイル張り作業

木工事 ・大工工事作業

屋根及びとい工事 ・内外装板金作業　・スレート工事作業

金属工事 ・鋼製下地工事作業　　・内外装板金作業

左官工事 ・左官作業

建具工事 ・ビル用サッシ施工作業・ガラス工事作業
・自動ドア施工作業

カーテンウォール工事 ・金属製カーテンウォール工事作業
・ビル用サッシ施工作業・ガラス工事作業

塗装工事 ・建築塗装作業

内装工事 ・プラスチック系床仕上げ工事作業
・カーペット系床仕上げ工事作業　・壁装作業
・ボード仕上げ工事作業

排水工事 ・建築配管作業

舗装工事 ・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業
・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業

植栽工事 ・造園工事作業

採取方法 ◎パッシブ型 ・アクティブ型 (1.5.9)
着工前の測定 ◎行わない ・行う
測定対象室 ・図示 (内部仕上表)・　　
測定箇所数 ・図示 (内部仕上表)・　　

ルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼンの濃度を測定し、監督職員に
　施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ

（住宅工事の場合は1住戸当たり2室以上）
報告の様式等については監督職員の指示による

完成図等 ◎作成する ・作成しない

◎完成図　　◎製本

　　　◎ＣＤ－Ｒ 提出部数　（　1　）部　　　　　　

製本サイズは監督員の指示による。

◎施工図
◎保全に関する資料

施工図等の取扱い 　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する

完成写真

分類・規格

◎キャビネ版

◎電子データ

◎カラー　　

・べた焼き（他に外観正面1ｶｯﾄ5枚

下記のものを監督職員に提出する。

調査・試験に対
する協力

(1)
験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。

(2)
となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。
ア調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力

をしなければならない。

イ調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指
導の対象となった場合には、その実施に協力しなければならない。

ウ正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を
作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用してい
る現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。

エ対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工
事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。
）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事

火災保険等 　火災保険、建設工事保険、組立保険又は土木工事保険等のうち1以上に加

　契約期間の始期は、材料（仮設、型枠材を除く）搬入時以前とし、終期
は、工事目的物（分離発注に於いては、引き渡しが最後となる工事目的物）
の引き渡しの翌日までとする。

　保険契約の締結後、その証券の写しを監督職員にすみやかに提出する。

下請負人の選定及
び工事材料の選定

◎

◎
計の仕様に適合すると認められる場合は、優先して使用するよう努める

を有する者の中から選定するよう努めること。
受注者は、下請負契約を締結する場合、当該契約の相手方を県内に本店

受注者は、県内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が本設

電子納品 ◎

◎貸与するCADﾃﾞｰﾀを該当工事における施工図又は完成図の作成のため以
外には使用してはならない。

書面における署名及び捺印の取り扱い　◎監督職員との協議による

適用基準は「電子納品運用に関するガイドライン(第10版）」とする

交通安全管理

13

14

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

再生骨材の品質

確保について
11

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおり

規制対象外

アＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品
イ建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

ウ下記表示のあるＪＡＳ適合品

(ｱ) 非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用
(ｲ) 接着剤等不使用
(ｳ) 非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない材料使用
(ｴ) ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用
(ｵ) 非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料使用
(ｶ) 非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

第三種

アＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品

イ建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

ウ旧ＪＩＳのＥｏ品
エ旧ＪＡＳのＦｃｏ品

特記事項に記載の（公住仕　．　．　）内表示番号は、公住仕の当該項目、当該図又

(1.7.3)提出部数　◎3部　　　　・　　部

(1.4.5)

3 発生材の処理等

（1.3.11)

設計GL 監督職員の指示による21

他工事との取合い 　別表 - 1 によるが、設備機器の位置、取り合い等の検討のできる施工図

を提出して、監督職員の承諾を受ける。

20

電子データはJPEG形式としCD-Rにて提出する。

提出部数　◎2部　　　　・　　部

確認を受けた上、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。ただし、期

間には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

(1)工事受注時　　　　契約締結後10日以内

(2)登録内容の変更時　変更契約締結後10日以内

(3)工事完成時　　　　工事完成後10日以内

届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、

変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略出来るも

　また、(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に

構内指示の場所に敷均し 構外指示の場所にたい積・

用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し提出すること。なお、こ

提出部数　◎3部　　・　　部　複写2つ折り製本

・カラーパネル 
324×400mm

◎ 428万画素以上
◎ 350dpi以上

◎ 428万画素以上

提出部数

◎1

◎1

画素数、画質等

撮影箇所及び箇所数は監督職員との協議による。

項　　　　目 特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

◎監理用図面 提出部数　◎5部　　　A3二つ折り製本（着工時作成）

優先順位は次による。

す。

は表を示す。

示す。

登録

に定める国民の祝日は含まない。

に行う。

のとする。

れらの記録を工事完成後１年間保存しておくこと。

こと。

し確認を受けること。

法第18条に基づき、監督職員に報告すること。

機関は監督職員との協議による

準拠した証明書を監督職員に提出する。

に提出し、確認を受けるものとする。

されるものではない。

とする。

いものとする。

とする。

とする。

報告する。

ものとする。

　(ｶﾗｰｷｬﾋﾞﾈ版)提出

入する。

こと。

こと。

とのないようにすること。

翔天亭裏トイレ 新築 木造平屋建 69.56ｍ2

◎

の進行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に
　受注者は、工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両

努めること。

建築工事　特記仕様書

仕様書（建築工事編）（令和４年版）」（以下「標仕」という）に準拠し、

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (令和４年版)

品質確認状況報告書｣を作成の上、

　本工事に再生骨材を利用する場合は、現場搬入時に目視確認を行い、

｢再生クラッシャーラン(RC材)

速やかに監督職員に提出するものとする。

　設計CADﾃﾞｰﾀの貸与　・無し　○有り（著作者名　AIS総合設計(株)   ）

（平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。）」
に定められた特定調達品目の使用を推進するものとする。

すること。

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事

69.56ｍ2



最大荷重(　50 ) KN

NO SCALE

Ａ-002/025

特記仕様書(2)工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

11

章

2 1 監理事務所 設ける 設けない (2.3.1)

監理事務所の規模 備品（　　　　　　）
仮 ・ 10ｍ2程度 ・ 20ｍ2程度 ・35ｍ2程度 ・65ｍ2程度 ・100ｍ2程度

設

工

事

・ ◎

2 工事用水 構内既存の施設 ・利用できない◎利用できる （◎有償 ・無償 ）

3 工事用電力 構内既存の施設 ・利用できない◎利用できる （◎有償 ・無償 ）
4 足場その他 手すり先行足場 (2.2.4)

て｣(厚生労働省　平成21年4月)の｢手すり先行工法等に関するガイドラ

イン｣により、｢働きやすい安心感のある足場に関する基準｣に適合する

足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業時及び使用時には、常

時｢手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準｣の2の(2)手す

　足場を設ける場合は、｢手すり先行工法に関するガイドラインについ

1 埋戻し及び盛土 種別 ・Ａ種 ◎Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 (3.2.3)

・建設汚泥から再生した処理土　[G]

2 建設発生土の処理 １章一般共通事項　３発生材の処理等による (3.2.5)

◎撤去 ・存置 (3.3.3)

3

事

工

土

工

4

地

業

事

1 載荷試験 ◎平板載荷試験 (  　)箇所 (4.2.4)
試験を行う深さ  設計GL- ( 1.91)m  及び土質(    　　)

・ (4.2.3)杭載荷試験  (　　)箇所    最大荷重(　 　) t   試験種別(    　　)

試験位置は図示による。

方法及び報告書の記載事項は敷地調査共通仕様書４章７節及び１５節による。

に報告すること。また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に
行）により、施工前及び施工後に指定された試験を実施し結果を監督職員

改訂版　建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」（平成14年発
 セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良の施工にあっては、「

[試験用土壌の採取方法等]◎

六価クロム溶出試験 ◎現場で採取した試料を用い、施工前及び施工
後に環境庁告示第46号に基づき、試験を実施

採取場所は現場指示によるが、改良土柱部分
にかからないよう注意して採取すること。

採取土壌の種類　（　　　　　　　　種類）・
採取最深深さ　　（　　　　　　　　　m）・

・採取箇所数　　　（　　　　　　　　箇所）
採取方法◎ ◎ ・ボーリングバックホウ

ポリエチレンフィルム　厚さ 0.15mm以上　重ね幅

施工箇所 ◎建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピットを除く）

(4.6.5)

砂利地業 ◎再生クラッシャーラン [G] ・5 (4.6.3)

試験杭　位置、本数及び寸法 ・図示　　・　

杭先端部形状　　・開放形　　・　

掘削工法
水平方向の位置ずれ

・中堀り拡大根固め工法
杭の精度

杭径の1/4かつ100mm以下

杭の傾斜

･
・　

･

･
1/100以内･ 評定条件又は認定条件による･

杭の現場継手

・アーク溶接継手

・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）

工法　◎審査（評定又は大臣認定）を受けた工法　　・　

検査　◎審査（評定又は大臣認定）により定められた項目　・　

施工　◎審査（評定又は大臣認定）された施工管理基準による　・　

杭頭の処理（切断方法） ◎切断しない　　　・切断する

(4.4.2)(表4.4.1)

(4.3.5)

(4.4.5)

(4.4.6)

セメントの種類 ◎普通ポルトランドセメント・
コンクリートの種別 ・Ａ種 Ｂ種 (表4.5.1)
コンクリートの設計基準強度 （　　　　）N/㎜ 2

行わない ・ 2　　　・　　　　)・

杭径(mm) 杭長(m)

試験杭

本杭

セット数

構造体強度補正

長期設計支持力(kN/本)

行う(◎3N/mm

高炉セメントＢ種 [G]

(4.5.3)

掘削工法 ・アースドリル工法 （◎安定液使用 ・無水掘削 ）(4.5.4)
・リバース工法
・オールケーシング工法

・場所打ち鋼管コンクリート杭工法
・拡底杭工法 (4.5.5)

帯筋 ・各部配筋参考図2.2④丸型(ロ)による ・図示
鉄筋の最小かぶり厚さ ・100mm ・
孔壁測定 ・行う（・超音波測定器　・　　　　　　） ・行わない
杭の精度 ･ 水平方向の位置ずれ

･ 杭径の1/4かつ100mm以下
･ 杭の傾斜
･ 1/100以内 ･ 評定条件又は認定条件による

孔内の水張　（◎ 行う　・ 行わない）

（◎安定液使用　・　　　　　　）

◎

種類 ◎遠心力高強度プレストレストコンクリート杭(PHC杭)(4.2.2)(4.3.2)

杭径(mm) 杭長(m)及び種別 継手数 セット数 備考

試験杭

本杭

杭頭の処理 ◎切断しない ・ (4.3.7)
先端部形状 ◎開放型 ・閉そく型 ・半解放型 (4.3.2)
杭の継手 ◎アーク溶接継手 (4.3.6)

・無溶接継手
(建築基準法に基づく指定機関で性能評定を受けたもの)

施工方法 ・セメントミルク工法 (4.3.4)
アースオーガーの支持地盤への掘削深さ
・1.5m程度 ・
杭の支持地盤への根入れ深さ
・1.0m以上 ・

・特定埋込杭工法（建築基準法に基づく埋込杭工法とし、杭

材料は指定又は認定条件に適合するもの）
・打込み工法 (4.3.3)

ハンマー種別 ◎油圧ハンマー
プレボーリング オーガー径 杭径－50mm程度

プレボーリング長さ ◎本くい長－2.0m
支持力の算定方法 ◎

(5)(i)打込杭の推定支持力による

建築工事監理指針(平成28年度版)

杭の精度 ･ 水平方向の位置ずれ
･ 杭径の1/4かつ100mm以下

･ 杭の傾斜
･ 1/100以内 ･ 評定条件又は認定条件による・

　セメント系固化材を用いた深層混合処理工法は、国土交通大臣が指定す
る審査機関（第三者機関）により、技術評価を受けた工法とする。工法採
用にあたっては、監督職員の承諾の上、決定すること。尚、下記工法を参

工　　　法 審査証明番号（審査機関）

ＥＣＭ工法 BCJ-審査証明-66（財団法人　日本建築センター）

ＮＣコラム BCJ-審査証明-60（財団法人　日本建築センター）

スーパーアイマーク工法 BCJ-審査証明-77（財団法人　日本建築センター）

Ｄコラム工法 BCJ-審査証明-96（財団法人　日本建築センター）

テノコラム工法 技審証第2001号（財団法人　先端建設技術センター）

試験方法 試験内容 試験箇所数 試験の必要性

試験方法１ 配合設計段

試験方法２ 施工後の改 試験方法１で六価クロ
ム溶出量が基準値を上
回った場合のみ実施。
但し、火山灰質粘性土
を改良する場合は試験

試験方法３ タンクリー

実施時期

材齢28日

材齢7日

材齢28日 試験方法２
で溶出量が

土質ごとに

20　箇所

必ず実施すること。

5

鉄

筋

工

事

1 鉄筋の種類 (5.2.1）(表5.2.1)

規格 種類の記号 使用箇所 呼び名（mm）

鉄筋コンクリート
用棒鋼(異形鉄筋)

・SD295A ◎D16以下 ・

・SD345 ◎D19以上 ・

・

2 溶接金網 形状等 (5.2.2)

種類 種類の記号 網目の形状、寸法 鉄線の径(mm) 使用部位

・溶接金網 ◎100×100 ・ ◎6.0・

・鉄筋格子

4 鉄筋かぶり厚さ 鉄筋の最小かぶり厚さは目地底から算定する

・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下記による

施工箇所 標仕表5.3.6の値に加える寸法(㎜)

・柱、梁、壁及び庇などの外気に接す

る打放し面
◎10㎜ ・

柱及び梁の主筋にD29以上の鉄筋の使用の有無
◎無し
・有り（適用箇所：　　　　　)

主筋のかぶり厚さ
・最小かぶり厚さ（　　　　　)mm ・

(5.3.5)

3 鉄筋の継手 柱及び梁の主筋、耐力壁の鉄筋

◎ 機械式継手・・ 溶接継手

(5.3.4)(表5.3.3)

5 各部配筋 ◎各部配筋参考図による (5.3.7)◎図示

6 既製コンクリート
杭の杭頭補強方法

A型 ◎B型 ・図示 (5.3.7)・

7 最上部柱頭補強 ・行う ・行わない (参2.1)

8 帯筋 ◎ (参2.2)
・図示

各部配筋参考図2.2によるＨ形(ロは除く)

9 壁開口部の補強 一般壁 ◎各部配筋参考図4.4によるB形
・A型 ・図示

耐震壁 ◎図示
(参表4.3～4)

(参4.4)

（　　　　　）
梁貫通孔の補強 補強形式 ◎各部配筋参考図7.1によるH形

・MH型 ・ M型 ・
10 (参7.1)

(参表7.1～3)

◎外観試験(全数)
◎抜取試験 超音波探傷試験

引張試験
◎
・

(5.4.9)

　レディーミクストコンクリート工場の選定においては、「標準仕様書」
　6.4.1（コンクリート製造工場の選定）によること、かつ、配合設計及び品

6

1 ◎Ⅰ類 ・Ⅱ類コンクリートの

2 セメントの種類 ◎普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

・早強ポルトランドセメント

普通ポルトランドセメントの品質はJIS R 5210に示された規定の他、次の
規定の全てに適合するものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場

水和熱
7日 352J/g以下
28日 402J/g以下

3 骨材の種類 使用骨材のアルカリシリカ反応による区分
◎ A
・ B

4 混和材料 混和材料
◎混和剤 (JISA6204に規定するAE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤とし、

化学混和剤の塩化物イオン量による区分はⅠ類とする。
・混和材 (JISA6201に適合するフライアッシュのⅠ種又はⅡ種、JISA6206

に適合する高炉スラグ微粉またはJISA6202に適合する膨張剤

(6.3.1)

(6.2.1)(表6.2.1)

・高炉セメントB種 [G]
・フライアッシュセメントB種[G]

(6.3.1,2)(6.13.2)(6.15.2)

(6.3.1)

(コンクリート中のアルカリ総量 Rt=3.0㎏/m3 以下) (6.5.4)

普通コンクリート ◎普通コンクリート

設計基準強度Fc 気乾単位容積質量
スランプ

（N/㎜2） （t/m3)

　◎24 2.3程度 ◎18

　・

適用箇所

・15

施工時期

（6.2.1～3)6

5 レディーミクスト

　質管理等を適切に実施できる工場（全国品質管理監査会議の策定した統一
　　　監査基準に基づく監査に合格した工場）から選定することを基本とする。

ただし、上記工場が工事現場近くに見当たらない場合は、監督員との協議

コンクリート工場

コ

ン

ク

リ

ー

ト

工

事

塩化物量試験 ◎行う (6.5.1)

(6.5.4)
・行わない

単位水量の測定◎行う
(6.9.1)

験結果の提出により省略する事ができる)

(「建築工事における『レディミクストコ
ンクリート単位水量測定要領(案)』の運

・行わない
用について」による)

(ただし、製造工場が行っている管理試

(6.5.1)

(3)単位水量の管理目標値は次の通りとして施工する。

ア測定した単位水量が、計画調合書の設計値(以下、｢設計値｣という。

イ測定した単位水量が、設計値±15kg/m 3を超え±20kg/m3の範囲に

ある場合は、水量変動の原因を調査すると共に生コン製造者に改善

を指示し、その運搬車の生コンは打設する。

その後、設計値±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台ごとに

1回、単位水量の計測を行う。

エ不合格生コンを持ち帰ったことを確認すること。

(4)単位水量管理についての記録を書面(計画調合所、製造管理記録、打ち

込み時の外気温、コンクリートの温度等)と写真により提出する。

(5)単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)、エア

メータ法、静電容量測定法又は(　　　　　　　）法による。

ウ設計値±20kg/m 3を超える場合は、生コンを打ち込まずに持ち帰ら

せ、水量変動の原因を調査するとともに、生コン製造者に改善を指

示しなければならない。その後の全運搬業者の測定を行い、設計値

以内であることを確認する。さらに、設計値±15kg/m3内

・単位水量の測定

(1)単位水量の測定は、150m3に1回以上及び荷下ろし時に品質の異常が認

められたときに実施する。

(2)単位水量の上限値は、標仕6.3.2(2)(ⅲ)による。

±20kg/m3

3)±15kg/m  の範囲にある場合は、そのまま施工する。

軽量コンクリート 設計基準強度Fc 気乾単位容積
種別 スランプ

（N/㎜2） 質量（t/m3 )

　・ ・ 種 ・15　・18

　・ 種

適用箇所、
施工時期及び土又は

(6.10.1)(表6.10.1)
7

打ち継ぎ目地の
寸法、位置及び

目地寸法 ◎
位置 ◎
ひびわれ誘発目地、打ち継ぎ目地の深さ寸法は、躯体外側の打増厚さ部で

種別 コーンの穴埋め 施工個所

・ Ａ種
・面うちに仕上げる
◎面にあわせて仕上げる

・ Ｂ種
・面うちに仕上げる
◎面にあわせて仕上げる

・ Ｃ種

・化粧型枠

◎20㎜ ・ ㎜
打増し範囲 ◎意匠図による

外装タイル後張り面の躯体表面の処理
　ＭＣＲ工法を行う場合は、せき板面にＭＣＲ工法用気泡ポリエチレン
シート張りとし、仕上がり面凹凸状態とする。高圧水洗工法の目荒しを
行う場合は、水圧50N/mm以上かつ、2.5分/ｍ2以上とし、施工計画書を監
督職員に提出し承諾を受ける。また、目荒しの状態は、事前に監督職員

無筋コンクリート
種類

設計基準強度Fc スランプ 粗骨材の 適用箇所
（N/mm2 ） （㎝）

◎普通コンクリート ◎18 ◎15　・18 ◎25mm　・　

・ ・

標仕9.7.3による
図示

(6.8.2)

8

9

放し仕上げ
コンクリート打10

外部の打放し面
の打増し

11

コンクリート躯
体表面の処理

12

コンクリートの増打ち厚さ ◎20㎜
◎施工範囲は図示による。

寒中コンクリート ･ 適用する
･ 適用しない

13

14 高強度コンクリ スランプ又はスランプフロー

スランプ

◎21cm以下 ◎50cm以下

スランプフロー

◎23cm以下 ◎60cm以下

単位セメ水セメ 混和材料

◎高性能AE減水剤

◎高性能AE減水剤

45未満

45以上60以下

　・

　・

（N/㎜2）

設計基準強度Fc

(6.6.3)(6.8.2)
(6.8.2)

(6.11.1)

1 鉄骨の製作工場 製作工場の加工能力 (7.1.3)

・監督職員の承諾する製作工場
鉄 ・建築基準法第77条の45第1項に基づき国土交通大臣から性能評価機関とし

て認可を受けた（株）日本鉄骨評価センター又は(株)全国鉄骨評価機構
（(旧)(社)全国鐵鋼工業協会)の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定め
る「（　　）グレード以上」として国土交通大臣から認定を受けた工場

骨

工

事

7

2 施工管理技術者 ◎適用する (7.1.4)

3 鋼材 鋼材の材質 (7.2.1)(7.2.10)(表7.2.1)

種類の記号 使用箇所 規格等

◎JIS規格による

◎JIS規格による

◎JIS規格による

◎JIS規格による

ガス圧接継手 (L=         )重ね継手・

(6.14.1～3)

(公住仕6.16.1～3)

圧接完了後の試験

項　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

杭径(mm) 杭長(m)

試験杭

本杭

セット数 長期設計支持力(kN/本)

　契約書第21条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中

取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、
不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措
置法」の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ
、同団体等への加入者の使用を促進すること。

下請契約の相手方は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に
関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質か
つ重大な事故を発生させたものを排除すること。

(9)(1)～(8)のことにつき、下請業者における受注者を指導すること。

暴力団員等によ
る不当介入を受
けた場合の措置

(1)
力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を
受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった
時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

(2)(1)により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速
やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3)発注工事において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工
程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行う

工事の一時中止

住宅瑕疵担保履
行法への対応

　受注者は、『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』
（平成19年法律第66号）に基づき、保険への加入又は保証金の供託を行

止期中における工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」と
いう。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体
制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中

(1)

工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全(2)

31

32

33

(6)

(7)

(8)

止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維

する措置を講じること。

こと。

持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

すること。

うものとする。

り据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

4.3.3.(b)

縦横共250mm以上

変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

すること。

チング試験

良体を検査

階で行う検査 実施

最大の試験
体を使用溶
出量が最大

方法１の結果にかかわ
らず、試験方法２及び
３を実施。

照のこと。

類別

合を除く

の選定

により選定することとする。

で安定するまで、運搬車の3台ごとに1回単位水量の測定を行う。

水に直接接
する部分

最大寸法

形状
処理する。

に承諾を受ける。

ート ント比 ント量

図示

図示

図示

環境省が発注する建設工事（以下「発注工事」という。）において、暴

3 山留の撤去

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



NO SCALE

特記仕様書(3)

Ａ-003/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

章

9

防

水

工

事

種別 施工箇所
種類

の指定
製造所

AS－T2

AS－T1

AS－T3

AS－T4

AS－J1

ASI－T1

ASI－J1 ・25mm［厚さ］

［材質］

仕上塗料

使用量

ファルト製造所の
設ける（改質アス

防湿層

防水層の種別

固定用金具の材質及び寸法形状
　◎厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板及びそれらの片面
　　又は両面に樹脂を積層加工した鋼板

種別 施工個所

・Ｘ－１

・Ｘ－２

・Ｙ－１

・Ｙ－２

仕上塗料 保護層

・適用する ・適用しない

断熱材［G］

(9.5.2,3)(表9.5.1,2)

種別 施工個所 施工個所

◎Ｃ－ＵⅠ Ｃ－ＵＰ・

種別

(表9.6.1,2)

D-1 D-2 D-3 D-4 DⅠ-1 

ASⅠ-J1 ASⅠ-T1

X-1

◎

設置数量

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類製
造所の仕様による

◎ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類製
造所の仕様による

・防水層の主材料の
製造所の仕様による

・防水層の主材料の製
造所の仕様による

AS-T3 AS-T4 AS-J1

シーリング

施工個所 シーリング材の種類（記号）

下表以外は、標仕表9.7.1による。7

種別 種類

(9.2.3)(9.3.3)(9.5.3)

(9.7.2)(表9.7.1)

接着性試験 ◎行う ◎簡易接着性試験 ・引張接着性試験
・行わない

　責任施工の保証書を完了後すみやかに提出する。（請負者、専門施工業者
及び材料製造者の連名による）
保証年限は下記による。

種別 保証年限 種別 保証年限

・アスファルト防水 10年 ・塗膜防水

・改質アスファルト防水 10年

・合成高分子系ルーフィ
ングシート防水 10年

年

リン酸質系塗布防水・ 年

石の品質 床用石材 ◎2等品 ・
壁及びその他の石材 ◎1等品 ・

石 石の種類・表面仕上げ

施工個所 品質 種類・産地・名称 厚さ（㎜） 仕上げの種類工

事

10

石の種類・表面仕上げ

施工個所 品質 種類・産地・名称 厚さ（㎜） 仕上げの種類

外壁石張り
工法 ・

・乾式工法
石裏面処理 ◎行わない ・行う（小口共）
裏打ち処理 ◎行わない ・行う
ドレンパイプ◎ステンレス(SUS304)
目地

種石の種類 ◎大理石 ・
表面仕上げ ◎本磨き ・
形状・寸法 ◎図示

・

外壁湿式工法（◎ 流し筋工法　　・　　　　　　　　　）

(10.2.1)

(10.2.1)(表10.2.1～3)

(10.2.1)
(表10.2.2)

(10.2.2,3)(10.3.2,3)

内壁石張り
工法 ・内壁空積工法

(◎あと施工アンカー横筋流し工法　・あと施工アンカー工法)
・乾式工法

石裏面処理 ・行う(小口共)
裏打ち処理 ・行う
目地

一般目地　目地幅(mm)   　 ・図示

床石張りの裏面処理 ◎行わない ・行う
石の厚さ(㎜)

◎ ・
目地
屋内のワックス掛け 行う 行わない

行う・行わない◎階段張りの裏面処理

伸縮調整目地

◎標仕第10章第7節による

6m程度ごと及び他部材との取り合い部
・図示

シーリング材　　・適用する　 ・適用しない
・

目地寸法 ◎標仕9.7.3(a)(3)による　・図示

位置

(10.2.2)(10.4.2,3)

タイルの種類

施工 形 状 吸水率による区分 うわ薬 役物 色 備

個所 寸法(㎜)Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 無釉 施釉 有無 標準 特注 考

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・

適用[G]

再生材の 耐凍害性

有 無

・

・ ・・

・

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする
タイルの見本焼き　◎行わない　　・行う（◎外壁タイル　・　　　　　）

壁タイル張りの工法
内装タイル
外装タイル ・密着張り ・改良圧着張り・改良積上げ張り

タイルの試験張り◎行わない ・行う（◎外壁タイル　・　　　）
躯体表面の処理・行う（◎MCR工法　 　・ 目荒し工法)

による陶磁器質タ

・マスク張り モザイクタイル張り・

り性

耐滑
タ
イ
ル

工

事
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◎床面積30ｍ2程度ごと、細長い通路の場合

・

接着剤による陶磁

器質タイル張り

タイルの種類

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする
タイルの見本焼き　◎行わない　　・行う（◎外壁タイル　・　　　　　）
タイルの試験張り◎行わない 行う（◎外壁タイル　・　　　）・
躯体表面の処理 行う（◎MCR工法　 　・ 目荒し工法)・
接着剤のホルムアルデヒド放散量◎規制対象外 ・第三種
外装タイル接着剤張りにおける目地のシーリング材
打継ぎ目地　◎ポリウレタン系シーリング材　　・
誘発目地　◎ポリウレタン系シーリング材　　
伸縮調整目地　◎変成シリコーン系シーリング材　　・
その他の目地　◎変成シリコーン系シーリング材　　・

2

・益子焼 ・小砂焼 ・

・壁画タイル張り ・

種別 適用タイル タイル型枠先付け面のせき板

◎タイルシート法 ・小口タイル ◎

・目地桝法 ・二丁掛タイル

・桟木法 大形タイル

金属製タイル先付け用パネル

タイルの種類

施工
個所

形 状
(㎜)寸法

吸水率による区分 うわ薬

Ⅰ類

役物 色

Ⅱ類 Ⅲ類 無釉 施釉有無 標準 特注

再生材の
適用[G]

備考

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする
タイルの見本焼き　◎行わない　　・行う（◎外壁タイル　・　　　　　）
タイルの試験張り 行わない◎ 行う（◎外壁タイル　・　　　）・

標仕6.8.3［材料］(b)(2)又は

・

・

(11.3.2～4)(11,3,7)

（11.4.2,3)

(11.4.2)(表11.4.1)

セメントモルタル1

(10.6.2,3)

（11.2.2,3)(11.2.7)

1 木材の品質 [G] ◎ ・市販品
・保存処理木材を適用する箇所（　　　　　　　　　　）
・

12.1.2による12

木

工

事

◎位置(◎図示 　・                  )・寸法（　　　　　）伸縮調整目地及び
ひび割れ誘発目地

6 （11.1.3）

(12.2.1)

ホルムアルデヒド放散量 ◎規制対象外 ・第三種

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

施工箇所 樹種 寸法(mm) 見付け材面の等級 間伐材等の適用

・

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

施工箇所 化粧薄板の樹種 芯材の樹種 寸法(mm)
化粧薄板

見付け材面の等級 間伐材等の適用

◎１等・２等 ・

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

施工箇所 化粧薄板の樹種 芯材の樹種 寸法(mm)
厚さ(mm)

化粧薄板の
間伐材等の適用

・

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

施工箇所 樹種 寸法(mm) 見付け材面の品質 含水率 間伐材等の適用

◎A種・B種 ・

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

施工箇所 芯材の樹種 寸法(mm)化粧薄板の
厚さ(mm)

見付け材
面の品質 含水率

◎A種・B種

間伐材等の適用

・

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

・２等◎１等

2 表面仕上げ

表面仕上げの種別 適用箇所

Ａ種・

◎Ｂ種

・Ｃ種

(12.1.4)

（12.2.1)

防水層の種別

・

・

種別

屋根保護防水密着工法(ﾄｰﾁ工法)

屋根保護防水密着断熱工法(ﾄｰﾁ工法)

施工個所 断熱材［G］ 絶縁用ｼｰﾄ

◎公住仕9.2.2(h)

◎公住仕9.2.2(h)

◎公住仕9.3.2(4)

◎公住仕9.3.2(4)

・

・ｶﾗｰ

ｶﾗｰ

・

・

ｼﾙﾊﾞｰ

ｼﾙﾊﾞｰ

(公住仕9.3.2～4)(公住仕表9.3.4,5)

(9.3.2～4)(表9.3.1～3)

一般目地　目地幅(mm)　　　◎6以上
シーリング材　　・適用する　　・適用しない

・

伸縮調整目地位置 ◎標仕表11.1.1による　   ・図示
◎標仕9.7.3(a)(3)による　・図示目地寸法

伸縮調整目地

一般目地　目地幅(mm)　　　◎6以上
シーリング材　　・適用する　　・適用しない

・

◎標仕表11.1.1による　   ・図示位置
目地寸法 ◎標仕9.7.3(a)(3)による　・図示

・

・

・

・

・

・

(※)された木材の使用に努めるものとする。
受注者は、木工事において、国内の森林から産出し、かつ産地証明

項　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・

保持及び埋込み工

4 高力ボルト ◎トルシア型高力ボルト ・JIS型高力ボルト (7.2.2)(7.12.4)

・ 溶融亜鉛メッキ高力ボルト

5 普通ボルト ボルト及びナットの材料

ターンバックル胴ターンバックル ◎割枠式 ・パイプ式
ターンバックルボルト ◎羽子板ボルト ・アイボルト ・両ねじボルト
ネジの呼び径（　　　　）

6

◎ 標仕表7.2.3（JIS付属書品）による

(7.2.3)

(7.2.6)

エンドタブ 鋼製エンドタブ 切断する箇所（　　　　　　　）7

スカラップ ◎改良型スカラップ8

溶接部の試験 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験 (7.6.11)(表7.6.2)
◎行う ・行わない

ＡＯＱＬ ◎4.0% ・ 2.5%
検査水準 ◎第６水準 ・

その他の試験

･ 試験方法（　　　　　　　) ･ 試験箇所（　　　　　　　)

9

鉄鋼面の素地ご

しらえ

種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 ◎Ｃ種 (表18.2.3)10

鉄鋼面の錆止め

塗料塗り

塗料種別

・

(表18.3.1)
工程種別 (表18.3.3)

耐火被覆 (7.9.2～7.9.7)

種別 所要性能及び適用構造区分

・ラス張りモルタル塗り

・乾式吹付けロックウール

・耐火材
吹付け

・半乾式吹付けロックウール

・湿式ロックウール

・

・耐火板張り

・耐火材巻き付け

Ａ種◎ Ｂ種
・ Ａ種　　　　　・ Ｂ種

モルタル ◎無収縮モルタル･（　　　　　　　　)
無収縮モルタルの製造所　　　評価名簿による
工法 ◎Ａ種[モルタル厚さ50]・Ｂ種[モルタル厚さ30]

・建方用アンカーボルト
材質 ・SS400
埋込み工法 ・Ａ種 ◎Ｂ種 ・Ｃ種

・構造用アンカーボルト
材質 ・SNR400B ・ SNR490B
埋込み工法 ・Ａ種 ◎Ｂ種

(7.2.4)(7.10.3)(表7.10.1)

(7.2.9)(表7.10.2)

亜鉛めっきの種別 材料 適用部位

Ａ種(HDZ55) 最小板厚　6mm以上の形鋼、鋼板類

Ｂ種(HDZ45) 最小板厚　3.2～6mmの形鋼、鋼板類

Ｃ種(HDZ35) 最小板厚　1.6～3.2mmの形鋼、鋼板類
普通ボルト、アンカーボルト

素地ごしらえは、JIS Ｈ9124溶融亜鉛めっき作業指針による

摩擦面の処理
ブラスト処理 ・◎ ブラスト以外の特別な処理（　　　　　　　　）

耐力確認方法（　　　　　　　　）
力ボルト接合

(7.12.3)(表14.2.2)

(7.12.4)

11

12

アンカーボルトの13

15溶融亜鉛めっき工

16溶融亜鉛めっき高

図示

ブロックの種類

各部配筋

各部配筋 図示

断面形状及び圧縮 正味厚さ ﾓﾃﾞｭｰﾙ呼び寸法(mm)
化粧の有無 適用箇所

強さによる区分 (mm) 長さ 高さ

空洞ブロック-16◎

ブロックの種類

断面形状及び圧縮
強さによる区分

正味厚さ
(mm)

ﾓﾃﾞｭｰﾙ呼び寸法(mm)

長さ 高さ
化粧の有無

(表8.3.1)以
外の適用箇所

空洞ブロック-16

空洞ブロック-08

・

・

・A種 ・B種

種類 単位荷重(N/ｍ2) 厚さ（㎜）

外壁パネル ・ ・ ◎100 ・・
間仕切り壁パネル ◎100 ・・
屋根パネル ・ 980 ◎100 ・F種・
床パネル ・ ・ ・100 ・150・

・
外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取

1180 1960

35302350

・C種 ・D種 ・E種 

耐火性能（・１時間　　・２時間）

◎ 20㎜
・

伸縮目地への耐火目地材の充填
・適用する

・

パネル幅の最小値を300mm未満とする場合

◎

◎表8.3.1及び下表による

◎

り合い部の目地幅

やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とする。ただし、

◎厚物（厚さ50mm以上）
種類 表面形状 厚さ（㎜） 工法種別 耐火性能

・外壁
◎フラットパネル ・ 50　・ 60 ・ Ａ種 ◎有り
・デザインパネル ・ 50　・ 60 ・ Ｂ種
・タイルベースパネル ・ 60 ・無し

・間仕
◎フラットパネル ・ 50　・ 60 ・ Ｂ種 ◎無し
・デザインパネル ・ 50　・ 60 ・ Ｃ種 ・有り
・タイルベースパネル ・ 60 （　　　）

◎薄物（厚さ50mm未満）
施工個所 表面形状 厚さ（㎜） 耐火性能

◎フラットパネル ◎無し
・デザインパネル（図示） ・有り

開口の大きさ 切断後のパネルの残り部分の幅

開口を設ける場合
パネルに

パネルを
切り欠く場合

短辺
長辺
短辺
長辺

・図示
・図示
・図示
・図示

・図示
・図示
・図示
・図示

欠損部分を考慮した強度を確認のうえ、施工計画書を提出する。

切り

(8.2.2)

(8.2.5)

(8.3.2)

(8.3.3)

(8.5.2～8.5.5)(表8.5.1)(表8.5.2)

ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

コ
ン
ク
リ
｜
ト
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◎25mm

種別
・Ａ－１
・Ａ－２
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

施工箇所
屋根保護防水

Ａ－３
Ｂ－１
Ｂ－２
Ｂ－３
ＡＩ－１
ＡＩ－２
ＡⅠ－３
ＢⅠ－１
ＢⅠ－２
ＢⅠ－３

断熱材［G］ 絶縁用シート 立上がり部の保護

［材質］ ◎ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ
170g/ｍ2程度

◎ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｨ
ﾙﾑ厚さ0.15mm

・乾式保護材

・ｺﾝｸﾘｰﾄ押え
◎押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚ

［厚さ］

ﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種
bA(ｽｷﾝ層付き)

・

絶縁用
シート種別 仕上塗料断熱材［G］ 厚さ（㎜） 使用分類 施工個所

ｶﾗｰ ｼﾙﾊﾞｰ・Ｓ－Ｆ１ ・ ・ 非歩行◎1.2 ・ ◎
・Ｓ－Ｆ２ 軽歩行◎2.0 ・ ・

ｶﾗｰ ｼﾙﾊﾞｰ・ ・・Ｓ－Ｍ１ ◎1.5 ・
・Ｓ－Ｍ２ ◎1.5 ・
・Ｓ－Ｍ３ ◎1.2 ・

［材質］ 1ｶﾗｰ 1ｼﾙﾊﾞｰＳⅠ－Ｆ１ ◎1.2
◎標仕9.4.2
(c)(3)(ii)によるＳⅠ－Ｆ２ ◎2.0

［厚さ］・25mm
［材質］ 1ｶﾗｰ 1ｼﾙﾊﾞｰＳⅠ－Ｍ１ ◎1.5

標仕9.4.2◎
(c)(3)(i)による発砲◎ＳⅠ－Ｍ２ ◎1.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚ
［厚さ］・25mm

屋内防水

防水層の種別
保護層

立上り部の保護種別 施工箇所 平場のﾓﾙﾀﾙ塗り
塗り厚さ ・床塗り工法・下地ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ塗り厚さ

◎15.2.5(b)(2) ◎15.2.5(c)(1) ◎7mm以下・ ・・Ｓ－Ｃ１ 及び(3)に準ずる に準ずる

(表9.4.3)

(表9.2.3～6)

9

防

水

工

事

(9.2.2～5)

(表9.4.1,2)

・25mm

屋根露出防水

種別 施工箇所 断熱材［G］ 仕上塗料 脱気装置
種類 使用量 種類 設置数量

Ｄ－１
Ｄ－２
Ｄ－３
Ｄ－４

［材質］

指定によ

製造所の

◎硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
断熱材２種１号
若しくは２号で、
保湿係数を除く
規格に適合する
規格に適合する

［厚さ］

ＤⅠ－２

ＤⅠ－１

(表9.2.7,8)

種別
Ｅ－１

施工箇所 種別
Ｅ－２

施工箇所

保護層 ・設ける ・設けない
屋上排水溝 ・設ける ・設けない

屋内防水 (表9.2.9)

(9.4.2,3)

構法の種別

(8.4.2～5)

・

・

・

・

・

・

・
・
・
・

・

・

・

法

法

（　　　）

以上

もの又はＡ種硬

質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温

材の保温板２種

１号若しくは２

もの

る
指定によ

製造所の

る
の指定

製造所

による
指定によ

製造所の

る

ﾝｼｰﾄ

による
の指定
製造所

による

使用による）

DⅠ-2

イル

施工 形 状 吸水率による区分 うわ薬 役物 色 備

個所 寸法(㎜)Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 無釉 施釉 有無 標準 特注 考

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・

適用[G]

再生材の 耐凍害性

有 無

・

・ ・・

・

り性

耐滑

の厚さ(mm)

化粧薄板
の樹種

施工箇所 芯材の樹種 寸法(mm)化粧薄板の
厚さ(mm)

見付け材
面の品質 含水率

◎A種・B種

間伐材等の適用

・

化粧薄板
の樹種

14柱底均しモルタル

外部

内部

変成シリコン系シーリング

ポリサルファイド系シーリング

床 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

壁 300角

300角

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



NO SCALE

特記仕様書(4)

Ａ-004/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

(16.8.2,3)(表16.8.1)

章

建

具

工

事

16 (16.2.2)(16.4.2)(16.6.2～4)

(16.6.5)
(16.6.4)

角出し仕上げ・普通仕上げ◎鋼板の曲げ加工
鏡面仕上げ・ＨＬ仕上げ◎表面の仕上げ

ステンレス建具の鋼材の種類

･

･SUS430,SUS304,SUS430J1L,SUS443J1

SUS304,SUS430J1L,SUS443J1

◎屋内

◎屋外

鋼材の種類施工箇所

面内変形追随性等級（　　）
断熱性の等級（　　）
遮音性の等級（　　）

適用する
適用する
適用する

・
・
・

耐震ドアセット
断熱ドアセット・断熱サッシ[G]
防音ドアセット・防音サッシ

適用する・簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値

(16.7.2)

(表16.7.3)
(16.7.2)

(表16.7.1)

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量
・第三種規制対象外◎

Ⅱ型・Ⅰ型・工法
鳥の子・新鳥の子程度又はビニル壁紙◎上張りふすま

鏡板（　　　　　　）かまち（　　　　　　）かまち戸の樹種
C種・B種◎A種・建具材の含水率

・
接着の程度　・1類　・2類防虫処理　    ・行う　・行わない

表面板の厚さ　◎標仕表16.7.6

・
・

不透明塗料塗り　　　◎ﾗﾜﾝ程度
生地、透明塗料塗り　◎ﾗﾜﾝ程度

規格等 備考

フラッシュ戸

・針葉樹(◎C-D以上　・　　)
板面の品質　・広葉樹(◎1等　    ・　　)

表面性能(　　　)タイプ
加工方法　・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　・ﾌﾟﾘﾝﾄ　・塗装・特殊加工

樹種名(　　　　　　　　　　)・天然木 化粧合板

合板の種類

表面の材種・合板

・

公共住宅の内装ドアの品質及び性能

公共住宅の量産ふすまの品質及び性能

建具用金物,鍵10 制作する◎
その他の鍵　　　 ◎各室3本1組

(16.8.4)
・

シリンダ   本締まり錠 

シリンダ   箱錠

評価名簿による本締まり付きモノロック

品質・規格種別

建具金物の種類

制作しない・マスターキー

・レバーハンドル◎ハンドル

フロアヒンジ

ヒンジクローザ

ドアクローザ

・

公共住宅の各住戸建具用金物
各住戸玄関扉用及び勝手口扉用錠前の品質及び性能

各住戸玄関扉用及び内装扉用ドアクローザの品質及び性能

102×2.0◎形状、寸法
木製建具用丁番 ・ステンレス◎材質

（　　　　　　　　　　　　　　　）形状、寸法
金属製建具用丁番 ・ステンレス◎材質
内装扉用戸当 ステンレス◎材質

使用しない◎
内装扉用ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ）・ｼﾙﾊﾞｰ◎色彩E型◎使用する（・
玄関扉用ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ◎色彩D型・C型・B型・A型◎
ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｷｰの使用 不可可・

(表16.9.1,2)

(16.9.3)
(16.9.2)

・
・
・

・SWD-1  ・SWD-2

図示・凍結防止装置
評価名簿による◎製造所
光線スイッチ◎センサー
スライディングドア◎開閉方法

・SSLD-1 ・SSLD-2 ・DSLD-1 ・DSLD-2種類

(16.10.3)
装置
自閉式上吊り引戸12 標仕表16.10.1による

評価名簿による◎製造所
製造所標準仕様による・

◎品質規格

・

・
・

(公住仕16.8.2～4)

・品質・性能基準による

・品質・性能基準による

・品質・性能基準による

・品質・性能基準による

項　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

（12.2.1)

ホルムアルデヒド放散量 ◎規制対象外 ・第三種
・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

施工箇所 厚さ(mm) 防虫処理 表面の化粧加工 間伐材等の適用

・適用する

・適用しない

・有り（加工　　　　）

・無し（等級　　　  ）

・

・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

施工箇所 厚さ(mm) 防虫処理 表面の化粧加工 含水率 間伐材等の適用

◎14%以下・

ホルムアルデヒド放散量 規制対象外◎ ・第三種
・普通合板［G］

施工箇所 厚さ表板の接着の

◎5.5

・

◎1類
・2類

・構造用合板［G］

施工箇所 等級
接着の板面の有効断面

・適用する

防虫処理 強度等級

◎12

・
◎2級以上

・1級

◎1類

・特類

◎C-D以上

・ ・適用しない
・

・パーティクルボード［G］

施工箇所

◎15
・

表裏面の状態による区分
曲げ強さ
による区分

◎13タイプ
・

による区分
接着剤 難燃性

◎P又はM
・

・構造用パネル

施工箇所 厚さ(mm) 等級

・1級　　・2級　　・3級　　・4級

間伐材等
の適用

・

防虫処理

・適用する
・適用しない

板面の品質

広葉樹　◎2等以上・1等以上

（12.2.1)

接着剤に含まれる可塑剤は難揮発性のものとする。

◎規制対象外 ・第三種
6 接着剤

・防腐、防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材
適用部位（　　　　　　　　）

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

適用部位 保存処理性能区分

・K2      ・K3      ・K4

・K2      ・K3      ・K4

7 防腐・防蟻処理

　薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

適用部位 処理の方法

亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯

1 長尺金属板葺き

屋根葺形式 長尺金属板の種類 板厚(㎜)

◎平葺き ◎
・

◎図示屋根葺工法

JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム－

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法
◎適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・１・1.15・1.3)

倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法
・適用しない

下葺材料・アスファルトルーフィング940
・改質アスファルトルーフィング下葺材

適用部位（　　　　　　　　）
・ボード原料接着材への薬剤混入による防腐、防蟻処理

屋

及

び

と

い

工

事
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根

形式 ◎重ね形　　　　・はぜ締め形　　　・かん合形

形状(㎜) 山高（　　　）山ピッチ（　　　） 板厚 ◎ 0.6 ・ 0.8

材料 ◎ ・
（規格等）

耐力

軒先面戸板 ・有 ・無

断熱材 ・有(種別　　　          ：　厚さ　　　㎜)・無

耐火性能 ・有(30分耐火) ・無

種類 ・釉薬瓦 ・
形状 ◎Ｊ型 ・
寸法 ◎53A ・
役物瓦 ・有（　　　　　　　　　　　）・無

桟木の留付工法◎図示

・軒どい
材種 ・着色亜鉛めっき鋼板 ・ステンレス鋼板

・硬質塩化ビニル(・ 前高角型 ・ 折板用角型)
・縦どい

材種 ・配管用鋼管 ・硬質塩化ビニル管
・着色亜鉛めっき鋼板 ・ステンレス鋼板

鋼管製といの防露◎
防露材のホルムアルデヒドの放散量

◎規制対象外 ・第三種
掃除口 ◎有（図示） ・無

・有 ◎無

製造所名　　評価名簿による

工法
◎適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・１・1.15・1.3)

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法
・適用しない

瓦桟木 材質　◎すぎ又はひのき　
寸法　◎幅21×高さ15(mm)

棟補強用心材 材質　◎すぎ又はひのき　
寸法　◎幅40×高さ30(mm)

工法 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

・
・

◎適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・１・1.15・1.3)
倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法

・適用しない

・

標仕表13.2.1による(　　　　　）

標仕表13.5.4による

(13.2.2)(13.3.2,3)

(13.4.2,3)

(13.5.2)(表13.5.5)

(13.5.2)(表13.5.2)

(12.2.2,3)

（12.3.1,2)

(13.2.2,3)(表13.2.1)

ステンレスの表面
種別 施工個所

◎ＨＬ程度 ◎下記以外の見え掛かりは全て

・No.2B程度

・鏡面仕上げ(No.8)・

2
仕上げ

アルミニウム及び
アルミニウム合金
の表面処理

施工個所種別

表面処理方法 種別 施工箇所

溶融亜鉛めっき

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

電気亜鉛めっき

・

・

・

皮膜又は複合

・A-1種

・A-2種(・ｱﾝﾊﾞｰ ・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ・ﾌﾞﾗｯｸ系 ・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

・B-1種

・B-2種(・ｱﾝﾊﾞｰ ・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ・ﾌﾞﾗｯｸ系 ・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

・C-1種

・C-2種(・ｱﾝﾊﾞｰ ・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ・ﾌﾞﾗｯｸ系 ・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

・D種

◎AA15 ・

◎AA15

◎Ｂ

◎Ｂ

◎AA6

◎AA6

・

・

・

・

・

陽極酸化皮膜の着色方法 ◎二次電解着色 ・三次電解着色

Ｄ種

Ｅ種

Ｆ種

野縁等の種類
屋外（◎25形　・19形)屋内（◎19形　・25形)

工法 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

◎適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・１・1.15・1.3)

倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法
・適用しない

野縁、野縁受、吊ボルト、インサート及び周辺部の端からの間隔・図示

補強方法

吊りボルトの間隔(900mm超) ◎図示 ・

天井のふところ(1.5m以上3.0m以下) ・

天井のふところ(3.0m超) ◎図示 ・

スタッドの高さによる区分に応じた種類

高さ2.7m以下

◎50形

高さ4.0m以下 高さ4.0m超,4.5m以下 高さ4.5m超,5.0m以下

◎65形・ ・ ◎90形 ・ ◎100形・

5.0m超

・図示

特定天井
特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成２５
年国土交通省告示第７７１号）に基づく工法
◎適用する ・適用しない

引抜耐力試験 ◎行う ・行わない

金

属

工

事
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◎標仕14.4.4(h)(1)～(2)による

・図示

(14.1.3)

(14.2.1)

(14.2.2)(表14.2.1)

(14.2.3)(表14.2.2)

(14.4.2～4)(表14.4.1)

(14.5.3)

3

6 軽量鉄骨壁下地

形状 製法 材質 寸法(㎜)板幅(㎜) 表面処理

・スパンドレル型・押出し ◎ ・B-1種
・ロール

・パネル型 ◎プレス

伸縮調整継手 ◎設けない ・設ける（施工個所は図示）

・B-2種
C-1種
C-2種
D種

・

・
・

アルミニウム

(14.6.2,3)(表14.2.1)

施工個所
笠木本体

役物
避雷導体用ジョイン
トコネクター及びア
ース接続アングル

付属部品
(幅) ㎜

・有・無 ・有 ・ 無 固定金具及びｼﾞｮｲﾝﾄ金具

・有・無 ・有 ・ 無 固定金具及びｼﾞｮｲﾝﾄ金具

・有・無 ・有 ・ 無 固定金具及びｼﾞｮｲﾝﾄ金具

表面処理 (    )種

(14.7.2)(表14.7.1)

(14.7.2)(表14.2.1)

15

左

官

工

事

・可とう形外装薄塗材Ｅ
・防水形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ

・内装薄塗材Ｃ

・内装薄塗材Ｌ

・内装薄塗材Si

・内装薄塗材Ｗ

・

・

砂壁状じゅらく・

京壁状じゅらく・

複層仕上塗
材

・複層塗材CE ・ゆず肌状 ・凸部処理 ◎凹凸模様

・可とう形複層塗材CE

・複層塗材Si

・複層塗材Ｅ

・複層塗材RE

・防水形複層塗材CE

・防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材RE

・防水形複層塗材RS 

軽量骨材仕
上塗材

・吹付用軽量塗材 砂壁状

・こて塗用軽量塗材 平たん状

・

・

吸放湿性 ・適用する・適用しない

厚付け仕上
塗材

外装厚塗材Ｃ

外装厚塗材Si

外装厚塗材Ｅ

内装厚塗材Ｃ

内装厚塗材Ｌ

内装厚塗材Si

内装厚塗材Ｅ

内装厚塗材Ｇ

・
・

・

・

・
・

・

・

・吹放し　　・凸部処理・平たん状

・凸凹状　　・ひき起こし・かき落とし

吸放湿性　　・適用する・適用しない

上塗材　　・適用する・適用しない

・

・

・

凹凸状(・吹付け・こて塗り）

着色骨材砂壁状(・吹付け・こて塗り）

建築内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

(15.5.2)

◎規制対象外 ・第三種
防火材料の指定

屋内の壁及び天井の仕上げ材は、建築基準法に基づき認定を受け
た防火材料とする。

◎

種別 ・Ａ種 ・Ｂ種(仕上げ材塗：EP-G ◎B種　・A種) (15.6.2)

材料及び接着剤のホルムアルデヒド放散量◎規制対象外 ・第三種

種別 色彩 施工個所

・一般用 ・

厚さ(㎜)

・10・着色 原色 ・15 ・ 20 ・25

(15.8.2)

建具見本の製作 ・行う ◎行わない
仮組 ・行う ◎行わない

建

具

工

事

16 (16.1.4)
(16.1.4)

1 見本の製作等

・適用する（図示） (16.1.6)

外部に面する建具

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込(㎜) 施工個所

◎A種 S-4 ◎A-3 ◎W-4 ◎70 ◎図示 ・

・B種 S-5 ・ ・ ・ ◎図示 ・

・C種 S-6 A-4 W-5 100 ◎図示 ・

表面処理 ◎B-1種 ・B-2種(・ﾌﾞﾗｳﾝ系  ・ﾌﾞﾗｯｸ ・ｽﾃﾝｶﾗｰ)
防音ドアセット・防音サッシ ・適用する 遮音性の等級（　　）
断熱ドアセット・断熱サッシ[G]・適用する 断熱性の等級（　　）
耐震ドアセット ・適用する 面内変形追随性等級（　　）
屋内建具

表面処理 ◎C-1種 ・C-2種(・ﾌﾞﾗｳﾝ系  ・ﾌﾞﾗｯｸ ・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

(表16.2.1)

(表14.2.1)

(表14.2.1)

3 アルミニウム製建

◎図示 水切り板、ぜん板 ◎図示結露水の処理方法
公共住宅のアルミサッシの品質及び性能

◎
ステンレス製・ガラス繊維入り合成樹脂製・

網の種類 合成樹脂製(線径0.25mm以上　網目16～18メッシュ) (16.2.3)

外部に面する建具

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込(㎜) 施工個所

A種・ S-4 A-4◎ ◎W-4 ・ 図示◎ ・

・B種 S-5 ・ ◎W-5

・C種 S-6

・

・

図示◎

図示◎

・

・

防音ドアセット・防音サッシ ・適用する 遮音性の等級（　　）
断熱ドアセット・断熱サッシ[G] 適用する・ 断熱性の等級（　　）
耐震ドアセット ・適用する 面内変形追随性等級（　　）
表面色 ◎標準色 ・特注色
水切り板、ぜん板 ◎図示 ・
ガラス ◎複層ガラス・

(表16.3.1)

鋼製建具6
簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値・適用する

・標仕表16.4.2による

外部に面する建具の風圧性 ・S-4  ・S-5  ・S-6
防音ドアセット・防音サッシ 適用する・ 遮音性の等級（　　）
断熱ドアセット・断熱サッシ[G]
耐震ドアセット

鋼板

適用する・
面内変形追随性等級（　　）

断熱性の等級（　　）
・適用する

材料

・JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)

・JIS G 3317(溶融亜鉛-5%アルミニ
ウム合金めっき鋼板)

めっき付着量

◎Z12又はF12・

◎Y08
・

厚さ

・

(16.2.2)(16.4.2～4)(表16.4.2)

公共住宅の玄関ドアの品質及び性能

公共住宅のパイプシャフトドアの品質及び性能

簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値・適用する（◎A-3  ・　　　　　）
防音ドアセット・防音サッシ
断熱ドアセット・断熱サッシ[G]
耐震ドアセット

適用する・
・適用する
・適用する 面内変形追随性等級（　　）

断熱性の等級（　　）
遮音性の等級（　　）

(16.2.2)(16.5.2～4)

・

鋼板　◎亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板　・カラー鋼板
鋼板の厚さ　◎標仕表16.5.1による
召合せ、縦小口包み板の材質　◎鋼板　

・

・品質規格 ◎製造所標準仕様による
製造所 評価名簿による

・
公共住宅のクロゼットドアの品質及び性能

・手すり ・アルミニウム製 (表面処理　　　　　　　)
・ステンレス SUS304 (表面処理　　　　　　　)
・鋼製 (表面処理　    　　　　)

・タラップ ◎ステンレス SUS304

(14.8.2)

(14.8.3)

製造所 ◎評価名簿による防水モルタルの防水剤

既製目地材 ・設ける 施工箇所（　　　　）　形状（　　　）
・設けない

床目地 ・設ける ・設けない

(15.2.2)(15.2.5)1 モルタル塗り

・せっこう系 ・セメント系 (15.4.2)(表15.4.1)

・

・

・品質・性能基準による

・品質・性能基準による

・品質・性能基準による

・品質・性能基準による

外観 ◎つやあり ・つやなし

・メタリック

溶媒 ◎水系 ・溶剤系

樹脂 ◎アクリル系

◎耐候性

防水型の増塗材◎行う

耐候形３種・

上塗材

・・

屋

及
び
と
い
工
事

13

根

バイブレーション ◎屋外スロープ手すり、1階EV枠

・適用する

・適用しない

・有り（加工　　）

・無し（等級　　）

針葉樹　◎C-D以上

(mm) 樹種名 程度

厚さ
(mm) 程度

表板の
樹種名 品質 係数比

間伐材等
の適用

厚さ
(mm) による区分

(CGLCCR-20-AZ150))

(・一般　・複層材　・粘着層付)

（ステンレスタラップは除く）

皮膜の種類

具

化粧合板

◎

土台、柱(床から1ｍ)

種類 呼び名 仕上げの形状等

薄付け仕上

塗材

・外装薄塗材Si

・可とう形外装薄塗材Si

・外装薄塗材Ｅ

・内装薄塗材Ｅ

・砂壁状

・

さざ波状・

ゆず肌状(・吹付け・ローラー塗り）

平たん状・

・

(15.5.2)(表15.5.1)

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事

(15.5.2)

5 ステンレス製建具

8 木製建具



NO SCALE

特記仕様書(5)

Ａ-005/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

章 項　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

(19.5.2～7)(表19.5.1～4)(公住仕19.5.2～6)

耐火目地材・適用する（図示)
◎適用しない
・適用する（種類：　　　厚さ(㎜)：　施工箇所：　　　）

製品の寸法許容差◎ (17.3.3)
・製造所標準製作規定寸法許容差による

表面仕上げ （　　　　　　　　　　　　　　　　） (17.3.3)

耐火材料

施工部位 種別 規格等

ファスナー部

取付ブラケット

パネル目地部

層間ふさぎ

耐風圧性能値◎建築基準法施行令第87条及び建設省告示第1454号
に定められた風圧力に対して安全であること。

(17.1.3)

断熱材

標仕表17.3.1による

・正圧　　　　N/ｍ2以上負圧　　　　N/ｍ2以上に対して安
全であること。

耐震性能 設計用震度 水平方向（Kh）◎1.0 ・ (17.1.3)
垂直方向（Kv）◎0.5 ・

建物の構造種別 層間変位量（h=支点間距離） 状態

鉄骨造 ◎±(1/100)×h　以上 ◎部材が損傷せず、破
損脱落もしない。

・

鉄筋コンクリート造 ◎±(1/200)×h　以上 ガラス等の破損もない

鉄骨鉄筋コンクリート造 ・ シーリングは補修程度

・A種 ◎B種

(18.4.3)

・クリヤーラッカー塗り(ＣＬ)

・ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）

◎耐候性塗料塗り

・つや有合成樹脂
エマルションペ
イント塗り

・合成樹脂エマル

・合成樹脂エマル
ション模様塗料

・

(ＥＰ－Ｇ)

ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）

・ラッカーエナメル塗り（ＬＥ）

・

◎木材保護塗料塗り（ＷＰ）

ションペイント

塗り(ＥＰ－Ｔ)

・

・ B種A種

・ B種A種

◎

◎

・鉄鋼面

・亜鉛めっき鋼面

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び押出成・
形セメント板面

A種 ･ B種

C種・

・

・ｺﾝｸﾘｰﾄﾓﾙﾀﾙ面 ・A種 ◎B種

・プラスター面 ・A種 ◎B種

・せっこうボード面 ・A種 ◎B種

・各種ボード面 ・A種 ◎B種

・

・

・

・ｺﾝｸﾘｰﾄﾓﾙﾀﾙ面 ・A種 ◎B種

・プラスター面 ・A種 ◎B種

・ ・A種 ◎B種

・各種ボード面 ・A種 ◎B種

・ｺﾝｸﾘｰﾄﾓﾙﾀﾙ面 ・A種 ◎B種

・プラスター面 ・A種 ◎B種

・せっこうボード面 ・A種 ◎B種

・各種ボード面 ・A種 ◎B種

・A種 ◎B種

・A種 ◎B種

・A種 ◎B種

A種 B種・

木部(屋内)

鉄鋼面(屋内)

亜鉛めっき鋼面(屋内)

(18.5.2)

(18.6.2)

(18.7.2)

(18.7.4)

せっこうボード面

オイルステイン塗り（ＯＳ）

19

内

装

工

事

壁紙施工用ででん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデ

工程の種別下地の種類塗料の種類

鉄鋼面・

・亜鉛めっき鋼面

・A種 ◎B種 (18.4.4)

(18.4.5)

(18.4.3)B種･A種・

ｲﾝﾄ塗り(ＳＯＰ)
◎合成樹脂調合ﾍﾟ

◎

◎

屋内の壁・天井仕上げ材は防火材料とする。

◎規制対象外 ・第三種
建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒドの放散量塗

装

工

事

18

・A種　　◎B種　　

下地面等 工程の種別 塗料の種別

・A種　　◎B種

◎A種　　・B種

・A種　・B種　・C種

◎A種　・B種

◎A種　　・B種　　

鉄鋼面

亜鉛めっき面

見え掛り部分

見え隠れ部分

鋼製建具以外

鋼製建具

下地の種類 種別

木部 ◎A種 ・B種

鉄鋼面 ・A種 ・B種 ◎C種

亜鉛めっき鋼面 ・A種 ・B種

・A種 ◎B種

ｺﾝｸﾘｰﾄ及びＡＬＣパネル面 ・A種 ◎B種

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 A種 ・B種

せっこうボード及びその他ボード面 ・A種 B種

◎

◎

モルタル及びプラスター面

木部(屋外)

木部(屋内)

・第三種規制対象外◎
接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。
施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別

　　・図示　　

1 材料

2 素地ごしらえ

4 各種塗料塗り

接着剤1

(18.1.3)

(表18.2.1)

(表18.2.2)

(表18.2.3)

(表18.2.4)

(表18.2.5)

(表18.2.6)

(表18.2.7)

(18.3.2,3)

(18.7.3)

(18.8.2)

(18.8.2)

(18.8.2)

(18.8.2)

(18.8.3)

(18.8.4)

(18.8.5)

(18.9.2)

(18.9.2)

(18.9.2)

(18.9.2)

(18.10.2)

(18.10.2)

(18.10.2)

(18.12.2)

(18.10.2)

(18.11.2)

(18.13.2)

(18.14.2)

上塗り等級(  )級

上塗り等級(  )級

◎1種 ・2種

◎1種 ・2種

◎1種 ・2種

◎1種 ・2種

塗料の種類

(19.2.2,3)(19.8.2)

種別 記号

発泡層のない ◎FS(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ) ◎無地◎

厚さ(㎜)

2.0・

柄物◎
無地・

ﾏｰﾌﾞﾙ柄・

・発泡層のある

色柄 特殊機能

・耐動荷重性
・帯電防止

・防湿性
・耐薬品性

・

・

◎熱溶接工法
・

突付け（施工箇所　　　　　　　　）工法

記号 厚さ(㎜) 品質・規格

・ ◎2.0

・ ・

・ ・

種類

複層ビニル床タイル

コンポジションビニル床タイル

置敷きビニル床タイル FOA

FT

KT ・

・

・

(19.2.2)

(19.2.2,3)

(19.3.3,4)(表19.3.2)

(19.3.3,4)(表19.3.1,2)

(19.2.2)

(19.2.2)

適用する

（　　　　　　　　　　）寸法(㎜)

・
1.5以上

・軟質　　・硬質材質

・◎厚さ(㎜)
60◎高さ(㎜)

・9.0・4.5 ・6.0・3.0厚さ(㎜)
（　　　　　　　　　）色柄

◎帯電性

・カット、ループパイル併用・Ｃ種・

柄物(標準品)・ループパイル・Ｂ種・

無地◎カットパイル・Ａ種・

備考色柄パイル形状種別

織じゅうたん・

適用する◎帯電性

・カット、ループ併用・
グリッパー工法・

・4～6◎ループパイル・
全面接着工法◎

・5～7◎カットパイル・

備考工法パイル長(㎜)パイル形状

タフテッドカーペット・

・ニードルパンチカーペット (19.3.3)

厚さ(㎜) 備考

帯電性 ◎適用する

◎ (17.3.2)上記以外のシーリング材の種類は標仕表9.7.1による

・タイルカーペット (19.3.3)(表19.3.2)

パイル形状

◎ループパイル
◎第１種

・第２種
・カットパイル

・カット、ループ併用

種類 寸法(㎜)

◎500×500

・

◎

・

6.5

総厚さ(㎜)

平場 ◎市松敷き ・模様流し

階段 ◎模様流し ・市松敷き

敷き方

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量
・第三種規制対象外◎

◎平滑仕上げ ・防滑仕上げ
・
・

・
平滑仕上げ
防滑仕上げ

つや消し仕上げ

仕上げの種類種類

・
弾性ウレタン塗床材
厚膜型塗床材

厚膜型塗床材
エポキシ樹脂系塗床材

・薄膜流し展べ工法
・厚膜流し展べ工法

薄膜型塗床材

・

・

工法

種別 樹種 厚さ(㎜) 工法 備考

・ ・ぶな ・釘止め工法

なら◎

(体育館用)

(根太張り)

釘止め工法・ (直張り)12以上

15

・

・

・さくら

・いたや

接着工法

・

単層フローリング張り

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ１等

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ１等

・ 15 ・接着工法 303ｘ303ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ１等

・ ・ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ１等 接着工法

複合フローリング張り

・A種

特殊張り◎

・

・

・ ・18・27 普通張り

接着工法

釘留め工法(根太張り)・

・

・

・

・

・

釘留め工法(直張り)

発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地張り工法

乾式遮音二重床下地材張り工法

・B種

種別 種別(住宅)

◎C種

工法厚さ(㎜)

天然木化粧
複合フロー
リング張り

・ ・A種

・B種

・C種

◎D種

(合成樹脂発泡ｼｰﾄ裏打ち)

種別

住宅用

一般用

体育館用 ・

樹種

◎なら
・

・8以上・12以上 

下地の種類 畳の種別

・A種 B種 ・C種 ・D種（　　　　）

ポリスチレンフォーム床下地 ・A種 ・B種 C種 ・D種（　　　　）

畳表及び畳床はＶＯＣ含有量が少ないものとする

・

・

標仕表12.6.1による床組

種類 JISの記号 厚さ(mm)、規格等

・硬質木毛セメント板 ＨＷ [G] ・ 15 ・ 20 ・ 25 ・

・普通木毛セメント板 ＮＷ [G] ・ 15 ・ 20 ・ 25 ・

・ ＮＦ [G] ・

・けい酸カルシウム板 0.8ＦＫ タイプ2(無石綿)

・ロックウール化粧吸音板 ＤＲ
・

・
ロックウール化粧吸音板

ＤＲ
◎

(軒天井用) ・凸凹タイプ( ・12  ・15) (不燃)

・せっこうボード ＧＢ-Ｒ ・9.5(不燃) ・12.5(不燃)

・不燃積層せっこうボード ＧＢ-ＮＣ
 9.5(不燃)・化粧無（下地張り用）

・化粧有(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

◎シージングせっこうボード ＧＢ-Ｓ ・12.5(不燃)

・強化せっこうボード ＧＢ-Ｆ ・12.5(不燃)・15.0(不燃)

・せっこうラスボード ＧＢ-Ｌ 9.5

・化粧せっこうボード ＧＢ-Ｄ

・化粧せっこうボード
ＧＢ-Ｄ

幅440程度

フラットタイプ         9 （不燃）

12.5(不燃)
模様(◎柾目 ・板目）専用下地材付き

普通木片セメント板 30 ・

(木目)

・普通合板 ［G］ 表面の材種
生地、透明塗料塗り

不透明塗料塗り
(◎ラワン程度   　・　　　）

(◎しな程度   　・　　　）
板面の品質(    )
厚さ(mm)(    )

・防虫処理 ・

9.5(・準不燃・不燃)

接着の程度(・1類　・2類)

(19.6.2)(表19.6.1)

(19.7.2)(表19.7.1)10 せっこうボード
その他のボード
及び合板張り

ホルムアルデヒドの発散量 ◎規制対象外 ・第三種
現場塗装仕上げ・行う（施工箇所　　　　　　　）

◎ウレタン樹脂ワニス塗り

・生地のままワックス塗り
・オイルステインの上、ワックス塗り

・行わない

・樹脂モルタル工法

(19.4.2,3)(表19.4.3～7)

(19.5.2～7)(表19.5.1～4)

(16.11.2)

管理用シャッター

屋内用防煙シャッター・

屋内用防火シャッター・

耐風圧強度　（　　　　　）N/ｍ2外壁用防火シャッター・

耐風圧強度　（　　　　　）N/ｍ2・

シャッターの種類 耐 風 圧 強 度

(16.11.2)

(16.11.2)(表16.11.1)

めっきの付着量    　◎Z12又はF12

・JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)
・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)

鋼板の種類
設けない・設ける◎シャッターケース

障害物感知装置（自動閉鎖型）◎危害防止機構
上部手動式・上部電動式（手動併用）◎開閉機構

(16.12.3)

(16.12.2)

(16.12.4)

(表16.12.1)

オーバーラッピング形インターロッキング形

（　　　　　）N/ｍ2耐風圧性能
めっき付着量(◎AZ90  ・　　　　)
JIS G3322(塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼板)・

・
めっき付着量(◎Z06又はF06  ・　　　　)
JIS G3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)スラットの材質

・◎スラットの形状
上部電動式（手動併用）・
手動式◎開閉機構による種類

(16.13.2,3)(表16.13.1)

ステンレス鋼板(SUS304)

耐風圧強度　（　　　　　）Pa

バーチカル形・

ハイリフト形・電動式・ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ・

・ローヘッド形・チェーン式・ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀｲﾌﾟ・

溶融亜鉛メッキ鋼板◎スタンダード形・バランス式◎ｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟ◎

ガイドレールの材質収納形式開閉方式セクション材料

・フロート板ガラス ・ ・
・型板ガラス ・ ・
・網入板ガラス ・網入磨き板ガラス ◎網入型板ガラス

(16.14.2,3)16 ガラス

･Ⅱ-2類
網入磨き、熱線吸収板合わせガラス・

網入磨き、フロート板合わせガラス・網入磨き合わせガラス・

熱線吸収、フロート板合わせガラス・

フロート板合わせガラス・フロート合わせガラス◎

材料板ガラス特性品種

合わせガラス・

･Ⅰ類

･Ⅲ類

･Ⅱ-1類

◎強化ガラス

材料板ガラスによる種類 性能 種類（厚さ）

◎フロート強化ガラス ・フロート強化ガラス

・熱線吸収強化ガラス

・型板強化ガラス ・型板強化ガラス

･Ⅰ類

･Ⅱ類

主要部材のたわみ

支点間距離(h) たわみ量 状態

◎4m以下 ◎±(1/150)×hかつ絶

対量20㎜以下
◎各部の破損，残留変形，有害

な変形が起こらないこと

・4mを超える

耐震性能 設計用震度 水平方向（Kh）◎1.0 ・ (17.1.3)
垂直方向（Kv）◎0.5 ・

建物の構造種別 層間変位量（h=支点間距離） 状態

鉄骨造 ◎±(1/100)×h　以上 ◎部材の脱落，ガラ
スの破損及び主要
部材に有害な歪み
が起こらない。シ

・

鉄筋コンクリート造 ◎±(1/200)×h　以上
鉄骨鉄筋コンクリート造 ・

水密性 ・W-4 ・W-5
気密性 ・A-3 ・A-4
耐火性能 ◎適用しない ・適用する（　　時間，施工箇所：図示）(17.1.3)
耐温度差性(℃)・ ・
遮音性 ・T3 ・T4 ・T5
断熱性 ・H-2 ・H-3 ・H-4 ・H-5
映像調整 ・行わない ◎行う（建具表による） (17.1.3)
製造所 ◎監督職員の承諾する製作所

60 70 ・80

◎上記以外はカーテンウォール製作所の仕様による

設計図書による規定の他、特記無き事項は(社)日本建築学会JASS14による。
コンクリートの種類及び品質 ◎標仕17.3.2による

・下表による。下表以外は標仕17.3.2による。

コンクリートの種類 設計基準強度(Fc N/㎜2) 所要スランプ(cm)

鉄筋 ◎SD295A ・

取付け用金物の表面処理（鉄の亜鉛めっき）及び材質 (14.2.3)(表14.2.2)

金物種類及び部位 内部 外部

ＰＣ版打込み金物 ◎E種 ・ ◎A種 ・

ＰＣ版打込み取付ボルト ◎E種 ・ ◎ステンレスボルト

２次ファスナー ◎E種 ・ ◎A種 ・

取付ボルト ◎E種 ・ ◎A種 ・

レベル調整ボルト ◎E種 ・ ◎A種 ・

シーリング材料

施工個所
シーリング材の種別

記号 主成分による区分 耐久性による区分

カーテンウォール板間目地

シーリング材及びガラス取付材料

被着体の組合せ
シーリング材の種別

記号 主成分による区分 耐久性による区分

金属
ガラス

石・タイル

ガラスガラス

◎

構造用ガスケット◎適用しない (17.2.2)
・適用する（施工個所：　　　　　　　　　　）

断熱材 ◎適用しない (17.2.2)
・適用する（種類：　　　厚さ(㎜)：　施工箇所：　　　）

製品の寸法許容差◎標仕表17.2.1による
・製作所標準製作規定寸法許容差による

アルミニウムの表面処理 (17.2.3)(表14.2.1)

種別 色彩等

・A-1種・B-1種 無着色

・A-2種・B-2種 ◎ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー

・D種 塗装材料（　　　）焼付け方法（　　）コート（　　）ベーク

(17.2.2)(9.7.2)

上記以外のシーリング材の種類は標仕表9.7.1による

(17.2.3)

耐風圧性能値 ◎建築基準法施行令第87条及び建設省告示第1454号に定め
られた風圧力に対して安全であること。

(17.1.3)

・正圧　　　　N/ｍ2以上負圧　　　　N/ｍ2以上に対して安
全であること。

伸縮調整目地 ◎6m以下ごとに10～25mm ・図示
壁用金属枠及び補強材・設ける(図示)・設けない
力骨 材質　◎ステンレス鋼(SUS304)

寸法　◎径5.5mm
形状　◎はしご形状複筋及び単筋
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法工法
◎適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・１・1.15

・1.3)倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法

目地幅 ・・平積み　◎8～15mm
・曲面積み　外側(◎15mm以下　・　　)内側(◎6mm以上　・　　)

有り・・長方形・

無し◎クリア◎正方形・

防火性能色調厚さ(㎜)呼び寸法(㎜)表面形状

品質ガラスブロック・ JIS A 5212によるものまたは評価名簿によるもの

・

建具の種類

アルミニウム製

鋼製･鋼製軽量

ステンレス製

ガラス留め材及び溝の大きさ

材質

◎シーリング材
･

◎シーリング材

◎シーリング材

ガスケット(Fix部はシーリング材) ・図示

ｶﾞﾗｽ溝の大きさ(mm)

◎標仕表16.14.1による

ただし、防火戸のガラス留め材は建築基準法に基づく防火性能を有する

・倍強度ガラス

材料板ガラスによる種類

◎フロート倍強度ガラス

・熱線吸収倍強度ガラス ﾌﾞﾙｰ・ ｸﾞﾚｰ・

色 調

－

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・

・熱線反射板ガラス

品種

◎熱線反射ガラス

反射皮膜面 ◎内面 ･ 外面
映像調整 ◎行う ・行わない

･ 高性能熱線反射ガラス
色調(・ブルー　・グレー)

色調(・ブロンズ　・シルバー)

耐久性

･ 1種

･ 2種 ･ A種 ･ B種

･ 3種

日射熱遮へい性

A種

B種

ガラスの種類

・複層ガラス

品種 断熱性 日射遮へい性

・断熱複層ガラス ･ 1種 U1

･ 2種 U2

･ 3種 ･ U-3-1 ･ U-3-2

･ 日射遮へい複層ガラス ･ 4種 E4

･ 5種 E5

設計図書による規定の他、特記なき事項は（社）日本建築学会JASS14による。
カーテンウォール材料の種類

種類 規格等

◎アルミニウム製 ◎標仕 16.2.3 のアルミニウム製建具の材料による

･ ・

(17.2.2)

事

カ

テ

ン

ウ

ォ

ル

工
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｜

｜

・熱線吸収板ガラス

材料板ガラスによる種類

◎

性能 種類（厚さ）

・ブルー ・グレー

・ブロンズ ・グリーン・

熱線吸収フロート板ガラス

熱線吸収網入磨き板ガラス

1種

2種

･

･

フラットタイプ(◎9  ・12)（不燃）
凸凹タイプ(◎12 ・15 ・19)(不燃)

◎

ものとする。

ーリングは補修程度

(ＤＰ）

塗り(ＥＰ)

ヒド放散量

もの

もの

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



NO SCALE

特記仕様書(6)

Ａ-006/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

章 項　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・メラミン樹脂化粧板 JISK6903による厚さ1.2

・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞＭＤＦ [G] ・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12

・パーティクルボード

・軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材
◎アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド

(19.7.2)

合板の張り付け
せっこうボードの目地工法

Ａ種 ◎Ｂ種
目透し ・突付け ・継目処理・

・ (19.7.3)(表19.7.3)(表19.7.5)工法

合板類、繊維板、及びパーティクルボードのホルムアルデヒドの放散量
◎規制対象外 ・第三種

19

内

装

工

事

下張り用合板厚さ(㎜)

・

種類

・

厚さ(㎜)施工箇所

・

・

・

・

・

品質等

・

・

・

・

・

・

ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

保温材（ｽｷﾝなし）

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材（3種2号を除く）

Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材・

・

断熱材あと張り工法(S1工法等)

・保温板(2種b)

◎保温板(3種b)

・

・

ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断
熱材のホルムアルデヒドの放散量

◎規制対象外 ・第三種

・

・発泡(1階ﾀｲﾌﾟ)

・発泡(和室ﾀｲﾌﾟ)
(和室の床下地)

施工箇所

・

・

◎床仕上げ高100～140

◎床仕上げ高100～140

・

発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(部位)

発泡(基準階ﾀｲﾌﾟ)
(洗面所・脱衣室、和室
物入、押入等を除く。)

・

◎床仕上げ高102～143
・・

厚さ(㎜)

施工箇所

・乾式(基準階ﾀｲﾌﾟ)

・乾式(1階ﾀｲﾌﾟ)

・乾式(1階ﾀｲﾌﾟ)
(洗面・脱衣室の床下地)

二重床下地材(部位) 下張り用合板厚さ(㎜)

・

・

・

・有　・無

・有　・無

・有　・無

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞの厚さ(㎜)

・25以上　・20

・25以上　・20

・25以上　・20

・5.5以上
・12以上

・5.5以上
・12以上

・5.5以上
・12以上

内装プレハブの採用 有 ・無
鋼板の表面処理 ◎ JIS H 8610の2種3級に準ずる・

◎

(20.2.2)

施工個所 構法
設定高さ適用地震耐荷重性能

表面仕上げ材

ユ

(㎜) 時水平力 (N/ｍ2)
・パネル構法 ・ ・1.0G ・3,000 ・帯電防止ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

ニ

・溝工法 ・ ・0.6G ・5,000 ・タイルカーペット
・パネル構法 ・ ・1.0G ・3,000 ・帯電防止ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

ッ

・溝工法 ・ ・0.6G ・5,000 ・タイルカーペット

ト

及

び

そ

の

他

工

事

20

表面仕上げ材の品質・規格等は、19章内装工事による
配線用取出しパネル

フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合

配線取出し開口：
１カ所以上

パネル１枚につき40mm×80mm程度の開口

20～30％◎
空調用吹し出しパネル◎無し

・有り（◎固定式　・可変式：施工箇所は図示）
製造所：評価名簿による

(20.2.3)

構造形式
パネル部の 表面材種

表面仕上げ
遮音
性能

防火
性能総厚さ(㎜) 厚さ(㎜)

・スタッド式 ・ ◎鋼板 ◎メラミン樹脂又は ・あり・あり
・スタッドパネル式 (◎0.6・0.8) アクリル樹脂焼付け (　　)・なし
◎パネル式 ・ ・ ・なし

パネル材のホルムアルデヒド放射量　◎規制対象外
品質JIS A 6512によるもの又は評価名簿による

（20.2.4)

遮音性能による区分 厚さ(㎜) 表面材 表面仕上げ 操作方法

・一般タイプ ・鋼板 ・焼付け塗装 ・手動式 ・電動式

・ ・壁紙張り ・部分電動式

・遮音タイプ ・鋼板 ・焼付け塗装 ・手動式 ・電動式

(36db以上） ・ ・壁紙張り ・部分電動式

表面仕上げの壁紙張りの品質は19章内装工事による
製造所評価名簿による

トイレブース  (20.2.5)
表面仕上げ材 ◎アイカメラミン樹脂系化粧板

・ポリエステル樹脂系化粧板
足形状 ◎幅木型 ・足金物型
製造所 監督職員の承諾する製造所による

・

パネル材のホルムアルデヒド放射量　◎規制対象外

材種
形状

幅(mm)
取付工法

◎
◎ビニールタイヤ入り

ステンレス（SUS304）

約35◎
◎接着工法

・
埋込み工法

・
両端フラットエンド◎有り(◎ビニル製　・ステンレス製)・無し

階段滑り止め
(20.2.6)

4

5

種別 施工箇所

◎集成材クリアラッカー仕上げ
（市販品　径：約40㎜)

・ビニル製ハンドレール（幅：約40㎜)

(20.2.8)

種類 寸法 色彩 備考

◎緑・黒
◎平面 ・曲面

・黒板 ◎焼付け
・スクリーン付引分

◎緑・黒
◎平面 ・曲面

・スクリーン付引分

◎白
◎平面 ・曲面

・ホワイトボード ◎ほうろう
・スクリーン付引分

◎白
◎平面 ・曲面

・スクリーン付引分

8 鏡 厚さ(㎜) ◎ 5 ・ (20.2.9)

形式 種類 スラットの材質 スラットの幅(㎜)

◎横型
◎ｷﾞｱ式 ・ｺｰﾄﾞ式 ◎ 25 ・ 35
・操作棒式

・縦型
・1本操作ｺｰﾄﾞ ・ 80 ・100
・2本操作ｺｰﾄﾞ

◎アルミニウム合金製

・アルミスラット
・クロススラット

(20.2.12)

防炎性能 ◎有り
操作方式 ・スプリング式 ・コード式 ・電動式
スクリーンの材質 ・ポリエステル ・綿

施工箇所
片引 引分

開閉装置

ひも 手引電動
ひだの種類 品質等

形式

シングル ダブル

(20.2.13)

(20.2.14)

(20.2.10)

◎ステンレス製・図示 ・

9 表示

◎衝突防止表示

・室名札

・

区分

・ ・ ・

・・図示

・図示

・アルミ板 ・

・

材質 取付位置

誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とする。
表示標識は図示による。ただし、案内用図記号はJIS Z 8210による。
製造所：監督職員の承諾する製造所

工法 ◎こて押さえ
最高使用温度 ◎400℃
製造所：監督職員の承諾する製造所

(20.2.11)

最高使用温度650℃
製造所：評価名簿による

(20.2.11)

22

舗

装

工

事

・Ａ種 ◎Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 (22.2.3)(表3.2.1)盛り土に用いる材料1
凍上抑制層 再生クラッシャラン[Ｇ] ・切り込み砂利 ・砂・クラッシャラン・2 凍上抑制層の材料

添加材料による安定処理
種類 ・普通ポルトランドセメント・フライアッシュセメントＢ種[Ｇ]

・生石灰(　　　　　　) ・消石灰(　　　　　　)
添加量 Kg/m 3

・

(目標CBR  5以上)

(22.2.2,3)(表22.2.2)路床安定処理材料3

砂の粒度試験 行う

路床土の支持力比試験
路床締固め度の試験 行う

行う現場ＣＢＲ試験

・行う（・乱した土　・乱さない土）
・
・
・

セメント及びセメント系固化剤を使用した路床安定処理を行った場合の六価
クロム溶出試験

(22.2.5)4 試験

◎行う セメント及びセメント系固化剤を使用した六価クロム溶出
試験要領(案)」による。

◎再生クラッシャラン(ＲＣ-40)[G]
・クラッシャラン鉄鋼スラグ(ＣＳ-40)[G]
・クラッシャラン(Ｃ-40)
透水性アスファルト舗装に用いる場合は透水性の高いもの

(22.3.3)5 路盤材料

◎行う (22.3.5)6 路盤の締め固め度試験

・加熱アスファルト混合物の種類

区分 一般地域 ・寒冷地域

表層
粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13F）

・細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ・細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13F）

基層 ・粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20）

・シールコート 行わない ・行う（施工範囲        ）(22.4.5)
・アスファルト混合物の抽出試験 行わない ・行う (22.4.6)

(22.4.4)(表22.4.5)

車道部の基層 ◎無し
アスファルト ◎ 再生アスファルト [Ｇ]・ストレートアスファルト

・

・ ・

・
・

(22.4.2)(表22.4.1)
(22.4.3)

早強セメント 使用しない ・使用する (22.5.3)
注入目地材料 ◎低弾性タイプ ・高弾性タイプ (22.5.3)(表22.5.3)
溶接金網 有り ・無し
厚さ試験 行わない ・行う (22.5.6)

・

・
・

(22.5.3,4)

8 コンクリート舗装

車道部の基層種類 材料

加熱系 ・有機骨材(焼成)・自然石
・着色骨材(樹脂皮膜)

・常温系

区分

・車道
・歩道

◎なし
・あり

厚さ(mm)

・

アスファルト混合物の抽出試験 行わない ・行う (22.7.6)(22.4.6)・

・コンクリート平板舗装

種類 寸法(㎜) 厚さ(㎜) 目地材

◎普通平板(Ｎ)・保水性平板(M) ◎300角 ◎ 60 ◎砂
・透水性平板(P) ・ ・ ・モルタル

製造所：監督職員の承諾する製造所

・インターロッキングブロック舗装

種類 厚さ(㎜) 色彩及び表面加工等

◎標準ブロック（Ｎ） 車道部 ◎ 80 ・ ◎標準品
・透水性ブロック（Ｐ） 歩道部 ・ 60 ・
・誘導、注意喚起用ブロック

・植生ブロック（Ｖ） ◎ 80 ・100

製造所：監督職員の承諾する製造所

・舗石舗装

種類 厚さ(㎜) 施工方法 基層

◎小舗石（花こう岩） ◎80～100 ◎うろこ張り ◎コンクリート舗装

・ ・ ・アスファルト混合物

JISK5665（路面標示用塗料）による

種類 施工 適用 色 幅(㎜) 塗布厚さ(㎜) 揮発性有機溶剤の含有率

・1種[G] 常温 液状 ◎白 ◎ ◎ 塗料総質量に対して5%以下

・2種[G] 加熱 ・ ・ ・

3種1号 溶融 粉体状

◎行う

樹木の樹高(m) 有効土層の厚さ(cm) 工法 整備範囲

・12m以上 ◎100 ・ ◎Ａ種 ・葉張りの範囲

・7超～12m未満 ◎ 80 ・ ・Ｂ種 ただし、低木は植栽範囲

・3超～7m未満 ◎ 60 ・ ・Ｃ種 ・図示

・3m未満 ◎ 50 ・ ・Ｄ種

・芝、地被類 ◎ 20 ◎Ｂ種 ◎植栽範囲 ・図示

工法Ｄ種以外の工法で，現状地盤高と計画地盤高が同一でない場合は、計画
地盤高からを有効土層とする。ただし，計画地盤高が現状地盤高より高い場
合は，計画地盤まで植込み用土で盛土を行う。
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◎現場発生土の良質土 客土(・畑土　・黒土) (23.2.3)

適用する バーク堆肥(50ﾘｯﾄﾙ/ｍ2)又は発酵汚泥コンポスト(10ﾘｯﾄﾙ/ｍ2)
・

施工箇所 植栽範囲 ・図示

・ ・

・
◎杉の丸太（間伐材） [G] ・真竹(良質な2年生以上) (23.3.2)

植

栽

び

屋

上

緑

化

工

事

及

(22.8.2,3)

(22.8.2,3)

(22.8.2,3)

(23.2.2,3)(表23.2.1,2)

 (23.2.3,4)

◎幹巻き用テープ ・わら及びこも (23.3.2)

種類 ◎こうらい芝 ・野芝  (23.4.2)
工法 ・目地張り ・べた張り

植栽基盤及び材料 (23.5.2)
・屋上緑化システム

土壌層の厚さ ◎図示 ・管理型
排水層 ・軽量骨材 ・板状成型品
植込み用土 ◎改良土 ・人口軽量土
透水層、保水層及び排水層 ・

・屋上緑化軽量システム
芝及び地比類の樹種並びに種類等 ◎図示
見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等 ◎図示

工法

・

支柱 ・
かん水装置 ・設置する

設置する（種類　・図示　　　　　・　　　　　　）

調査 支持力試験 ・行わない行う(方法：　　　　　)・

種類、形状、寸法（内法）、材質

種類 ◎ ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ（◎Ⅰ型 ・Ⅱ型）・ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ
流し台、調理台、ｺﾝﾛ台、吊り戸棚等の形状、寸法 ◎設計図による・
カウンタートップ及びシンクの材質 ◎ステンレス ・
付属部品 ◎水切り棚 ・

形状 ・縦型 ◎横型 寸法 （ × ）
個数 （　　　　）個 材質 ◎ステンレス ・

名称 材質 形状 寸法 設置場所

◎廊下階段手すり◎合成樹脂被覆ｱﾙﾐ手すり

◎補助手すり
樹脂被覆ｽﾃﾝﾚｽ手すり

集成材ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り

図示
・凍上抑制層の厚さ

排水管用材料

材種 管の種類 管形状
（接合方法）

・遠心力鉄筋コンクリート管 ◎外圧管（1種2種） B形(ゴム接合)

・硬質塩化ビニル管 ◎VPVU ・

・ﾘｻｲｸﾙ硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ・RS-VP[Ｇ]

・車道部の排水管の敷設 ◎

・
・凍上抑制層に用いる材料

砂の粒度試験

◎図示

◎
・

行う

・
・

・
・

排

水

工

事
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鋳鉄製マンホールふた

種類 適用荷重

・水封形 ・Ｔ－2用

・中ふた付密閉形 ・Ｔ－6用

・簡易気密形（パッキン式） ・Ｔ－14用

・密閉型（テーパーパッキン式） ・Ｔ－20用

製造所：評価名簿による

グレーチングふた

材質 形式 種類 適用荷重 ﾒﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ 上面形状

・鋼製 ◎受枠付 ・溝ふた用 ・歩行用 ◎細目 ◎凹凸形
・ステンレス製 ・ ・桝ふた用 ・Ｔ-2用 ◎普通目 ◎平形

ボルト固定 ・かさ上げ用 ・Ｔ-6用 ・細目 ・凹凸形
◎無し ・Ｕ字溝用 ・Ｔ-14用
・図示 ・Ｔ-20用

製造所：評価名簿による

(21.2.2)

◎B種 ・3 埋戻し土 (21.2.1)(表3.2.1)

公共住宅の品質及び性能

公共住宅の品質及び性能

公共住宅の品質及び性能

公共住宅の品質及び性能

断面形状 ◎Ｃ型 ・Ｄ型 ・角型

材種 ・ステンレス製 ・アルミニウム製
形式 ・片引き ・引分け（暗幕用は300㎜以上の召合わせの重掛けとする）

・ ・シングル ダブル

(20.2.14)

方向 タイプ 耐火性能 防水性能

・垂直方向 ◎完全（全貫通型）スリット ・耐火型 ・有り

・水平方向 ・非耐火型 ・無し

目地 内壁（幅×高さ） 外壁（幅×高さ）

・垂直方向 シーリング材（見え掛りのみ） シールング材（内外とも）

・水平方向 ◎20×10 ・ ◎20×10 ・

目地材の材質は標仕9.7.1による

形状 据置式 ・壁張り式 ・差込式
寸法
製造所

材質 アルミニウム製（・額縁タイプ　◎目地タイプ(白及び黒)）
製造所：評価名簿による

材質 アルミニウム製（受け枠　・アルミ製　◎ステンレス製）

製造所：評価名簿による
市販品

17 止水板

18 天井点検口

19 床点検口

形式・30組用 ・60組用 ・120組用
・

200組用市販品 材質・塩化ビニル製（コイル状ステンレス製受枠）
・硬質アルミニウム製（受枠とも）
・ビニル製（ステンレス製受枠）
・ステンレス製（受枠とも）

色彩は黄色を原則とする

屋内 ◎塩化ビニル製 磁器又はせっ器質タイル(◎300　・　　)
・レジンコンクリート製

屋外 ◎レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル(◎300　・　)

ブロックパターンはJIS T 9251による

◎適用範囲
本項は、乗用、寝台用、人荷共用、荷物用、および非常用エレベータ
ー、ダムウェーター、エスカレーターに適用する。
規格基準◎
図面及び特記仕様書に記載のない項目は、全て国土交通省大臣官房官

度版）第9編昇降機設備工事による。
◎その他

基本仕様、乗場仕様、カゴ仕様、その他の仕様等については図面による。
公共住宅の品質及び性能

(公住仕19.9.4)

(公住仕19.10.1,2)(公住仕表19.10.1)

(公住仕19.11.1)(公住仕表19.11.1,2)

下張用合板の有無

(公住仕19.12.2)

（　　　　　　　　　） (公住仕20.2.15)

(公住仕20.2.16)

(公住仕20.2.17)

(公住仕20.2.19)

名称 種類 材質 形状
寸法

支持方法
(支柱間隔、高さ等)

・廊下用
・ ｱﾙﾐ ・手すり子 ◎設計図による ・床支持

・ ｽﾁｰﾙ ・目隠しﾊﾟﾈﾙ ・ ・壁支持

・ ｽﾃﾝﾚｽ ・方立て支持

・ﾊﾞﾙｺﾆｰ用
・ ｱﾙﾐ ・手すり子 ◎設計図による ・床支持

・ ｽﾁｰﾙ ・目隠しﾊﾟﾈﾙ ・ ・壁支持

・ ｽﾃﾝﾚｽ ・方立て支持

・窓用
・ ｱﾙﾐ ・手すり子 ◎設計図による

・壁支持・ ｽﾃﾝﾚｽ ・目隠しﾊﾟﾈﾙ ・

墜
落
防

止
手
す

り

(公住仕20.2.18)

・

・

（・品質・性能基準による　　・　　　　）

（・品質・性能基準による　　・　　　　）

（・品質・性能基準による　　・　　　　）

（・品質・性能基準による　　・　　　　）

（・品質・性能基準による　　・　　　　）公共住宅の品質及び性能

栽

植

（

、

屋

上

緑

化

、

そ

の

他

施

設

整

備

等

工

事

（

（・品質・性能基準による　　・　　　　）

(公住仕23.6.2)

(22.6.2,3)(表22.6.1)

施工個所 品質 種類・産地・名称 厚さ（㎜）

石の種類

備考

種類 ・現場打ち擁壁
・石積(張)擁壁

・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
・その他擁壁(・ﾚﾝｶﾞｳｫｰﾙ　・ﾀｲﾙｳｫｰﾙ　・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸｳｫｰﾙ)

・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)擁壁

・ﾊﾟｲﾌﾟ柵

・焼丸太 （材種　◎杉　◎桧　・　　　　　　　　）
・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（種類　・図示　　　寸法　・図示　　　）

(公住仕23.9.2)

材質

(公住仕23.10.3)

寸法

・・図示

形状

・図示 ・

備考

公共住宅の品質及び性能（・品質・性能基準による　　・　　　　）(公住仕23.10.2)
収容台数 （・　　台　）

(21.2.1)(表21.2.1)

(21.3.1)

種類 JISの記号 厚さ(mm)

・ロックウール吸音ボード1号 ＲＷ-Ｂ ◎ 25 ・

◎グラスウール吸音ボード24Ｋ ＧＷ-Ｂ ◎ 25 ・

断熱材打込み工法

種類 施工箇所 厚さ(㎜) 品質等

ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材・ ・ ・

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材（ｽｷﾝ層なし） ・・

・・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材 ・

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材 ・ ・

ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材・ ・・

・保温板(2種b) ・・

・保温板(3種b) ・・保温材（ｽｷﾝなし）

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ・

・ ・Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材 ・

・ ・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材（3種2号を除く） ・

壁紙の種類

施工個所 繊維 プラ その他 防火性能 備考
紙 無機質

(織物) (ﾋﾞﾆﾙ)(化学繊維)

・ ・ ・ ・ ・ ・不燃 ・準不燃 ・難燃

・ ・ ・ ・ ・ ・不燃 ・準不燃 ・難燃

素地ごしらえ モルタル及びプラスター面 ・Ａ種 ◎Ｂ種
せっこうボード面 ・Ａ種 ◎Ｂ種

壁紙のホルムアルデヒドの放散量 ◎規制対象外 ・第三種

(表19.7.1)

(19.8.2)

(19.8.3)

(19.9.2,3)断熱材[G]13

種類 JISの記号 厚さ(mm)、規格等

(洗面所・脱衣室、和室
物入、押入等を除く。)

(洗面所・脱衣室、和室
物入、押入等を除く。)

(洗面所・脱衣室、和室
物入、押入等を除く。)

（標準色アルミ製コーナーエッジ付き）

・

庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和４年

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



(

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

章 項　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

（N/㎜
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Ｐ

Ｃ

工

法

に

よ

る

工

事

1 セメントの種類 普通ポルトランドセメント 早強ポルトランドセメント
混合セメントのＡ種

2 混和材料 混和剤・ＡＥ剤 ・ＡＥ減水剤・高性能減水剤・減水剤
・高性能ＡＥ減水剤・流動化剤

混和材・ﾌﾗｲｱｯｼｭ ・ｼﾘｶﾌｫｰﾑ・高炉ｽﾗｸﾞ微粉末 ・膨張材

3 鉄筋

規格 種類の記号 使用箇所 呼び名（mm）

鉄筋コンクリート

用棒鋼(異形鉄筋)

・SD295A ◎D16以下 ・

・SD345 ◎D19以上 ・

・

4 鋼材

種類の記号 使用箇所 規格等

◎JIS規格による

◎JIS規格による

5 接合用金物 仕上がり形状　・図示 寸法　・図示・ ・

6 ・普通ｺﾝｸﾘｰﾄコンクリートの ・軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ１種・軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ２種

設計基準強度Fc 2） 水セメント比 スランプ

◎12cm以下◎55%以下・ ・

かぶり厚さ

非耐力壁・床・屋根(cm) 耐力壁・柱・梁(cm)

・◎20 ・◎30

7 溶接接合 添えﾌﾟﾚｰﾄの材質 ・
ﾌﾚｱｸﾞﾙｰﾌﾟ溶接の余盛(mm)
超音波探傷試験 ・ ・行わない

・

スリーブ接合8 材料
施工方法
検査

・
・
・行う(方法：　　　　判定基準：　　　)
・行わない

行う

9 狭小部充填
コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度

FC 2（N/㎜ ）(PC部材の設計基準強度以上とする)

FC 2（N/㎜ ）(PC部材の設計基準強度以上とする)

敷きモルタルの
圧縮強度

敷きﾓﾙﾀﾙの圧縮強度10

(公住仕24.2.1)

(公住仕24.2.1)

(公住仕24.2.5)

(公住仕24.2.5)

(公住仕24.2.6)

(公住仕24.3.2)

(公住仕24.3.3,4)

(公住仕24.3.3,4)

(公住仕24.6.6,7)

(公住仕24.7.1)

(公住仕24.9.1)

(公住仕24.10.1)

・
・

・
・

【 建築図】

□土工図

□地業図

□躯体図

□組積図

□石工図

■木工図

種類

Ａ-007/025

NO SCALE

特記仕様書(7)

□仮設図　　　　　　　 　　　　 　　

■タイル図　

■屋根図　

■金属図　　　　　　 　　　　 　　

■金属製建具図　　　 　　

□木製建具図　　　　 　

■総合図

□防水図　

□内装図　　　

□エレベーター図

■家具図　
■サイン図　　

□ユニットその他図

□その他　

■外構図　

( )平面・ 天伏・ 展開他

る標準業務において、「 設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されている

国土交通省告示第98号　工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関す

ことを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等」 は下記による。

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
施
工
図
等

○その他

１ 本工事は、受注者が工事着手前に希望する場合、受発注者双方が工程調整を行うことにより、

「週休２日」を確保した施工を実施する「週休２日制工事（受注者希望型）」

２ 週休２日の考え方

（年末年始６日間と夏季休暇３日間は除く。）。

（１）現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められること。

（２）現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作の

の試行対象工事である。

るものとする。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含め

いう。）が 28.5％（８日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。

（３）４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」と

みの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくさ

れる期間などは含めない。

（４）現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行

う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所

が閉所された状態をいう。

（５）現場閉所による週休２日の対象外とする期間

（６）受注者の責によらない現場開所

工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず

現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所

無

図書に対象外とする作業と期間を明示する。

による週休２日の対象外とする作業と期間を決定する。なお、変更契約時の設計

要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間に

おいては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよ

う、休日確保に努めるものとする。

自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、

総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、

受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。

下記の条件を適切に考慮する。

４ 工事工程の共有

（１）試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程

に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡

（２）円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程（特にクリティカルパス）

と関連する案件の処理期限（誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか）

（３）工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者（専門工事業者等の技

について、受発注者で共有するものとする。

るものとする。

術者等）を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮す

（４）工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者

に工期の変更を行うものとする。

間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切

５ 現場閉所の達成状況及び精査

やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必

（７）やむを得ない現場閉所

３ 総合工事工程表の作成

（４）降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数

（３）施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」

（１）建設工事に従事する者の休日（週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）の確保

（２）建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所

の設置等の「施工準備期間」

●施工条件（１）

●施工条件（２）

（図面Ａ－０１５、Ａ－０１６を参照）

当該建築物は、令和３年度にコンクリート基礎及び立上がり配筋まで施工済みの状態である。

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事

新宿御苑菊花壇展の期間中（11月1日～11月20日）は、利用者の安全を確保するため、

部分的に工事が制限される場合があるので、工程管理に注意すること。

本工事契約前に、立上がり配筋の状況診断調査を実施する予定である。（別途業務）

施工方法については監督職員と協議し、設計変更の対象とする。

立ち上がり配筋が再利用できないと判断された場合は、基礎部分の施工方法を変更する。

使用上支障がない状態に復旧した上で工事を行う。

鉄筋の再利用が可能であると判断された場合は、本工事において鉄筋に付着した錆を除去し

現場閉所の達成状況に応じて、受注者が希望する場合は、請負代金額の補正分を増額し

請負代金額の変更を行うものとする。（補正係数については入札説明書等による。）

●建設発生土の搬出先

建設発生土の搬出先は「城南島（東京都大田区城南島3-14）」とする。



全体配置図

1:2500(A1) 1:5000(A3)

Ａ-008/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

事務所
公園管理

３２

３０

３０

３３．１

３５．２

３３．９

３４．５

３４．９

３３．７

３５．３

２８．７

３０．１

３４．９

３２．７

２８．５

３４．９

３３．８

３３．７

３０．７

３３．５

２８．７ ３３．５

３３．９

２９．１

２８．１

３１．８

３４．８

３０．８

３５．５ ３５．５

３４．８
３４．５

３４．７

３１．１

３４．６

３４．２

３４．５

３１．３

３２．１

３３．７

３２．４

３２．３

３３．５

３３．７

３３．４

２９．８

３４．２

３４

３４

３２

３０

３８

３４

大木戸門

正門

新宿御苑

千駄ヶ谷門

管理門

新宿門

区道放射５号支１線

翔天亭裏トイレ

インフォメーション
センター

Ｎ

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



NO SCALE

構造概要・外部・内部仕上表

Ａ-009/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

地上1階建て

木造

施　設　概　要 構　造　規　模 外　部 開　口　部 屋　根　等 そ　の　他

工事名称

工事場所

用途

工事種別

敷地面積

その他

地名地番

用途地域

防火地域

その他

容積率

建ぺい率

関連法規等

公園施設（便所）

第一種中高層住居専用地域/国民公園

新築

共通特記事項

トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、パラジクロロベンゼン、クロルピリホスを含まない材料を使用する。

－

塗装材料はすべてＦ☆☆☆☆とする。
室内については、TVOC、VVOC、VOC、SVOCの少ない材料を使用する。

塗装

記号 名称

ＳＯＰ  合成樹脂調合ペイント

 塗装記号

 ステイン①＋水性ファインウレタン②

 Ｕ100木部用クリヤー③〈日本ペイント同等品〉

 水性ウレタン樹脂ワニス塗着色仕上

・木材の塗装は、全て艶消しとする。

同等品商品名  対応　標準仕様書

ＥＰ  合成樹脂エマルションペイント(水性)

ＥＰ-Ｇ  つや有り合成樹脂エマルションペイント(水性)

－

－

－
ＳＵＣ

共通特記事項

 ウレタン樹脂ワニス塗りＵＣ －

準防火

200％

60％

・運搬車・重機などの敷地内への入退場に伴う、地盤の沈下などについては現況復旧を原則とする。

583,061.13ｍ2

延床面積

建築面積

 木材保護塗料ＷＰ

 低汚染型水性無機質塗料

 ｵｽﾓｶﾗｰｳｯﾄﾞｽﾃｲﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 下塗１回 上塗２回

（羽目板部 裏面１回共）〈日本オスモ同等品〉
－

－
 ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄWS(BI法)疎水材 下塗１回 上塗２回

〈大日技術工業同等品〉

耐火仕様

ＲＤＣ

 耐候性塗料塗りＤＰ
－

埋蔵文化財包蔵地

外壁 屋根 カラーガルバリウム鋼板ァ0.4平葺き

ゴムアスファルトルーフィング　ァ1.0

野地板（頂部）：構造用合板　ァ24下地

 デュフロン１００ファイン　(フッ素系）

〈日本ペイント同等品〉

-

-

・GL+1000まで防腐・防蟻処理を行う。

内部仕上表

東京都新宿区内藤町11

室名

床 巾木 壁 天井

備考
仕上 仕上 塗装 高さ 仕上 塗装 仕上 塗装 廻縁 天井高さ

男子トイレ

磁器質タイル 300角張り

磁器質タイル 300

(FL+1200まで) 木下地の上シージング石こうボードァ12.5+硬質石こうボードァ9.5の上 300角タイル貼り 木造下地の上 杉羽目板張りァ12

女子トイレ

磁器質タイル 300角張り

多目的トイレ

磁器質タイル 300角張り

磁器質タイル 300

木造下地の上 杉羽目板張りァ12

軒天 杉羽目板張り

構造用合板 ァ12の上透湿防水シート

横胴縁　15×45　@303

セメントボードァ12.5　化粧仕上材塗り

磁器質タイル 300

外巾木 コンクリート打放し面補修の上

犬走り コンクリート金ゴテ仕上（目地切仕上）

木製

WP

木製

WP

木製

WP

・設備のスリープ位置については、必ず監督員承認の上施工すること。

・寸法は全て枠内有効寸法を示す。

・外部に付く開き扉は、ステンレス丁番・ドアクローザー（室内側バックチェック付）とする。

・フラッシュ戸は両面フラッシュ戸とする。

・シリンダー錠はマスターキー方式とする。

・把手及び引手は両面仕様とする。

・本締錠（シリンダー錠）はサムターン付とする。

・ドアクローザーはストップ付とし、取付位置は監督員の許可を得る。

・把手・ヒンジ・付属金物類はステンレス製とする。

・ハンガードアは全てストップ付、ガイドローラ付とする。

・防火戸には、ストッパーなしのドアクローザー装置を設ける｡(親子扉、両開扉は２ヶ所、順位調整器を含む)

・ハキ出し窓の沓摺、下枠はステンレス製とする。

建具

・床点検口は、ステンレス製（防臭型・600角）とし、表面仕上材は床と同じとする。(鍵付)

・外部シーリング（外壁取り合い，外部建具廻り，その他）は、変成シリコン系シーリングとする。

・内部取合シーリングは、ポリサルファイド系シーリングとする。

・スチール・ステンレスのＦＢ等は、角に糸面取り処理を施す。

・水廻り家具、洗面カウンター等と壁との入り隅部の取り合いは、ポリサルファイド系シーリング5㎜×5㎜を施工する。

　エチルベンゼン、パラジクロロベンゼン、クロルピリホスを含む材料は使用しない。

・内装材及び家具，建具等内部に取り付ける物はすべてホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、

・使用する材料は全てＦ☆☆☆☆品とする。

・ステンレスは、特記なき限り全てSUS304HL仕上とする。

・建具のステンレス沓摺及び下枠は、建具工事とする。

・家具のツマミ、扉等を開く時にあたる部分には塩ビ透明ゴム10φを設ける。

・床仕上材の異なる部分の見切には、SUS304　ＦＢ－6×15HLを使用する。

その他

・コンクリートのコーナー部分は面取り仕上げとする。

内外装

雨落ち 砂利敷き（透水トレンチ）

木部 全てWP塗

・造作材は上小節とする。

・下地材は特一等とする。

木材

・構造用合板は、全て特類とする。

・水切りは面取り仕上げとする。

・表しとなる木部は特記なき限りWP塗とする。

20ｍ第二種高度地区・第1種文教地区
日影規制：3時間-2時間(+4.0ｍ)

都市計画公園都市公園区域

(FL+1200まで) シージング石こうボードァ12.5+硬質石こうボードァ9.5の上 300角タイル貼り

(FL+1200まで) シージング石こうボードァ12.5+硬質石こうボードァ9.5の上 300角タイル貼り

WP

化粧仕上材塗り

木造下地の上 杉羽目板張りァ12

木造下地の上 杉羽目板張りァ12

WP

WP

木造下地の上 杉羽目板張りァ12

木造下地の上 杉羽目板張りァ12

WP

WP

WP

2500

一部図示

2500

一部図示

2500

・運搬車・重機などの敷地内への入退場に伴う、車両は４t車までとする。

不燃認定番号：NM-8697

・男子トイレ各小便器横には傘掛けを設ける。

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事





1:50(A1) 1:100(A3)

翔天亭裏トイレ 求積図

Ａ-011/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

7280

9
55
5

1 6

A

G

求積図

建築面積・延べ面積

7.280×9.555＝69.56ｍ2

\U+FF2E

7280

9
55
5

1 6

A

G

A B

CD

+300 ±0

±0±0

地盤面算定

計画建物

範囲 周長(Lm) 高さ1(Am) 高さ2(Bm) 面積(A+B)*L/2ｍ2

A  -  B

B  -  C

C  -  D

7.280

9.555

7.280

9.555

0.30 0.00 1.092

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.30 0.00

0.00

1.43325

全周長(ｍ)＝　33.670 合計面積(ｍ2)＝　　　  　  　 2.52525

合計面積(ｍ2)/設計GLからの高さ(ｍ)＝　　　　　　　　   0.075

地盤面高(ｍ)＝  　　　  　　 0.075

平均地盤面は、0.075とする。

D  -  A

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事





翔天亭裏トイレ 屋根伏図

1:30(A1) 1:60(A3)

Ａ-013/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

1 2 3 4 5 6

A

C

D

F

G

B

E

N

7280

1820 1137.5 1137.5

1
8
2
0

1
1
3
7
.
5

1
1
3
7
.
5

1
8
2
0

1
8
2
0

                                 トップライト：網入り型板ガラスァ6.8

　      　       屋根：カラーガルバリウム鋼板ァ0.4平葺き
　　　　　       ゴムアスファルトルーフィングァ1.0
　　　　       　野地板　構造用合板ァ12

3/103/10

910 910

9
1
0

3185 4095

1
8
2
0

9
55
5

9
1
0

1365 1820

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



翔天亭裏トイレ 立面図

1:40(A1) 1:80(A3)

Ａ-014/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

A C D F GB E

ACDFG BE 123456

△設計ＧＬ(=地盤面)

▽1ＦＬ

▽軒高

▽棟高
▽最高高さ

10
0

1137.5 1137.5 1820 1820 1820

7280

1137.5 1137.5 1820

△設計ＧＬ(=地盤面)

▽1ＦＬ

▽軒高

▽棟高
▽最高高さ

10
0

△設計ＧＬ(=地盤面)

▽1ＦＬ

▽軒高

1820 1820 1820 1137.5 1137.5

北側立面図東側立面図

南側立面図西側立面図

1
09

6
12

7
1
09
6

12
7

▽棟高
▽最高高さ

10
0

1
09

6
12

7

A B

EF

D

C

A

B

C

D

E

F

G

H

I

　　屋根：カラーガルバリウム鋼板ァ0.4平葺き　　　　　ゴムアスファルトルーフィングァ1.0　　　　　野地板　構造用合板ァ12

トップライト：網入り型板ガラスァ6.8

外壁(真壁）：構造用合板ァ12の上透湿防水シート 木胴縁 15x45 @303 セメントボードァ12.5　専用化粧仕上材塗り

土台：桧　120x120 木材保護塗料　　　　　　

1820 1365

9555

1820

9555

1820

ケラバ板：ガルバリウム鋼板ァ0.4巻き

G

柱：桧　120x120 木材保護塗料　　　　　　

1 2 3 4 5 6

△設計ＧＬ(=地盤面)

▽1ＦＬ

▽軒高

7280

1820 1365 1820 1137.5 1137.5

▽棟高
▽最高高さ

10
0

1
09
6

12
7

1
20

0

パンチングメタルフェンス

H

外巾木：コンクリート打放し下地ジョリパット

42
22

2
90

0

42
22

2
90

0

42
22

2
90
0

42
22

2
90
0

I

ピクトサイン

I

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



翔天亭裏トイレ 断面詳細図(1)

1:20(A1) 1:40(A3)

Ａ-015/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

1 2 3 4 5 6

\U+5973\U+5B50\U+30C8\U+30A4\U+30EC

\U+7537\U+5B50\U+30C8\U+30A4\U+30EC

▽設計ＧＬ(=地盤面)

▽1ＦＬ

▽軒高

▽棟高

▽最高高さ

▽ピットＦＬ

7280 910910

1820 1137.5 1137.5

1
5
0
0

1
0
9
6

1
2
7

1
0
0

2
5
0
0

5
0

1
5
0

2
0
0

5
0

6
0

2
5
0
0

2
5

2
0

30105105 30 10530

30 120 30

90 90

40 90

13020

40 60 30
130 20

30 60 40

90 40

9
2
0

2
0

1
2
0
0

1
5
0

2
5

9
2
0

10

5

　　屋根：カラーガルバリウム鋼板ァ0.4平葺き
　　　　　ゴムアスファルトルーフィングァ1.0
　　　　　野地板　構造用合板ァ12

10

3

10

3

軒天：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料

土台：桧　120x120 木材保護塗料　　　　　　

トイレブース：メラミン化粧板ァ38

　　（アイカメラフロント同等品）

床：磁器質抗菌タイル300角

止水板：塩ビ製 H=100　　　

ライニング甲板：メラミンポストフォームァ20

ライニング：磁器質タイル300角

SUSグレーチング蓋ァ5.0（ノンスリップタイプ）

汚垂れ石：陶板ァ13（LIXIL キラミックステップ同等品）

壁：木胴縁 18x45 @303

　　杉木羽目板縦張りァ12
    W100タイル目地合せ
  　木材保護塗料

ライニング甲板：メラミンポストフォームァ20

見切：杉 35x25 木材保護塗料

トップライト：網入り型板ガラスァ6.8

A-A' 断面図

透水トレンチ

廻り縁：杉 20ｘ45 木材保護塗料

1
4
0
0

外壁：構造用合板ァ12の上透湿防水シート

木胴縁 15x45 @303

セメントボードァ12.5　化粧仕上材塗り

（アイカジョリパット同等品） 200

2
0

10

1
2
0
0

1
8
0

250

10

250

通気スリットW=20

410

軒先：ガルバリウム鋼板ァ0.4

1365 1820

1820

コンクリート打ち金ゴテ押え

見切：アルミァ2.0曲げ加工

外巾木：コンクリート打放しの上ジョリパット 床：磁器質抗菌タイル300角

2
0

4
0
0

1
5
0

1
,
9
3
0

2
0

1
5
0

4
0
0

1
,
9
3
0

天井：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料

野縁：杉 36x45 @455
見切縁：杉 40ｘ57 木材保護塗料

　杉木羽目板縦張りァ12　木材保護塗料

犬走り： コンクリート金ごて押え

750 600 600 750

4
2
2
2

2
9
0
0

750 1685 750 750 775 750

1000

1916
2416

550

2627

1518832 835

1023 574

603832 840

野縁受：杉 45x45 @910

小屋束：桧 105x105

棟木：桧 120x240

母屋：桧 120x180
小屋筋違：杉　15x90

垂木：杉 45x90 @455

小屋梁：桧 120x240
小屋梁：桧 120x240

軒桁：桧 120x240 木材保護塗料

軒桁：桧 120x240 木材保護塗料

85

25

破風板：ガルバリウム鋼板ァ0.4巻き

グラスウールァ100　24kg/ｍ2

250

↑
※施工完了済み

立上り壁配筋迄完了済
（一部梁配筋未施工）

↑

↓

↓

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



翔天亭裏トイレ 断面詳細図(2)

1:20(A1) 1:40(A3)

Ａ-016/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

A C D F GB E

▽設計ＧＬ(=地盤面)

▽1ＦＬ

▽軒高

▽棟高

▽最高高さ

▽ピットＦＬ

910

1820 1820 1820 1137.5 1137.5

1
5
0
0

1
0
9
6

1
2
7

1
0
0

13020

40 60 30

40 90

30 120 30

90 90

800 180180

90 90 90 90

830 850 850 930

2
5
0
0

5
0

1
5
0

2
0
0

5
0

6
0

1
2
0
0

2
5

　　屋根：カラーガルバリウム鋼板ァ0.4平葺き
　　　　　ゴムアスファルトルーフィングァ1.0
　　　　　野地板　構造用合板ァ12

止水板：塩ビ製 H=100　　　

土台：桧　120x120 木材保護塗料　　

軒天：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料

化粧梁：桧  木材保護塗料

腰壁：シージング石こうボードァ12.5+硬質石こうボードァ9.5

　　　               磁器質タイル300角

壁：木胴縁 18x45 @303

　　杉木羽目板縦張りァ12 W100タイル目地合せ
  　木材保護塗料

腰壁：シージング石こうボードァ12.5+硬質石こうボードァ9.5

　　　               磁器質タイル300角

見切：杉 35x25 木材保護塗料

床：磁器質抗菌タイル300角

隔て板：メラミン化粧板ァ38

　　　（アイカメラフロント同等品）

トップライト：網入り型板ガラスァ6.8

B-B' 断面図

破風板：ガルバリウム鋼板ァ0.4巻き

 コンクリート金ごて押えウレタン塗装

 防滑仕上げ

天井：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料

400 440

1
4
0
0

外壁：構造用合板ァ12の上透湿防水シート

木胴縁 15x45 @303

セメントボードァ12.5　化粧仕上材塗り

（アイカジョリパット同等品）

通気スリットW=20

9555

1820

910

2
0

9
0
0

コンクリート打ち金ゴテ押え

外巾木：コンクリート打放しの上ジョリパット

見切：アルミァ2.0曲げ加工

ライニング甲板：メラミンポストフォームァ20

2
1
0
0

SUS FB 6x30（アンカー付き）チリ1mm以内

1
2
0
0

 手摺：アルミ製

 アルミパンチングメタル

1
8
0

600

4
2
2
2

2
9
0
0

910 910 910 910 910 910

780 780 780520 1020 1020 560

803 803 803509 509 509 509 509 509

垂木：杉 45x90 @455

軒桁：桧 120x240 木材保護塗料

軒桁：桧 120x240 木材保護塗料

梁：桧 120x240 木材保護塗料 見切縁：杉 40ｘ57 木材保護塗料

梁：桧 120x90 木材保護塗料

2
5
0
0

4
0
0

3
0

150

2
5
0
0

4
0
0

　　　　　 三方枠：スプルスSOP

2
5

5

 枠：杉　木材保護塗料

↑
↓
※施工完了済み

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



翔天亭裏トイレ 天井伏図

1:30(A1) 1:60(A3)

Ａ-017/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

1 2 3 4 5 6

A

C

D

F

G

B

E

パウダーコーナー

\U+524D\U+5BA4

\U+591A\U+76EE\U+7684\U+30C8\U+30A4\U+30EC

SK

\U+7537\U+5B50\U+30C8\U+30A4\U+30EC\U+5973\U+5B50\U+30C8\U+30A4\U+30EC

7280

1820 1137.5 1137.5

1
8
2
0

1
1
3
7
.
5

1
1
3
7
.
5

1
8
2
0

1
8
2
0

1
8
2
0

9
5
5
5

1365 1820

1820 1365

1950 1690

910 910

9
1
0

9
1
0

2440 2565 2275

1820 1820 1365 1137.5 1137.5

3/103/10

3/103/10

3/103/10

天井 CH=2500の範囲

母屋：桧 120x180 木材保護塗料 軒天井：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料

1525 750

母屋：桧 120x180 木材保護塗料 軒天井：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料

　　　　　　　　　　　　　　　　　化粧梁：桧 120ｘ240 木材保護塗料

　　　　　　　　　　　天井：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料天井：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料　　　　　　　　　　　

通気スリットW=20　  　　　　　　
　　　　　　　　通気スリットW=20

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

　　　　　　　　　　　天井：杉木羽目板張りァ12 木材保護塗料

CH=2500

CH=2500
CH=2500

CH=2500

CH=2500

CH=2500

CH=2500

化粧梁：桧 120ｘ240 木材保護塗料　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　化粧梁：桧 120ｘ240 木材保護塗料

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



翔天亭裏トイレ 展開図(1)

1:30(A1) 1:60(A3)

Ａ-018/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

1820 1820 1820 1820 1130 1137.5 1820

1 2 3

北 東 南

3 2 14 B C D EA F

▽1FL

▽軒高

▽1FL

▽軒高

1137.5 1137.5 1820 1820 1820

F E D C B A

西

1820 1820

C B A

西 -2-1

\U+5973\U+5B50\U+30C8\U+30A4\U+30EC

\U+5973\U+5B50\U+30C8\U+30A4\U+30EC

▽1FL

▽軒高

3 4

1200 1365 1137.5 1137.5

D E F

1365 1200

4 3

1137.5 1137.5

F E D

北 東 南 西
多目的トイレ

1365 1820

2
5

1
2
0
0

2
1
0
0

9
2
0

2
0
0
0

1
0
0

9
2
0

2
8
0

2
5

1
2
0
0

9
2
0

3
0
5

2
5

9
2
0 1
2
0
0

2
8
0

C
H
=
2
5
0
0

4
0
0

1365

見切：杉 35x25 木材保護塗料

腰壁：磁器質タイル300角

壁：杉木羽目板縦張りァ12 W100タイル目地合せ

  　木材保護塗料

トイレブース：メラミン化粧板ァ38（アイカメラフロント同等品）

化粧鏡

カウンター：メラミンポストフォームァ20

姿見 w450xh2000

化粧鏡

       ライニング甲板：メラミンポストフォームァ20

       見切：杉 35x25 木材保護塗料

     壁：杉木羽目板縦張りァ12 W100タイル目地合せ
       　木材保護塗料

腰壁：磁器質タイル300角  ライニング甲板：メラミンポストフォームァ20

      トイレブース：メラミン化粧板ァ38（アイカメラフロント同等品）

壁：杉木羽目板縦張りァ12 W100タイル目地合せ

  　木材保護塗料

     見切：杉 35x25 木材保護塗料

       腰壁：磁器質タイル300角

6
0
0

手摺

C
H
=
2
5
0
0

2
5

1
2
0
0

9
2
0

2
8
0

2
1
0
0

4
0
0

4
0
0

2
1
0
0

     見切：杉 40x60
           木材保護塗料

  杉木羽目板縦張りァ12 (壁木羽目板張り合せ)

　木材保護塗料

C
H
=
25
0
0

2
5

1
2
0
0

4
0
0

2
1
0
0

1
9
3
0

1
5
0

2
0

2
5

4
0
0

2
9
0
0

4
0
0

2
9
0
0

4
0
0

2
9
0
0

4
0
0

2
50
0

2
1
0
0

1
2
8
0

●
●

1
2
0
0

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



翔天亭裏トイレ 展開図(2)

1:30(A1) 1:60(A3)

Ａ-019/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

1137.5 1137.5

▽1FL

▽軒高

▽1FL

▽軒高

▽1FL

▽軒高

1365 1137.5 1137.5

3 4 5 6 5 64

北 -1 北 -2

1820 1820 1820 1130 1137.5

東

B C D EA F

1137.5 1137.5

6 5 4

1137.5 1137.5 1365

6 5 4

南-1 南 -2

1137.5 1137.5 1820 1820 1820

F E D C B A

西-1

1820 1820 720

D C B

西 -2

男子トイレ

男子トイレ

男子トイレ

1820

1
2
0
0

4
0
0

2
1
0
0

2
5

1
2
0
0

9
2
0

2
8
0

9
2
0

2
8
0

2
5

1
2
0
0

3

1820

2
5

1
2
0
0

9
2
0

2
8
0

4
0
0

2
1
0
0

25
1
2
0
0

2
1
0
0

4
0
0

2
5

1
2
0
0

9
2
0

2
8
0

2
1
0
02
5

1
2
0
0

C
H
=
2
5
0
0

2
5

1
2
0
0

2
1
0
0

2
5

1
2
0
0

9
2
0

2
8
0

化粧鏡

壁：杉木羽目板縦張りァ12 W100タイル目地合せ

  　木材保護塗料

見切：杉 35x25 木材保護塗料

腰壁：磁器質タイル300角

隔て板：メラミン化粧板ァ38　　　　　
（アイカメラフロント同等品）

  ライニング甲板：メラミンポストフォームァ20

トイレブース：メラミン化粧板ァ38（アイカメラフロント同等品）

       ライニング甲板：メラミンポストフォームァ20

       見切：杉 35x25 木材保護塗料

     壁：杉木羽目板縦張りァ12 W100タイル目地合せ
       　木材保護塗料

腰壁：磁器質タイル300角

棚（備品）

C
H
=
2
5
0
0

2
5

1
2
0
0

9
2
0

2
8
0

4
0
0

2
1
0
0

4
0
0

2
1
0
0

2
1
0
0

4
0
0

2
1
0
0

4
0
0

C
H
=
25
0
0

2
5

1
2
0
0

1
9
3
0

1
5
0
2
0

棚（備品）

4
0
0

2
9
0
0

4
0
0

2
9
0
0

4
0
0

2
9
0
0

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



翔天亭裏トイレ 建具表

1:50(A1) 1:100(A3)

Ａ-020/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

ガ ラ ス

建具記号

材 質 等

備　　考

使用場所

姿　　図

金　　物

ガ ラ ス

建具記号

材 質 等

備　　考

使用場所

姿　　図

金　　物

ガ ラ ス

建具記号

材 質 等

備　　考

使用場所

姿　　図

金　　物

ガ ラ ス

建具記号

材 質 等

備　　考

使用場所

姿　　図

金　　物

SD-1 鋼製片引きドア 1か所

スチールDP

SUS引手 L=300  表示錠（非常用開閉装置）

ガイドローラー、駆動装置、換気ガラリ（開口率40％）

枠：スチールST枠、附属金物一式

多目的トイレ

SD-2 鋼製片開きドア 2か所

スチールDP

SK室

SUSレバーハンドル、本締り錠、丁番、ドアクローザー

附属金物一式

2
1
0
0

600191540 40

1000 915

850

（有効）

1
6
0

2
1
0
0

4
5
0

2
0
0

120

（有効）

980 9601520

700 600 600 100260260
120 120

700

600

2
5
0
0250

6
0

1730

240 1490

9
2
0

1
5
8
0

2
5
0
0250

6
0

1730

240 1490

9
2
0

1
5
8
0

600

（有効）

600

9201440

700620
120
220 100

2
1
0
0

6
0

920

600 100220

2
1
0
0

6
0

800

190

1
2
0
0

TB-4 隔て板（脚部巾木仕様）

メラミン化粧合板ァ38

SUS笠木、SUS巾木

附属金物一式

男子トイレ

TB-1 トイレブース（脚部巾木仕様）

メラミン化粧合板ァ38（レスキューオープン仕様）

SUS笠木、SUS巾木、表示付きラッチ錠、ラバトリーヒンジ、衣帽掛け、ガイドレール

附属金物一式

女子トイレ

1か所 TB-2 トイレブース（脚部巾木仕様）

メラミン化粧合板ァ38（レスキューオープン仕様）

SUS笠木、SUS巾木、表示付きラッチ錠、ラバトリーヒンジ

附属金物一式

女子トイレ

1か所

衣帽掛け

TB-3 トイレブース（脚部巾木仕様）

メラミン化粧合板ァ38（レスキューオープン仕様）

SUS笠木、SUS巾木、表示付きラッチ錠、ラバトリーヒンジ、衣帽掛け、ガイドレール

附属金物一式

男子トイレ

1か所 3か所

AG-1 固定ガラリ

アルミ電解着色

女子トイレ

木造用外付け型

防虫網、附属金物一式

AG-1a 固定ガラリ

アルミ電解着色

男子トイレ

木造用外付け型

防虫網、附属金物一式

１か所１か所

450

8
0
2

6
6
7

1
3
5

450

8
0
2

6
6
7

1
3
5

F

1
0
0
0

1
2
0
6

TL-1 トップライト

アルミ電解着色

３か所

女子トイレ

網入り型板ガラスァ6.8

附属金物一式

996

780

F

TL-2 トップライト

アルミ電解着色

３か所

男子トイレ

網入り型板ガラスァ6.8

附属金物一式

996

780

5
5
0

7
5
6

2
1
0
0

4
0
0

1
9
3
0

1
5
0
2
0

2
5
0
0250

6
0

1730

240 1490

9
2
0

1
5
8
0

1
9
3
0

1
5
0
2
0

2
1
0
0

2
1
0
0

9
0
0

（メラミンエッジ貼）

アイカ工業　メラフロントブース同等品

（メラミンエッジ貼）

アイカ工業　メラフロントブース同等品

（メラミンエッジ貼）

アイカ工業　メラフロントブース同等品

（メラミンエッジ貼）

アイカ工業　メラフロントブース同等品

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



Ａ-021/025

ANY

翔天亭裏トイレ 外構計画図・外構詳細図工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

-715

Ｎ

+360

砂利敷き(既存)

1
234567

階段詳細図 1:30(A1) 1:60(A3)

18
00

+70

+360

止水弁

+50

ウレタン舗装 1:5(A1) 1:10(A3)

透水トレンチ：5.5ｍ

透水トレンチ 1:10(A1) 1:20(A3)

ウレタン舗装：35.77ｍ2

ウレタン舗装：7.05ｍ2

砂利敷き(既存)

1758 600 7280 600

7
0
0

6
0
0

7
6
1
5

1
2
0

地先境界ブロック：19.1ｍ

地先境界ブロック：13.5ｍ

（L字部分含む）

（L字部分含む）

地先境界ブロック：1.6ｍ

地先境界ブロック：1.5ｍ

砂利敷き(既存)

外構計画図　1:50(A1) 1:100(A3)

地先境界ブロック：2.3ｍ

Ｎ

750 750

1
0
0

透水トレンチ：5.5ｍ

地先境界ブロック 1:5(A1) 1:10(A3)

砂利敷き：1.27ｍ2

砂利敷き：1.25ｍ2

砂利敷き：1.27ｍ2

砂利敷き：1.25ｍ2

+70

-1045
UP

女子トイレ 男子トイレSK

多目的トイレ

前室

 棚（備品）

+100

2400

400 〃 〃 〃 〃 400

62
6

85
0

1
56

600

階段滑止め　ステンレス製

ウレタン舗装

t10 防滑仕上げ

砂利敷き(既存)

再生クラッシャーラン(RC-40)基礎

均しコンクリート
コンクリート

400

500

1
0

1
50

50
10

0

【長手方向　断面詳細図】

【短手方向　断面詳細図】

120

15
0

8
50

65
0

【手すり　断面詳細図】

面取り

コンクリート

有効幅＝ 1320

16
8

再生クラッシャーラン

(RC-40)基礎

均しコンクリート

26
0

1
2

3
4

5
6

7

3-D16

3-D16

str D10@200

D13

D13

D10@200

D13
D10@200

D13

120

1
2
0

3
0

1
0
0

地先境界ブロック

再生クラッシャラン

(RC-40)基礎

モルタル1:3

(空練り)t30

1
5
0

1
0

ウレタン舗装　t10 防滑仕上げ

コンクリート

舗装

1
5
0

路盤(再生砕石)

溶接金網

750

1
50

1
5
0

2
0
0

3
5
0

5
0

化粧砕石敷

有孔VU管200

単粒度砕石

遮断砂層

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



部分詳細図(1)

1:5(A1) 1:10(A3)

Ａ-022/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

1：5

1：51：5 グレーチング

内壁部　部分詳細図

1：5床見切り

ライニング詳細図(小便器) 1：5

磁器質タイル

磁器質タイル　300角

モルタル

5
0 ▽FL

SUSグレーチング蓋　ァ5.0
(ノンスリップタイプ)

SUSグレーチング蓋　ァ5.0
(ノンスリップタイプ)

モルタル塗金ゴテミガキ
(水勾配付)

5
25

150
25

5

5
0

3
0

1
5
0

3
0

2
1
0

▽FL

1
,
2
0
0

2
5

見切：杉 35x25 木材保護塗料

    壁：木胴縁 18x45 @303
        (耐震壁部：内胴縁構造用合板ァ12)
　　    木羽目板縦張りァ12　木材保護塗料

グラスウールァ100　24kg/ｍ2

1
8
0

    壁：シージング石こうボードァ12.5
　　　　(耐震壁部：構造用合板ァ12)
　　　　硬質石こうボードァ9.5
　　　　磁器質タイル300角

巾木：磁器質タイル300角

5
0

土台：桧 120x120

30 120 30

▽FL

1
3

5 ▽FL

コンクリート打金ゴテ押え

磁器質タイル300角汚垂石　御影石　ァ13

4 5
0

ＳＵＳ ＦＢ　6×30（アンカー付）
チリ１mm以内

コンクリート金ごてウレタン塗装

▽FL 1
0

3
0

磁器質タイル張り

下地モルタル

105
30

30
120

40

90 100

5

SUSグレーチング蓋ァ5.0

（ノンスリップタイプ）

汚垂れ石：陶板ァ13

ライニング甲板：メラミンポストフォームァ20

ライニング：

シージング石こうボードァ12.5

硬質石こうボードァ9.5

磁器質タイル300角

1
2
0
0

2
0

10

200

床：磁器質タイル300角

1
5

1
0

隔て板：メラミン化粧板ァ38

ステンレス巾木

見切：杉　35×25　木材保護塗料

センサー一体型小便器

3
5
0
以

下
5
5

5
0

汚垂石 1：5

5
25

150
25

5

▽FL

1：5大壁見切部　部分詳細図

枠：スプルスSOP

見切縁：杉 40×60

1：5天井見切部　部分詳細図

24

1
9
0

1：5真壁見切部　部分詳細図

枠：スプルスSOP

1
5
0

30

90
6
0

9
0

1
0
0

※耐震壁部のタイル取合い納まりについて
　施工図を作成して監督職員の承諾を得ること

5
0

5
0

外壁は真壁工法（大壁無し）

木材保護塗料

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



土台：桧　120x120

部分詳細図(2)

1:5(A1) 1:10(A3)

Ａ-023/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

1：5真壁外壁　部分詳細図（翔天亭裏）

2
0

105
30

40 90

13020

40 60 30

1
5
0

2
5

1
0
5
0

10

軒天：杉木羽目板張りァ12

      木材保護塗料

壁：木胴縁 18x45 @303

　　杉木羽目板縦張りァ12　木材保護塗料

ライニング甲板：

メラミンポストフォームァ20

見切：杉 35x25

      木材保護塗料

廻り縁：杉 20ｘ45 木材保護塗料

外壁：構造用合板ァ12の上透湿防水シート

木胴縁 15x45 @303

セメントボードァ12.5　化粧仕上材塗り

（アイカジョリパット同等品）

250

通気スリットW=20

見切：アルミァ2.0曲げ加工

外巾木：コンクリート打放しの上

砂利敷きァ100

        ジョリパット

      木材保護塗料

コーキング又は水切り必要

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



部分詳細図(3)

1:4(A1) 1:8(A3)

Ａ-024/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

軒先断面詳細図 棟断面詳細図 ケラバ断面詳細図

トップライト流れ断面詳細図 トップライト桁行断面詳細図

1:4 1:4 1:4

1:41:4

10

3

19
12

182

182

182

スプリングバックハゼ定尺横葺@182：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

(発泡ポリエチレン t=2.0裏貼)

ゴムアスファルトルーフィング t=1.0

唐草・水切り：屋根同材加工

破風板：屋根同材加工

木下地

構造用合板 t=12

軒天：杉木羽目板張 t=12 木材保護塗料

410

85

25

(
13

9.
9
)

182

屋根割付による

10

3

10

3

19
12

構造用合板 t=12

スプリングバックハゼ定尺横葺@182：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

(発泡ポリエチレン t=2.0裏貼)

ゴムアスファルトルーフィング t=1.0

▽棟高

▽最高高さ

棟包み：屋根同材加工

下地：亜鉛めっき鋼板 t=1.0加工

1
9

1
2

15
7

25

軒天：木羽目板張 t=12 木材保護塗料

唐草・水切り：屋根同材加工

破風板：屋根同材加工

木下地

構造用合板 t=12

スプリングバックハゼ定尺横葺@182：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

(発泡ポリエチレン t=2.0裏貼)

ゴムアスファルトルーフィング t=1.0

25

開口寸法： 600

675

ガラス寸法(室内側)： 648ガラス寸法(室外側)： 792

37.5

37.5

網入りガラス(室外側)

t6.8×w763×L648

ポリカーボネート板　t2.0

網入りガラス(室内側)

t6.8×w763×L648

トップライト枠：SUS t=1.5

雨押え：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工

ダンツキルーフ182：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

(発泡ポリエチレン t=4.0裏貼)

吊子：亜鉛めっき鋼板 t=0.5 @182x455

アスファルトルーフィング940

水切りシート：塩ビ t=1.2　

絶縁シート

※水切りシートとルーフィングの

　 接触を防ぐよう敷きこむこと
10

1.65

合板 t=12(弊社別途工事)

垂木：45×140(木工事)

開口寸法： 715

105

2
40

910

45 45

105

水切りシート：塩ビ t=1.2　

絶縁シート

※水切りシートとルーフィングの

　 接触を防ぐよう敷きこむこと

雨押え：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工

ダンツキルーフ182：カラーガルバリウム

鋼板 t=0.4

(発泡ポリエチレン t=4.0裏貼)

吊子：亜鉛めっき鋼板 t=0.5 @182x455

アスファルトルーフィング940

1
2
17

トップライト枠：SUS t=1.5

網入りガラス(室内側)

t6.8×w763×L648

ポリカーボネート板　t2.0

網入りガラス(室外側)

t6.8×w763×L648
スペーサー

ガスケット

ガラス押え縁：アルミ押出型材

合板 t=12(弊社別途工事)

化粧材(木工事) 805

垂木：45×140(木工事)

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



サインキープラン・詳細図

1:50(A1) 1:100(A3)

Ａ-025/025

工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

翔天亭裏トイレ　サインキープラン

IS-09,IS-10
IS-11,IS-12

IS-06 IS-05

IS-10

IS-11,IS-12

IS-10,IS-11

IS-12

IS-11 ベビーチェア用サイン
符号

寸法 数量

取付

区分

備考

3

壁付

-

-

本体 SUS製切文字ァ3　指定焼付塗装仕上

200×200程度

3 3

IS-12 フィッティングボードサイン
符号

寸法 数量

取付

区分

備考

3

壁付

-

-

本体 SUS製切文字ァ3　指定焼付塗装仕上

200×200程度

IS-15 IS-16

パウダーコーナー

\U+524D\U+5BA4

多目的トイレ

SK

\U+7537\U+5B50\U+30C8\U+30A4\U+30EC\U+5973\U+5B50\U+30C8\U+30A4\U+30EC

 棚（備品）

※各サイン文字は4か国語対応とし製作図にて監督員の承諾を得ること

IS-07
符号

男子トイレサイン

寸法 数量

取付

区分

備考

1

壁付

-

-

IS-08
符号

女子トイレサイン

寸法 数量

取付

区分

備考

1

壁付

-

-

IS-09
符号

多目的トイレサイン

寸法 数量

取付

区分

備考

1

壁付

-

-

33 3

SUS製切文字ァ3　指定焼付塗装仕上本体 SUS製切文字ァ3　指定焼付塗装仕上本体 SUS製切文字ァ3　指定焼付塗装仕上本体

200×200程度 200×200程度 200×200程度

IS-15
符号

女子トイレ案内サイン

寸法 数量

取付

区分

備考

1

壁付

-

-

本体

300×300程度

IS-16
符号

男子トイレ案内サイン

寸法 数量

取付

区分

備考

1

壁付

-

-

本体

300×300程度

SUS製切文字ァ3　指定焼付塗装仕上

SUS製切文字ァ3　指定焼付塗装仕上

女子トイレ案内図

男子トイレ案内図

Restroom Map

Restroom Map

洋式便器

手洗い

べビーチェア

ベビーベッド

入口サイン

Entrance

Western style toilet

Hand wash

Baby chair

フィッティングボード
Fitting board

Baby Bed

パウダーコーナー

Powder corner

洋式便器

手洗い

べビーチェア

ベビーベッド

フィッティングボード

入口サイン

小便器

Entrance

Western style toilet

Hand wash

Baby chair

Fitting board

Baby Bed

Urinal

3

3

IS-10
符号

ベビーベッド用サイン

寸法 数量

取付

区分

備考

3

壁付

-

-

3

SUS製切文字ァ3　指定焼付塗装仕上本体

200×200程度

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事





N.S

構造特記仕様　その２工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

（１）コンクリート

表9.1　コンクリート圧縮強度(N/mm2)に応じた仕様書の使い分け

設計基準強度Fc

JASS 5での区分

18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

　　普通コンクリート 　　高強度コンクリート

表9.2　レディーミクストコンクリートのJIS規格品

調合管理強度(N/mm2)

呼び強度（JIS規格品）

21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 60超

21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 ※  ※は規格外

□設計基準強度が36N/mm2を越えるコンクリートを扱うレディーミクストコンクリート工場は、「高強度コ

　ンクリート」の製品認証を受けているか、建築基準法第37条第二号によって国土交通大臣が指定建築材料

　として認定した高強度コンクリートの製造工場とする。

□コンクリートはJIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に適合するJIS認定工場の製品とする。

□施工者は、工事に先立ち、コンクリートの調合・製造計画、施工計画、品質管理計画書を作成し、工事監

　理者の承認を得ること。

　(a)　コンクリートの仕様

　(b)　品質と施工

□構造体の計画供用期間の級は特記による。特記が無い場合は標準とする。

□フレッシュコンクリートの流動性は、スランプまたはスランプフローで表し、設計基準強度が36N/mm2以下

□コンクリートに含まれる塩化物質は、塩化物イオン量として0.3kg/m3以下とする。

　□コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、原則として120分を限度とする。

　□コンクリート打込み時の自由落下高さは、コンクリートが分離しない範囲とする。

　□打継ぎ部は構造的に影響の少ない位置を選び打継ぎ処理を行い、打込み前に十分な水湿しを行う。

　(c)　調合および構造体コンクリート強度

　　ⅰ)高強度コンクリート

□調合強度を定めるための基準とする材齢は、特記による。特記のない場合は28日とする。

□構造体コンクリート強度を保証する材齢は、特記による。特記のない場合は91日とする。

□構造体コンクリート強度は、次の①または②を満足するものとする。

　①標準養生した供試体による場合、調合強度を定めるための基準とする材齢において調合管理強度以上と

　②構造体温度養生した供試体による場合、構造体コンクリート強度を保証する材齢において設計基準強度

　　に3N/mm2加えた値以上とする。

□調合管理強度は、以下による。

　HFm = Fc + mSn (N/mm2)             HFm :高強度コンクリートの調合管理強度(N/mm2)

　　　                                Fc :コンクリートの設計基準強度(N/mm2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 mSn :高強度コンクリートの構造体強度補正値でJASS 5による。

□調合強度は標準養生供試体の圧縮強度で示すものとし、下記の両式を満足するように定める。

　HF ≧ HFm + 1.73σH (N/mm2)        HF  :高強度コンクリートの調合強度(N/mm2)

　HF ≧ 0.85HFm + 3σH (N/mm2)       σH :高強度コンクリートの圧縮強度の標準偏差(N/mm2)で、レディ

　　　                                    ーミクスト工場の実績による。実績がない場合は0.1(Fc+mSn)

９．鉄筋コンクリート工事

 (d)　検査

□フレッシュコンクリートの塩化物測定は、原則として工事現場で（一財）国土開発技術センターの技術評

  価を受けた測定器を用いて行い、試験結果の記録および測定器の表示部を一回の測定ごとに撮影した写真

　（カラー）を保管し、工事監理者の承認を得る。測定検査の回数は、通常の場合1日1回以上とし、1回の

　検査における測定試験は、同一試料から取り分けて3回行い、その平均値を試験値とする。

□スランプの許容差は、普通コンクリートの場合、スランプが18cm以下の場合±2.5cm、21cmの場合±1.5cm

　（呼び強度27以上で高性能AE減水剤を使用する場合±2cm）とする。

　の許容差は、目標スランプフローが50cm以下の時は±7.5cm、50cmを超える時は±10cmとする。

□使用するコンクリートの圧縮強度試験は、普通コンクリートでは標準養生を行った供試体を用いて材齢28

　日で行い、1回の試験は、打込み工区ごと、打込み日ごと、かつ150m3またはその端数ごとに3個の供試体を

　用いて行う。3回の試験で1検査ロットを構成する。

　高強度コンクリートの場合は、スランプが18cm以下の場合±2.5cm、21cmの場合±2cmとし、スランプフロー

　験回数は3回とする。検査は適当な間隔をあけた任意の3台のトラックアジテータから採取した合計9個の供

　試体による試験結果を用いて行う。検査に用いる供試体の養生方法は標準養生とする。

　高強度コンクリートでは、打込み日かつ300m3ごとに検査ロットを構成して行う。1検査ロットにおける試

□構造体コンクリートの圧縮強度の検査は普通コンクリートでは、打込み工区ごと、打込み日ごと、かつ150

  m3またはその端数ごとに1回行う。1回の試験には適当な間隔をおいた3台の運搬車から1個ずつ採取した合計

　3個の供試体を用いる。

  高強度コンクリートでは打込み日、打込み工区かつ300m3ごとに行う。検査には適当な間隔をあけた任意の

    

　養生または構造体温度養生とする。

  3台のトラックアジテータから採取した合計9個の供試体を用いる。検査に用いる供試体の養生方法は標準

　構造体コンクリートの圧縮強度の判定は、(c)調合および構造体コンクリート強度による。

□使用するコンクリートの圧縮強度の判定は、JASS 5による。

　関で行うこと。

□コンクリートの試験は、「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要網」第４条の試験機

　　　　代行業者名　　　　　　　　　　　　　　　　（登録番号　　　　　　号）

　　　　試験機関名　　　　　　　　　　　　　　　　（都知事登録　　　　　号）

    代行業者名とは、試験、検査に伴う業務を代行する者をいう。

16

　JIS G 3551（溶接金網および鉄筋格子）に適合すものを用いる。

□高強度せん断補強筋は、技術評価を取得し、建築基準法第37条の材料認定を受けたものを用いる。

表9.4　鉄筋の継手

鉄筋継手工法

　継手の位置等の設計条件による仕様・等級

(1)引張力最小部位

□重ね継手

□圧接継手

□溶接継手

□機械式継手

　標準図による

□告示1463号第2項各号

□告示1463号第3項各号

□告示1463号第4項各号

(2) (1)以外の部位(注)

A種 B種 SA種

□

□ D（　　）以下

鉄筋の径

　注）(1)以外の部位に設ける継手は、平成12年告示第1463号ただし書きに基づき、日本鉄筋継手協会、

　　　日本建築センター等の認定・評定等を取得した継手工法の等級で、構造計算にあたって「鉄筋継手

　　　使用基準（建築物の構造関係技術基準解説書2007）」によって検討した部材の条件･仕様によること。

継手部の検査方法

□鉄筋はJIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合するものを用いる。溶接金網および鉄筋格子は、

□鉄筋の加工寸法、形状、鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは「鉄筋コンクリート構造配筋

□鉄筋の継手の試験・検査は、「要綱」第4条の試験機関、又は第8条の検査機関で行うこと。

　　　　試験機関名　　　　　　　　　　　　　　　　（都知事登録　　　　　号）

使用箇所

□ガス圧接の施工は、強風時または降雨時には原則として作業しない。ただし、風除け・覆いなどの設備を

　した場合には、工事監理者の承認を得て作業を受けることができる。

□圧接技術資格者は、（公社）日本鉄筋継手協会によって認証された技量適格性証明書を工事監理者に提出

　し、承認を受ける。

□機械式鉄筋定着工法に用いる定着板には信頼できる機関による性能証明書等を取得した定着金物を用いる。

適用は□印を記入する
　　構造設計特記仕様　その２ ・修正箇所は下線を引く

鉄筋コンクリート工事の施工に関しては記載無きは、JASS 5 2015による。

　本仕様書では、JASS 5に規定する普通骨材を用いた一般仕様のコンクリートを｢普通コンクリート｣と定義

し、表9.1に示す様に設計基準強度が36N/mm2以下のコンクリートについてはJASS 5の3節～11節を適用し、

36N/mm2を超えるコンクリートについてはJASS 5の17節（高強度コンクリート）を適用する。また、設計基

準強度もしくは品質基準強度と構造体強度補正値から定める調合管理強度以上とし、発注するレディーミク

ストコンクリートの呼び強度が表9.2に示すJIS規格外となる場合は、法第37条の大臣認定を受けた製品を用

いる必要がある。軽量コンクリートについてはJASS 5の14節によること。

□標準　　□長期　　□超長期

□レディーミクストコンクリート工場および高強度コンクリートを打設する施工現場には、コンクリート主

　任技士またはコンクリート技士、あるいはこれらと同等以上の知識経験を有すると認められる技術者が常

　駐していなければならない。

　33N/mm2以上の場合スランプ21cm以下、33N/mm2未満の場合スランプ18cm以下とし、設計基準強度が36N/mm2

　超45N/mm2未満の場合はスランプ21cm以下またはスランプフロー50cm以下、設計基準強度が45N/mm2以上の

　場合はスランプ23cm以下またはスランプフロー60cm以下とし、特記による。

（日）

注）6　直上階に著しく大きい積載荷重がある場合においては、支柱（大梁の支柱を除く）の盛替えを行わな

注）7　支柱の盛替えは、養生中のコンクリートに有害な影響をもたらすおそれのある振動または衝撃を与え

（４）型枠
□型枠および支保工の存置期間は、昭63年建告第1655号に基づき下表による。

　表9.7　型枠存置日数　　　　　　　　　昭和46年建設省告示第110号（昭和63年改正建設省告示第1655号）
種類 支柱せき板

セメントの種類

スラブ下 梁下スラブ下、梁下基礎、梁側、柱、壁
部位

早強ポルト

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

早強ポルト

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

早強ポルト

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

早強ポルト

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

存置期間の

平均気温

2 3 4 6 8 17 28

28

2828

100％85％

設計基準強度の

2512

15

設計基準強度の50％※ 5 N/mm2

53

8 10 16

106

15度Ｃ以上

5度Ｃ-15度Ｃ

5度Ｃ未満

コ
ン
ク
リー

ト

の
材
令

圧縮強度

コンクリートの

注）2　大梁の支柱の盛替えは行わない。また、その他の梁の場合も原則として行わない。

注）1　片持ばり、庇、スパン9.0m以上の梁下は、工事監理者の承認による。

注）3　支柱の盛替えは、必ず直上階のコンクリート打ち後とする。

注）4　盛替え後の支柱頂部には、厚い受板、角材または、これに代わるものを置く。
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注）5　支柱の盛替えは、小梁が終ってからスラブを行う。一時に全部の支柱を取り払って、盛替えをしては

　(a)　施工

（２）鉄　筋

　標準図(1)～(3)」による。

□鉄筋の継手は重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手または溶接継手によることとし、鉄筋径と使用箇所を

　定め、特記による。

□機械式継手および圧接継手および溶接継手は（公社）日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書」に

　よる他、所要の品質が得られるように工事計画および工事監理計画を定めて、工事監理者の承認を請ける。

  (b)　検査

 1 

　各継手工法ごとの検査は平12建告1463号による他、具体的な検査方法は、（公社）日本鉄筋継手協会の

　仕様書を参照のこと。
表9.5　継手の検査

 2 

ガス圧接  □有　　　％  □有　□無　　　％　　　個  □有　□無　　　％　　　個

継手方法 外観検査 引　張　試　験 超音波探傷試験

溶　　接  □有　　　％  □有　□無　　　％　　　個  □有　□無　　　％　　　個

 3 機 械 式  □有　　　％  □有　□無　　　％　　　個

　ガス圧接部分の検査を超音波探傷検査によって行う場合、最初の数ロットについて引張試験も併用し、

　1回の引張試験は5本以上とする。（1ロットは同一作業班が同一日中に作業した圧接箇所で200箇所程度

□最小かぶり厚さは、表9.6に規定する設計かぶり厚さを10mm減じた値とする。

（３）かぶり厚さ

□設計かぶり厚さは、コンクリート打込み時の変形・移動などを考慮して、最小かぶり厚さが確保されるよう

　に、部位・部材ごとに定めるものとし、表9.6以上の値とする。

表9.6　設計かぶり厚さ（単位：mm）

構造体の計画供用期間の級 標準・長期

部材の種類 屋　内 屋　外(2) 屋　内 屋　外(2)

構造部材

非構造部材

柱・梁・耐力壁

床スラブ・屋根スラブ

構造部材と同等の耐久性

を要求する部材

計画供用期間中に維持保

全を行う部材(1)

直接土に接する柱・梁・壁・床及び

布基礎の立上り部分、擁壁の壁部分

基礎、擁壁の基礎・底盤

40 50 40 50

30 40 40 50

30 40 40 50

30 40 (30) (40)

50

70

　注）(1)計画供用期間の級が超長期で計画供用期間中に維持保全を行う部材では、維持保全の周期に応じて

　　　　 定める。

　    (2)計画供用期間の級が標準、長期および超長期で、耐久性上有効な仕上げを施す場合は、屋外側では

　　　　 設計かぶり厚さを10mm減じることができる。

□完成した構造体の各部位における最外側鉄筋のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。

□コンクリート構造体に誘発目地・施工目地などを設ける場合は、建築基準法施工令第79条に規定する数値を

　満足し、構造耐力上必要な断面寸法を確保し、防水上および耐久性上有効な措置を講じれば上記によらなく

　ても良い。

※JASS 5では普通コンクリートの場合計画供用期間の級が標準にあっては5N/mm2以上、長期及び超長期の場合

　は10N/mm2以上、または高強度コンクリートの場合は10N/mm2以上。

　　　 らない。

　　　 いこと。

　　　 ないように行うこと。

　　する。

　　　                                    とする。

　　ⅱ)普通コンクリート

□調合を定めるための基準とする材齢は、原則として28日とする。

□構造体コンクリート強度は表9.3を満足すれば合格とする。

供試体の養生方法 試験材齢(1) 判定基準

標準養生(2) 28　日 X ≧ Fm

コ　ア 91　日 X ≧ Fq

ただし、X  :1回の試験における3個の供試体の圧縮強度の平均値(N/mm2)

　　    Fm :コンクリートの調合管理強度(N/mm2)

　　　　Fq :コンクリートの品質基準強度(N/mm2)

注　 (1)早い材齢において試験を行い、合否判定基準を満たした場合は、合格とする。

　　 (2)工事監理者の承認を得て、供試体成型後、翌日までは20±10℃の日光および風が直接当たらない箇

　　　　所で乾燥しないように養生して保管することができる。

＊標準養生供試体の代わりにあらかじめ準備した現場水中養生供試体によることができる。その場合の判定

　基準は材齢28日までの平均気温が20℃以上の場合は、3個の供試体の圧縮強度の平均値が調合管理強度以上

  であり、平均気温20℃未満の場合は、3個の供試体の圧縮強度の平均値から3N/mm2を減じた値が品質基準強

　度以上であれば合格とする。

＊コア供試体の代わりにあらかじめ準備した現場封かん養生供試体によることができる。その場合の判定基

　準は材齢28日を越え91日以内のn日において3個の供試体の圧縮強度の平均値から3N/mm2を減じた値が品質

  基準強度以上であれば合格とする。

□調合管理強度は、以下による。

　 Fm = Fq + mSn (N/mm2)         Fm  :コンクリートの調合管理強度(N/mm2)

　　　                           Fq  :コンクリートの品質基準強度(N/mm2)

　　　　　　　　　　　　　　　　 mSn :標準養生した供試体の材齢m日における圧縮強度と構造体コンクリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ートのn日における圧縮強度の差による構造体強度補正値(N/mm2)

□調合強度は標準養生した供試体の材齢m日における圧縮強度で表すものとし、下記の両式を満足するように

　　　F  ≧ Fm + 1.73σ  (N/mm2)         F   :コンクリートの調合強度(N/mm2)

　　　F  ≧ 0.85Fm + 3σ  (N/mm2)        σ  :使用するコンクリートの圧縮強度の標準偏差(N/mm2)で、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 レディーミクスト工場の実績による。実績がない場合は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      2.5N/mm2、または0.1Fmの大きい方の値とする。

　　調合強度を定める材齢m日は、原則として28日とする。

表9.3　構造体コンクリートの圧縮強度の判定基準

  定める。

□

□

□

□ □

19□ D（　　）以上

□ D（　　）以上

□ D（　　）以上

　とする。）

Ａ種 Ａ種 Ａ種 Ａ種

シリカセメント

Ａ種

超長期

表9.2.1　湿潤養生の期間

計画供用期間の級
標準

セメントの種類

早強ポルトランドセメント

普通ポルトランドセメント

中庸熱 および 低熱ポルトランドセメント

3日以上 5日以上

5日以上 7日以上

長期・超長期

高炉セメントＢ種

フライアッシュセメントＢ種

7日以上 10日以上

　□打込み後の湿潤養生の期間は、表9.2.1による。

S-002

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



N.S

木質工事特記仕様書工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

　　　　■　調整代をとったボルト接合工法の場合（大断面集成材、LVL）：材長の±0.04％以下　　　

MDF等の日本工業規格に準拠する。

本項の内容は特記無き限り、合板及び構造用パネルの日本農林規格又はパーティクルボード及び

【構造用合板・構造用パネル(OSB)、パーティクルボード、MDF等】

注2.　特注品の場合は納期に注意すること(2ヶ月以上)
OSBの場合は、表面及び裏面に木材の小片の浮き上がりがないこと及び側面の切断面が平滑であること。

注1.　構造用合板の板面の品質は、通常は１級がB-C、２級がC-D

接着の程度

（構造用合板の場合に記入）（注1）

板面の品質

（OSBの場合は曲げ性能）

強度等級 ホルムアルデヒド

放　散　量
寸　法部　位

単板の樹種及び構成や防虫処理については必要に応じて特記する。

（３）構造用合板、構造用パネル(OSB)、パーティクルボード、MDF等

（LVLの場合は曲げ性能）（LVLの場合は区分）

強度等級
材面の品質 使用環境

品　名
部　位 樹種名

放　散　量

ホルムアルデヒド

ラミナの枚数や特殊な試験については必要に応じて特記する。

【構造用集成材・LVL】

本項の内容は特記無き限り、集成材及び単板積層材の日本農林規格に準拠する。

（２）構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)

材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級１級相当とする。

や接合部に欠点が当たらないように注意する。

無

強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口

（背割りを行う場合は、見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には行わない。）有

背割りを行う部材の有無

主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。

材面の美観保存処理乾燥処理強度等級樹種名部　位

【構造用製材】

（１）構造用製材

2.1　木質材料

は適用項目を示すものとする。２．材料の品質

施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。

（６）製作要領書及び施工計画書の作成・提出

工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。

（７）施工図及びプレカット図の提出

工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモック

アップの作成を行う。プレカット工場を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。

（８）製作工場の選定、承諾

設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を

有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける。

（９）各種試験・検査報告書の提出

疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議する。

（５）疑義

1．指示書（現場説明書及び質疑回答書）

設計図書の優先順位は下記による。

（４）設計図書の優先順位

4．標準図

3．特記仕様書

2．設計図

上記の仕様書に記載無き場合は、公共規格又はこれに準ずる規格を適用する。

設計図書に記載なきものは下記の図書に準拠する。（※全て最新版による。）

「日本工業規格 JIS A3301-2015 木造校舎の構造設計標準」(2015年改訂版) 

「木造住宅工事仕様書」 (住宅金融支援機構監修)

（３）準拠する図書

設計図書とは標準図、特記仕様書、設計図、指示書（現場説明書及び質疑回答書を含む）をいう。

（２）設計図書

生地SUS304JIS G 4303

JIS G 4303 SUS304

SUS304JIS G 4303

生地

丸座金

角座金

・木栓はナラ・ケヤキ・カシ等、気乾比重0.6以上の広葉樹で、節や目切れ等の欠点の無いものとし

尚、ボルトとの組み合わせにより耐力が決まっている羽子板ボルト等の座金は、その仕様に準ずる。（単位：mm）

・ドリフトピンの先端テーパー部の長さ：10mm以下

先端は、3～5mm程度面取りすること。

（　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　）

品　名 メーカー等

電気亜鉛めっき溶融亜鉛めっき

電気亜鉛めっき溶融亜鉛めっき

電気亜鉛めっき溶融亜鉛めっき

防錆処理、使用箇所など短期許容接合耐力種　類

（５）接合金物、鋼材

68584838

（４）ドリフトピン、ラグスクリュー、木栓

堅木（樹種：　　　　　　）木栓

（　　　　　　　）

電気亜鉛めっき

（　　　　　　　）

電気亜鉛めっき強度区分4.6又

は4Tに適合する

炭素鋼

強度区分4.6又

は4Tに適合する

炭素鋼
 JIS B 1180

 JIS B 1180

（コーチボルト）

ラグスクリュー
鉄

鉄

防錆処理、使用箇所など(㎜)長さ(㎜)径材　質種　類

ドリフトピン

70

6

140

125

13

24

60

6

120

105

9

20

50

4.5

90

80

9

16

35

3.2

70

60

6

1210

4.5

50

60

3.2

30

3530

25

3.2

45

40

4.5

8

丸座金の直径

角座金の一辺

厚さ

丸座金の直径

角座金の一辺

厚さ

せん断を受けるボルト

引張を受けるボルト

　　ボルト径座金の大きさ　　　　　

・設計図及び標準図記載以外の座金は、特記なき限り用途ごと(引張、せん断)に下表により使い分ける。

ステンレス

鉄
SS400

SPHC

生地

（　　　　　　　）

電気亜鉛めっき

ステンレス

鉄

ステンレス

SNR400B,490B JIS G 3138
SWRM8～10 JIS G 3505

SWRCH8～10JIS G 3507-1

SS400 JIS G 3101

（　　　　　　　）

電気亜鉛めっき

アンカーボルト

鉄

　　ボルト・ナットはJIS B 1180、JIS B 1181の規格及び付属書JAによる。

材　質

SWRCH8～10

SWRM8～10

SS400

JIS G 3507-1

 JIS G 3505

 JIS G 3101

（　　　　　　　）

電気亜鉛めっき

防錆処理、使用箇所など(㎜)長さ(㎜)径

全ネジボルト

有効径六角ボルト

呼び径六角ボルト

種　類

めっき処理は溶融亜鉛めっき鋼板：Z27(JIS G 3302)　電気亜鉛めっき：Ep-Fe/Zn8/CM2とする。

処理方法は、日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。）

給排水用塩化ビニル管に接する部分は、薬剤による損傷を防ぐため管を保護する。

（注：接合部、亀裂部、コンクリートなどに接する部分は、特に入念な処理を行う。

使用薬剤：日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。

　　　保存処理材（性能区分）　 ：　K5　　K4　　K3　　K2　　K1

　　　AQ認証保存処理材：　１種　　２種　　３種

（特記無き場合は、処理量：　　　　　　　、処理回数：2回）ml/m 2300塗布、吹付、浸漬　・現場処理：

・高耐久材の使用（注：部材は心材あるいは心持ち材または集成材とする）

・工場処理材（注：現場の加工、切断、穿孔箇所などは、現場処理に準じる）

（３）耐候処理（塗装）：劣悪環境に置かれる木材等を対象とする。

抜き取り（部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）

抜き取り（部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）

抜き取り（部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）

抜き取り（部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）

抜き取り（部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）

寸法検査

外観検査

材種・等級の確認

ヤング率測定

含水率測定

（３）ボルト、ナット、座金

(㎜)長さ(㎜)径

フラット／バーブ平頭

接合具の材質は一般普及品を使用することを原則とし、特殊なものを使用したい場合は特記とする。

使用箇所製品名

（２）木質構造用ビス

2.2　接合具

接合具に錆を生じる恐れのある場合は適切な防錆処理を施す。鋼材の表面処理は特記による。標準

補強金物

SWM-N

SWM-N

SWM-N

網目付き/ｽﾑｰｽ

平頭フラット及び
耐力壁、床板、屋根SUS304JIS G 4309ステンレスＳ釘

平頭フラット石膏ボード用JIS G 3532鉄

ＺＮ釘

平頭フラット耐力壁、床板、屋根

JIS G 3532

ＣＮ釘

鉄

鉄 JIS G 3532

/スムース
皿頭網目付き

鉄Ｎ釘

（１）くぎ、木ネジ

頭部／胴部形状使用箇所(㎜)長さ(㎜)径

SWM-NJIS G 3532

材　質種　類

３等、４等で示す

材の品質を１等、２等、Ef150など測定した縦振動ヤング係数

で定められる区分で示す
（記入例）

等　級縦振動ヤング係数区分樹種名部　位

本項の内容は特記無き限り、素材の日本農林規格などに準拠する。

木造の構法は、建築基準法施行令第3章3節に規定する木造軸組工法に適用する。

５．木材の加工

（dはドリフトピン径）(ｄ≦M12)、ｄ+1.5ｍｍ(ｄ≧M16)

（dはドリフトピン･木栓径）ドリフトピン・木栓の木材の穴径：ｄ±0ｍｍ

ｄ+1.0ｍｍドリフトピンの接合金物等の穴径：

（５）加工状況の検査

　□梁：（　　　）　mm

（４）面取り

：（　　　）　mm　□柱

ｄ+1.0ｍｍ （ｄ≦M12）、ｄ+1.5ｍｍ（ｄ≧M16）　　　　　　接合金物等：

（３）表面仕上げ

構造用製材、構造用集成材、LVLの材長

図面表示は仕上がり寸法である。 

（２）加工寸法の精度

製材に背割りのある場合、曲げ材は断面の弱軸と背割りの方向を一致させる。

（１）刻み時の注意

せん断用ボルト穴径　（ｄはボルト径）

（ｄ≦M12）、ｄ+2.0ｍｍ（ｄ≧M16）　　　　　　集成材　　： ｄ+1.0ｍｍ

（　　　　　　　　　　　　　　）□（　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　材種：□

許容差に準ずる。ただし、上限値が制限なしとなっている場合は、協議による。

下記を除き、2．1木質材料に示す材の仕上げ後の断面寸法の許容差は各々の農林規格の寸法

（４）接合金物

（３）接合具

・同等認定品や性能評価品等を用いる場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。

製品名等について特記仕様書等で指定された所定の製品であることを確認すること。

・現場または加工工場に搬入される全ての接合金物について受け入れ検査を実施し、材質、形状

また必要に応じて立会いによる性能確認を実施する。

木製品の接合具については、予め曲げ試験などにより性能の確認を行いその結果を報告する。

・同等性能の接合具を用いる場合には、その主旨を監理者に申し出、承諾を得る。

製品名等について特記仕様書等で指定された所定の製品であることを確認すること。

・現場または加工工場に搬入される全ての接合具について受け入れ検査を実施し、材質径、長さ

は適用項目を示すものとする。４．材料品質の検査方法

３．耐久性（防腐・防蟻・耐候処理）

で確認すること。

ことを、日本農林規格(JAS)－MDF等の場合は日本工業規格(JIS)－の表示ラベルまたは出荷証明書

・搬入される全製品について受け入れ検査を実施し、特記仕様書等で指定された所定の製品である

（２）構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、構造用合板、構造用パネル等

・材種・等級は表示を確認し、外観・寸法検査は日本農林規格に準じて行う。

・含水率やヤング係数は刻印された表示の確認を原則とし、全乾重量法や静的ヤング係数試験は

　公的試験場にて行う。含水率計は日本住宅・木材技術センタ－認定品を、動的ヤング係数は

　全国木材組合連合会の認定品を用いて測定することを原則とする。

・全乾重量法や静的ヤング係数試験は１荷口につき確認する本数で示す。試験体は実際に使用

　する同一部材の中から抽出し、木材の試験方法（JIS Z 2101）に準ずる。

・特記無き場合は、含水率計による測定は、製材加工後の工場出荷前に行う。

・特記無き場合は、動的試験は製材後（継手などの工場加工前に）に行う。

（１）構造用製材

　現場または加工工場に搬入された製材等は、加工に先立ち下記の要領で受け入れ検査を実施し、

速やかに監理者に報告する。また係員の立会いを要する検査については、指定された試験要領に

基づいて、適時抜取り検査を実施する。社内検査で試験本数や抜取り率の指定がない場合は原則

全数とする。検査の結果、性能を満たさない材料については適用箇所を変更する等の措置を行う。

全数

全数

全数

全数

全数

検査項目

日本農林規格の目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材を使用する場合は

製造工場の認定書の写しを確認する。

含水率測定の時期は、監理者の指示による。　

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□　

製品名（会社名） 塗り回数

（　　　　　）

外周木質系面材耐力壁下部1ｍ

外周筋かい下部1ｍ

（　　　　　）□（　　　　　）□K3（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

高耐久材

（　　　　　）

工場処理材

K3

K3

K3

□

□

□

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

現場処理

□

□ （　　　　　）

外周柱下部1ｍ

土台
使用部位

□ （　　　　　） □ K3 □ （　　　　　） □ （　　　　　）

□ （　　　　　） □ K3 □ （　　　　　） □ （　　　　　）

水周り

その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）土壌処理

　特記無き場合は、日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等

　以上の効力を有するものとする。

□土壌処理省略 □北海道　□東北　□北陸　□（　　　　　　　）

注：処理範囲は、外周部布基礎の内側、内部布基礎の周辺２０ｃｍ、束石等の周囲２０ｃｍ

　　を標準とし、処理方法は日本しろあり対策協会の標準仕様書に準じる。

　部位

製品名 備　考使用箇所

（６）接着剤（接着接合）

ここでいう接着接合とは、建設現場で用いるものを対象とする。

（４）丸太・そま角

【丸太・そま角】

１．一般事項

（１）適用範囲

（１）木材の防腐・防蟻処理

木材の防腐・防蟻処理は以下のいずれかとする。

※本仕様書は建築物及び工作物の構造上主要な部分に木材・木質材料を用いる工事に適用する。

柱

垂木 杉

梁

見え掛かり材は
１種とし、
その他は、

２種とする。

耐力壁、床板、屋根

JIS G 3131

鋼材

接合部

筋かい耐力壁の

柱頭・柱脚接合部

横架材接合部

■ ■

■防蟻薬剤による処理：薬剤（　

□防蟻薬剤による処理と同等以上の対策　（　　　　　　　　　）

■

■

　　　　■　軸組み工法の継ぎ手仕口及び金物工法の場合：±1.0ｍｍ以下

　■施工者自主検査記録の提出〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　■立ち会い検査

■外観検査　　■加工寸法検査

６．運搬・建方

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

よる割れが発生するため避ける。

降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥に

（２）集積・保管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。

製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し

（１）輸送計画

集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。

　　■　集積場の確認　  

　　■　輸送計画書の提出　〔　

対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。

柱に大きな引張力を与えるなどの場合は監理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に

建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは

（４）施工時の安全性

養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。

アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、

（３）建方計画

　　■　建方計画書の提出　

　　■　施工時の安全性に対する検討書の提出　　　■　施工時荷重条件の通知

・建方の精度基準は下記による。　

（６）建方精度

・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。

・アンカーボルトはダブルナットとする。　□適用除外　〔　　　　　　　　　　　　　　　〕

　行う。

・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを

・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。

（５）アンカーボルトの施工

　　■建物の倒れ　　 　　　：　■　e≦H／2500+10mm　かつ　e≦50mm

　　　（節点間のレベル差）　 □　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　　■梁の水平度　　　 　　：　■　e≦Ｌ／700+ 5mm　かつ　e≦15mm

　　■建物のわん曲　　 　　：　■　e≦L／2500mm　かつ　e≦25mm

　　　　　階高

〔　　　　　〕　　□　　　　　通り芯からの誤差　
〔　　　　　〕　□　　　　　柱据え付け面の基準高さからの誤差　：

　　■柱据え付け面の高さ及びアンカーボルトの位置

■±3mm以下　

：　■±3mm以下

　　　　　　　　　　　　　　　：　■－5mm≦△H≦+5mm

・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。

　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　　速やかに監理者に報告し対応策を協議する。

　　はがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は

　　工事中に発生するボルトの緩み、接合具および接合金物に影響する材の割れ、接着面の

　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

（７）施工状況の検査

■　アンカーボルト施工時の立会い検査

　　■　施工者自主検査記録の提出〔　

■　地組み時の立会い検査

■　建方時の立会い検査

■　建方後の施工状況の検査

■　最終確認

　　■　施工者自主検査記録の提出〔　　

　　■　施工者自主検査記録の提出〔　

　　■　施工者自主検査記録の提出〔　　

　　■　施工者自主検査記録の提出〔　　

　木質工事特記仕様書

母屋

小屋束 檜
構造図による

特一等級材

■製材（意匠図による）　■集成材･LVL（意匠図による）　□その他（　　　　　　　）

含水率20％以下

含水率20％以下

含水率20％以下

含水率20％以下

含水率20％以下

ＧＮＦ釘

構造図による

構造図による

構造図による

Ｚマーク金物もしくは同等認定品及び、
同等の性能認定品、性能評価品とする

Ｚマーク金物もしくは同等認定品及び、
同等の性能認定品、性能評価品とする

Ｚマーク金物もしくは同等認定品及び、
同等の性能認定品、性能評価品とする

檜

杉 含水率20％以下方杖

火打梁 杉 含水率20％以下

柱頭接合部 ほぞパイプ

■ ■

■ ■

□ （　　　　　）■ ■

屋根

特一等級材

特一等級材

特一等級材

特一等級材

特一等級材

特一等級材

「公共建築木造工事標準仕様書 令和４年版」 (国土交通大臣官房官庁営繕部監修）

「木造計画・設計基準 平成29年版」 (国土交通大臣官房官庁営繕部監修)

「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」 (日本住宅・木材技術センター)

S-003

檜

檜

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事
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木造軸組接合部標準図（１）工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

木　造　軸　組　接　合　部　標　準　図（１）

・アンカーボルト及び座金の品質と性能、表面処理等は、特記仕様書による。

　確認する。但し、座掘り座金等、ナットと座金が一体になって土台に埋込まれる

Ｊ型アンカーボルトを用いる場合は、360 mm 以上とする。その他の 

引張金物専用アンカーボルトの呼び径は、M16以上とする。

-3.その他；    上記以外では、2.0m以内の間隔で設ける。

a).引張金物専用アンカーボルトの径

（２）引張金物専用アンカーボルト

b).引張金物専用アンカーボルトの基礎への埋込み長さ

引張金物専用のアンカーボルトの基礎コンクリートへの埋込み長さは、

【 Ｚマーク表示金物 】

【 Ｄマーク表示金物 】

【 Ｓマーク表示金物 】

   位置(柱芯より200mm内外)とする。

   耐力壁(筋交い,合板仕様共通)の下部は、その両端の柱の下部に近接した

-1.耐力壁(筋交い,合板仕様共通)の下部；

主要構造部に使用する木材・木質材料の品質については特記仕様書で指定する。

（１）木材及び木質材料

設計図書とは本標準図、特記仕様書、設計図、指示書（現場説明書及び質疑回答

工事に適用する。

木造の構法は、建築基準法施行令第3章3節に規定する木造軸組工法に適用する。

※本標準図は建築物及び工作物の構造上主要な部分に木材・木質材料を用いる

なお、上記の方法はひとつの建物で混用して構わない。

また、本標準図は在来接合工法のみについて記載しており、金物工法を用いる

場合は、金物工法用の標準図を本標準図に追加して用いること。

書を含む）をいう。

設計図書の優先順位は下記による。

1．指示書（現場説明書及び質疑回答書）

2．設計図

3．特記仕様書

4．本標準図

疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理

方法について協議する。

設計図書に基づき、当該工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ

自主管理能力を有した製作工場及び木工技能者を選定し、監理者の承諾を受ける

施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。

上記の仕様書に記載無き場合は、公共規格又はこれに準ずる規格を適用する。

本標準図に示す構造耐力上主要な柱及び梁の接合方法は、下記による。

・梁受け金物、及びホゾパイプ等による金物工法

・継手仕口による在来工法

本標準図で指定していない金物に変更する場合は、監理者の承認を得ること。

本標準図で扱う一般的な在来プレカット工場で加工可能な範囲は以下による。

これらを超える場合は、一般プレカット工場では加工できない為、任意形状の

加工が可能な加工機を有する工場を選定すること。

・梁:部材断面が幅90㎜～150㎜、梁成が幅と同寸～450㎜、及び材長６ｍ以下

・柱:90角～150角の正方形断面、長さ6ｍ以下

（２）設計図書

（３）準拠する図書

（４）設計図書の優先順位

（５）疑義

（８）製作工場の選定、承諾

（９）各種試験・検査報告書の提出

（10）接合工法

「木造住宅工事仕様書」 (住宅金融支援機構監修)

「日本工業規格 JIS A3301-2015 木造校舎の構造設計標準」(2015年改訂版) 

（７）施工図及びプレカット図の提出

（６）製作要領書及び施工計画書の作成・提出

プレカット図を施工図と位置づける。

接合部のモックアップの作成を行う。プレカット工場を使用する場合には、

工事に先立ち各種の施工図を作成し監理者の承諾を受ける。また、必要に応じて

工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監理者の承諾を受ける。

（11）加工部材に関する留意事項

※共通事項

（１）土台固定用アンカーボルト

主要構造部に使用するくぎはJIS A 5508で規定される鉄丸くぎ（N釘）または

太め鉄丸くぎ（CN釘）または溶融亜鉛メッキ太め鉄丸くぎ（ZN釘）または

ステンレス鋼釘（S釘）またはせっこうボード用くぎ（GN釘）を用いる。

主要構造部に使用する場合は構造上必要な剛性・耐力・靭性が確保されるものを

選定することとし、造作用のビス（コーススレッド等）を用いてはならない。

使用箇所・呼び径・呼び長さ等については特記仕様書で指定する。

（２）接合具

a)くぎ

b)木質構造用ビス

c)ボルト・ナット・座金

（３）接合金物

d)ドリフトピン・ラグスクリュー

b)製作金物b)製作金物

a)規格金物

e)木栓・木ダボ

防腐防蟻処理及び耐候処理（塗装）は特記仕様書で指定する。

製作金物の使用部位・材質・形状・寸法・溶接仕様・表面処理等については、製作金物の使用部位・材質・形状・寸法・溶接仕様・表面処理等については、

使用部位と金物の名称、材質、その他については特記仕様書で指定する。

・公益財団法人日本住宅･木材技術センターによる規格に準じた金物；

Ｚマーク表示金物 、又は Ｃマーク表示金物　

・性能認定金物；Ｓマーク表示金物

・同等認定金物；Ｄマーク表示金物

・JIS A 5531；木構造用金物

構造材の接合に用いる接合金物の規格は以下による。

書で指定する。

主要構造部に使用する場合は構造上必要な剛性・耐力・靭性が確保されるものを

選定することとする。使用箇所・材質・呼び径・呼び長さ等については特記仕様

a).アンカーボルトの埋設位置； アンカーボルトの埋設位置は以下による。

設計図書に記載なきものは下記の図書に準拠する。（ ※全て最新版による。）

（１）釘接合

-2.土台切れの端部及び、土台の継手仕口；

   土台切れの端部及び、土台の継手仕口では、男木の端部に設ける。

   当該部分が出隅の場合は、出来る限り柱に近接させた位置とする。

（４）接着剤

（５）防腐防蟻処理及び耐候処理

・釘の長さは材厚の2.5倍以上とする。

・構造耐力上主要な部分において、釘を引き抜き方向に抵抗させることは避ける。

・自動釘打ち機を使用する場合は、圧力を適切に調整するか、弱めの圧力で打込ん

　だうえに手で打込んで仕上げる等により、釘頭のめり込みを防ぐ。

・面材表面に対し、釘頭がめり込んではならない。

・木口面に打たれた釘は、引抜き方向に抵抗させることはできない。

※ 先孔の深さは、主材へのねじ込み深さの２／３程度とする。

（２）木質構造用ビス接合

・先孔を設ける場合の先孔の径は、以下のとおりとする。；

比重が 0.5 以上の樹種・・・・呼び径の 60～75 ％

・木口面に打たれた木質構造用ビスは、引抜き方向に抵抗させることはできない。

上記以外の樹種 ・・・・・・呼び径の 40～70 ％

・締付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適している

　ことを確認する。

・締め付けを完了したボルトは、ねじ部がナットから２山以上突き出ていることを

（３）ボルト接合

・ボルトの締め付けは、座金等が木材に軽くめり込む程度とし、過度に締付けない。

　　は特記仕様書で指定する。

　　※ ボルト・ナット及び座金の使用部位、種類、材質、寸法、表面処理について

主要構造部に使用する場合は所定の強度が確保できる樹種を指定する。

節・目切れ等の耐力上の欠点のないものとする。

樹種・径等については、特記仕様書で指定する。

上記以外に、指定性能評価機関、又はそれに準じる公立の評価機関で試験評価

機関で試験成績書を取得して基準耐力が明示された金物を、規格金物として

使用できる。

特記仕様書及び設計図による。

適切な防腐防蟻処理については特記仕様書で指定する。

　2) 主要構造部に使用するボルト・ナットのねじはJISB0205に示すメートル並目

　　ねじとし、構造上主要な部分にはM12以上を用いる。

　3) ボルト及びナットを用いて木材及び接合金物を緊結する場合には適切な寸法

　　と厚みのある座金を用いる。

土台及び外壁の地盤面から1ｍ以下の構造材については適切な防腐防蟻処理を行う。

建築現場で用いる接着剤の名称・材質・使用環境等については特記仕様書による。

　1) 主要構造部に使用するボルト及びナットについては以下による。

・公益財団法人日本住宅・木材技術センター規格に準じた金物に使用するボルト

　及びナット

・ボルトはJIS B 1051 ,ナットはJIS B 1052 に規定される機械的性質を満たす

炭素鋼

・上記以外に、指定性能評価機関、又はそれに準じる公立の評価機関で試験成績

書を取得して、耐力が明示された金物に使用するボルト及びナット

原則として、構造計算による応力の検定に現場接着による接着剤の耐力は算入

しない。但し、たわみや振動等に対する剛性確保のために接着剤の効果を見込む

場合はこの限りではない。

アンカーボルトを用いる場合は、引張金物の耐力を満た埋込み長さとする。

　タイプのものについては、メーカーの使用条件による。

　ネジタイプを用いてはならない。また、鋼板の孔径は以下のとおりとする。

・引張力を負担する構造上主要な箇所のボルトで、設計図書で指定する部位のもの

　については、ダブルナット等、弛み止め等の適切な処置を行う。

　していることを確認する。

・座金の厚さと大きさは、同じ胴径のボルト接合部における規定値を用いる。

（４）ラグスクリュー接合

・締付けに先立ち、ラグスクリューの長さ、材質、呼び径、座金等が施工箇所に適

比重が 0.5 以上の樹種・・・・呼び径の 60～75 ％

・先孔を設ける場合の先孔の径は、以下のとおりとする。；

※ 先孔の深さは、ネジ部の長さと同寸以上とする。

・一度ねじ込んだラグスクリューは、抜き直して再びねじ込むことは避ける。

・ラグスクリューの挿入は、スパナやインパクトレンチ等を用い、必ず回転させて

　行う。ハンマー等での叩き込みによる挿入を行ってはならない。

（５）ドリフトピン接合

（６）木栓接合

・ドリフトピンは、原則として、集成材やＬＶＬ等の寸法安定性の高い木質材料に

　用いるものとし、止むを得ず製材に用いる場合はＫＤ材とする。

・木栓は、原則として、集成材やＬＶＬ等の寸法安定性の高い木質材料に用いる

　ものとし、止むを得ず製材に用いる場合はＫＤ材とする。

・ドリフトピンは、孔に密着させて使用し、木材に対し遊びがあってはならない。

・木栓は、孔に密着させて使用し、木材に対し遊びがあってはならない。

・施工に際しては、木栓を孔に対し打込む時に、折れ曲がりや割れ、頭部の潰れ等

・木栓は湿気の少ない場所で保管し、現場においても水に濡れないよう注意する。

　が生じないよう注意し、無理な打撃を加えてはならない。

（７）グルードインロッド接合

・グルードインロッド接合とは、軸組部材の木口に先孔を開け、鋼棒等を挿入して、

　樹脂接着剤等を注入・充填させることにより、接着剤の付着抵抗と鋼棒等の引張

　によって、応力を伝達する接合をいう。

・グルードインロッド接合は、原則として、集成材やＬＶＬ等の寸法安定性の高い

　木質材料に用いるものとし、止むを得ず製材に用いる場合はＫＤ材とする。

・施工に際しては、所定の適用範囲や材料、手順、接着剤の使用環境、養生方法等

　を遵守して適正に行う。

・施工に際しては、孔に対しテーパーのある側を先端にして打込み、無理な打撃を

　加えてはならない。

上記以外の樹種 ・・・・・・・呼び径の 40～70 ％

・呼び径 M12以下；＋1.0mm

・呼び径 M16以上；＋1.5mm

・鋼板を側材に用いる場合のラグスクリューは、切削ネジタイプとし、転造

１．一般事項 ３．アンカーボルト ４．接合一般２．材料

（１）適用範囲

アンカーボルト

土台

女木

土台

アンカーボルト

又は柱芯
△ 通り芯,

土台

男木

※ Ｊ型及びＬ型アンカーボルトを用いる

アンカーボルト

土台

柱土台

引張金物専用
アンカーボルト

△ 基礎天端

　 埋込み長さ ≧ 360 mm

　 Ｍ16以上

アンカーボルト

　場合の必要埋込み長さを示す.

男木 女木

女木男木

土台
アンカーボルト

△ 基礎天端

※ Ｊ型及びＬ型アンカーボルトを用いる

　場合の必要埋込み長さを示す.

200 程度

2
00

 
程

度

200 程度

(見下げ)(見下げ)

200 程度

200 程度

≧
 3

6
0

≧
 
25

0

(見下げ)

※

※

≧
 2

50

70 程度

(見下げ)

※

(柱勝ち収まり等)仕口の場合 土台切れの場合

継手の場合

「公共建築木造工事標準仕様書 令和４年版」 (国土交通大臣官房官庁営繕部監修）

「木造計画・設計基準 平成29年版」 (国土交通大臣官房官庁営繕部監修)

「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」 (日本住宅・木材技術センター)
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木造軸組接合部標準図（２）工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

AB

B A

A

E

F

F

D

D

C

≧30≧30

θ≧11.3 °

・ 登り梁の場合

ホゾ孔

≦
5
0

ホゾ

ボルト

締付け

（※ 特殊加工機対応）

（１）共通事項及びキーフレーム

(見下げ)

※ 柱持たせの柱幅は、大梁の幅と同寸以上とする。

A 柱-横架材仕口；一般部（土台共通)

横架材（土台,梁)

木　造　軸　組　接　合　部　標　準　図（２）

30

30

B 柱-横架材仕口；出隅部（土台共通)

57～59

57～59

ｈ
ｈ

≧35

ホゾ

ｈ
ｈ

ホゾホゾ

ｈ

85～88

≧35

ｈ
ｈ

ｈ
30

ホゾ

30

85～88

柱

横架材（土台,梁)

3
0

柱

横架材

※ 材せい150mm以下かつ、 上階からの柱や

≧
22

≧
7
0

柱

C 通柱―横架材仕口；胴差し C 通柱―横架材仕口；桁差し

直交梁を受けないときに用いること。

22
≧

横架材

H

≧15

大入れ

ホゾ

h
2

h
1

大入れ

ホゾ
ホゾ

≧22

≦
1
5
0

ホゾ

≧70

≧2222～27

30

h1 ＝ H-5 mm 程度 

5

※ 胴差しで通し柱に取り付く 方向は、 ２方向までとする。

（見下げ） 小梁

h
2

h
1

≧10

大梁

h
1h
2

w1

B

小
梁

w1 ＝ B－4(～2程度)mm 

大梁

18
≧

18≧
D 大梁－小梁仕口；蟻仕口

H

※ Hは大梁と小梁の重なり寸法を示す。

H

h1 ＝ (H×0.65)＋15mm 以上

５．軸組標準接合部

女木

男
木

1
8≧

B

w1

（見下げ）

G 梁－梁仕口；逆蟻仕口 ※ バルコニ等の先端に架ける梁に用いる。

　　柱持たせのおさまりとしなければならない。(下図参照)

小梁せいが大梁せいより大きい場合には、

※ 小梁せいが大梁せいより大きい場合；

※梁からこぼれないよう注意

（見下げ）

5 5

≧10

(男
木

)

(男木)(女木)

(女木)

柱柱

大梁
w1

小梁

小
梁

B

w1

1
8
≧

18≧

大梁

H2

h

60 15

h

H1 ≧ H2
女木 男木

h ＝ H2×(2/3) 程度 

H1

H2

E 梁－梁継手；腰掛鎌継

※ 材せいは、女木(H1)≧男木(H2) 

とする。

男木女木

6060 15

梁

1/4以上確保すること。　(h≧H×1/4）

※ 甲乙梁下端～梁下端までの寸法は、梁せいの

F 梁－甲乙梁仕口；大入れ

～ (B×1/4）※最大 ｂ＝15mm 

※ h ≧ H×1/4

H

h

甲
乙

梁

ｂ

（見下げ）

B

梁

ｂ

H

h
甲乙梁

h1 ＝ (H×0.65)＋15mm 以上

w1 ＝ B－4(～2程度)mm 

※ Hは大梁と小梁の重なり寸法を示す。

w1

h
2 h
1 HH

h
2 h
1

女木

△ ※梁下端揃い

男木

18≧ ≧10

※ 斜め蟻の場合；

大梁

1
8
≧

小
梁 θ°

（見下げ）
※θ°≧ 26.6 

18≧

男木

※ バルコニ等の先端に架ける梁に用いる。

※ Hは大梁と小梁の重なり寸法を示す。

H 梁－梁仕口；茶臼仕口

▽ ※梁上端揃い、かつ

　女木せい＜男木せいw1

H

h
2 h
1

女木

≧
6
0

h2 h1

≧10

H

h1 ＝ (H×0.65)＋15mm 以上

w1 ＝ B－4(～2程度)mm 

女木

男
木

18
≧

B

w1

（見下げ） ホゾ

登り梁

陸梁

θ

（見下げ）

※棟束を挟まない場合
※木栓等

登
り梁登り

梁

陸梁

登り梁

締付けボルト
登り梁

※木栓等

（見下げ） 登り梁

θ

θ＝11.3°～45°

締付けボルト

θ

ホゾ

方杖

梁

(矢示)

θ

6～15

柱柱 まぐさ

6～15

Ｉ その他；まぐさ欠き

6
～

15

間
柱

間
柱

横架材

Ｊ その他；間柱欠き

横架材（土台,梁)

山形プレート等

（は）相当以上の接合金物

15程度15程度

（※直交材転び）

15程度

15程度 15程度

15程度

(矢示)

（４）継手・仕口の補強金物

θ≦45°

※

≧
3
0

（※ 特殊加工機対応）

特殊加工機を用いることにより対応が可能な継手仕口の一例を、本節に示す。

Ｎ 斜め柱差し大入れ Ｍ 斜め桁差し Ｌ 斜め胴差し 

大入れホゾ

大入れ

15程度

ホゾ
ホゾ

ホゾ

大入れ

大入れ

　 使用するコーナー金物は、羽子板同等以上の引張耐力を有するものとする。

※ Ｌ,Ｍともに、柱梁の緊結には引きボルトの代わりにコーナー金物を横使いとする。

※ Ｌ,Ｍともに、梁幅が柱からこぼれない範囲で用い、柱断面を調整して使用すること。

特殊加工機を用いた継手仕口は、加工工場が限定されるので注意すること。

特殊加工機を用いた継手仕口は、その形状により加工コストが増すので注意すること。

特殊加工機を用いた継手仕口は、加工工場が限定されるので注意すること。

特殊加工機を用いた継手仕口は、その形状により加工コストが増すので注意すること。

（３）特殊加工機を用いた標準的な継手仕口  (mm)

Ｋ その他；垂木欠き ※ 垂木下端に欠き込みを設けてはならない。

θ≦45°

※ 筋交い耐力壁の中桟も上図に準じる。

Ｏ 登り胴差し

θ≧45°

登り
梁

大入れ

Ｒ 登り座付きホゾ

登り
梁

ホゾ

登り
梁

θ≧45°

締付け

ボルト

ホゾ

Ｐ 登り桁差し Ｑ 登り斜めホゾ

登り
梁

ホゾ

S 登り梁合掌部 T 登り梁合掌尻 

U 方杖－梁仕口 V 方杖－柱仕口 

W 渡り顎 X 登り梁渡り顎

8
5～

8
8

≧
3
0

≧
3
0

≦50

方
杖

θ≧11.3 °

85～88

≦
50

締付けボルト

≦50

羽子板ボルト

≦180

短期基準引張耐力7.5kN以上

短冊金物 ビス又はボルト留め

ホゾ

（２）標準的な継手仕口  (mm)

両引きボルト
,角座金

5
7～

60

締付けボルト

≦
5
0

θ≧11.3 °

≧30 ≧30

85～88

・孔深さ57～60

　　　 　　　 □ 長ホゾ     90 mm

　　　 　　　 □ 上記以外(   ) mm

h ；ホゾ長さ　□ 短ホゾ 45～60 mm

　　　 　　　 □ 上記以外(   ) mm

　　　 　　　 □ 長ホゾ     90 mm

h ；ホゾ長さ　□ 短ホゾ 45～60 mm

h2 ＝ 55mm以上, h1－25mm 程度以下 

h2 ＝ 55mm以上, h1－25mm 程度以下 

h2 ＝ 55mm以上, h1－25mm 程度以下 

※平12建告1460号表3

　引抜力を計算し、引抜力以上の

（梁-梁 接合部）
・水平構面の外周部横架材接合部

　においては、床水平構面による

　すること。

　耐力を保有する接合金物を使用

・上記以外の接合部には、7.5KN

　以上の引張耐力を保有する接合

　金物を使用すること。（右図参照)

（梁-梁 接合部）

　すること。

　引抜力を計算し、引抜力以上の

・水平構面の外周部横架材接合部

　においては、床水平構面による

　耐力を保有する接合金物を使用

・上記以外の接合部には、7.5KN

　以上の引張耐力を保有する接合

　金物を使用すること。（右図参照)

（小梁端部接合部）

・小梁端部接合においては、

　地震力によって外れ落ちる

　接合金物で緊結すること。

　以上の引張耐力を保有する

　ことのないよう、最低3.0kN

・耐力壁枠柱の柱脚・柱頭においては、耐力壁による引抜力を計算し、引抜力以上

　の耐力を保有する接合金物を使用すること。

・化粧おさまりの場合

θ≧45° θ≧45°

・上記以外の柱脚接合部には、5.1KN以上の引張耐力を保有する接合金物(平12建告

　1460号表３に対応する表符号の”は”相当以上)を使用すること。

ホゾ

w1

柱 柱柱 柱

柱柱柱

柱

横架
材

横架
材

横架
材 柱

横架材

柱

横架材横架材

柱

柱

方杖

60

57～60
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木造軸組接合部標準図（３）工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

木　造　軸　組　接　合　部　標　準　図（３）

(注)  (単位)mm

A

B

ｱ

ｲ

ｳ

2)各部仕口形状及び性能

3)構造用合板の釘打ち方法

C

中桟端部：まぐさ欠きに15mm大入れの上、2-N75斜め釘打ち

D

各階の柱頭柱脚部: ホゾ差し等の上、水平力時に柱頭柱脚各部へ生じる引張力

を上回る耐力を有する金物を使用する

間柱端部：間柱欠きに6～15mm大入れの上、2-N75斜め釘打ち

ボルトを耐力壁両端の柱近接位置（柱芯から200mm内外）に１本ずつ設ける

合板に対するへり空き:10㎜以上

横架材・柱：N50＠150㎜以下

中桟:N50＠150㎜以下

構造用合板(又はOSB)の４周を釘打ちする

金物が干渉する場合は、金物を避けた位置に所定の本数を釘打ちする

A

2)各部仕口形状及び性能

B

C

ｱ

ｲ

ｳ

3)構造用合板の釘打ち方法

中桟端部：突き付けの上、2-N75斜め釘打ち

間柱端部：突き付けの上、2-N75斜め釘打ち

D

各階の柱頭柱脚部: ホゾ差し等の上、水平力時に柱頭柱脚各部へ生じる引張力

を上回る耐力を有する金物を使用する

耐力壁のせん断を土台から基礎へ伝えるアンカーボルト: M12以上のアンカー

ボルトを耐力壁両端の柱近接位置（柱芯から200mm内外）に１本ずつ設ける

合板に対するへり空き:10㎜以上

受け材、中桟: N50＠150㎜以下

構造用合板(又はOSB)の４周を釘打ちする

金物が干渉する場合は、金物を避けた位置に所定の本数を釘打ちする

耐力壁のせん断力を土台から基礎へ伝えるアンカーボルト: M12以上のアンカー

ｴ 間柱:N50＠150㎜以下

１

1)各部材料および寸法

面材：構造用合板　t=9㎜以上又はOSB t=9㎜以上

２ 柱間隔:600㎜≦P≦2000㎜

４ 間柱: 幅30以上、間隔500mm以下(合板継目部は幅45㎜以上）

５ 中桟: 幅90㎜以上 ６

３ 高さ：H≦6000mm

１

1)各部材料および寸法

面材：構造用合板　t=9㎜以上又はOSB t=9㎜以上

２ 柱間隔:600㎜≦P≦2000㎜

４ 間柱: 幅30以上、間隔500mm以下(合板継目部は幅45㎜以上）

５ 中桟: 幅90㎜以上

３ 高さ：H≦6000mm

柱及びはりに対するかかり寸法:22.5㎜以上

柱はりのへり空き:12.5㎜以上

受け材に対するかかり寸法:22.5㎜以上

受け材のへり空き:12.5㎜以上

受け材と柱はり:N90@300mm以下(両面構造用合板(又はOSB)張りの場合は@150以下）

受け材: 幅45㎜以上

両面張り耐力壁出隅部要領図

４
４

柱

１

１

１１

受け材の接合は ｂ. 　に準ずるｲ

ｂ.受け材付き真壁仕様耐力壁
梁

土台

４ ４

ｱ

ｱ

ｱ

ｲ

A
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6mm以上

150

15 15

３
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ｴ

ｳ
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ａ.面材張り大壁仕様耐力壁
梁

土台

A
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３

４

ｱ
ｱ

H

150
以

下
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0

300
以下
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0

1
50
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ｱ
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１
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４

４

６ ６

６

６

６

５

２ P

ｲ

ｲ

ｴ ｴ ｳ

ｳ

ｳ

（両面張り壁倍率：5.0倍）

（片面張り壁倍率：2.5倍）

（両面張り壁倍率：5.0倍）

（片面張り壁倍率：2.5倍）

D

土台

A

桁

２

ア

５

P

ア詳細図

2-N75

両面釘打ち

１

３

F

A

H

2)各部仕口形状及び性能

A

B

C 必要耐力：1Pの場合→8kN以上、2Pの場合→16kN以上

D

ホゾ差し等の上、水平力時に柱頭柱脚各部へ生じる引張力を上回る耐力を有する金物を使用する

筋かい端部: 突き付けの上 筋かいプレート(２倍用)を使用

各階の柱頭柱脚部:

中桟端部: 15mm大入れの上、必要耐力以上の金物を横向きに使用

梁端部在来仕口部補強金物： 耐力壁の許容せん断力以上の引抜耐力を有するものとする E 梁端部金物工法梁受け金物： 耐力壁の許容せん断力以上の引抜耐力を有するものとする

F 耐力壁のせん断力を土台から基礎へ伝えるアンカーボルト: M12以上のアンカーボルトを耐力壁両端の柱近接位置（柱芯から200mm内外）に１本ずつ設ける

イ詳細図

必要耐力

1Pの場合：8kN以上

2Pの場合：16kN以上

２

桁

土台

A

５

C
４

イ

C

P

15 15

１

１

５

３

H２

中桟端部補強金物

C

F

A

H

H
１

15mm大入れ

中桟

筋かいの芯は、柱と横架材の内法面の交点にあわせる

柱勝ち

（在来工法） （金物工法）

柱勝ち

（在来工法）

梁勝ち

D

D
E

A A A

梁 梁 梁 梁

A

４

５

１

２

３

1)各部材料および寸法

柱間隔:900㎜≦P≦2000㎜

筋かい：45mm×90mm以上(節,目切れ等軽微なもの)

高さH≦3000mm：１段、　H＞3000mm：２段

間柱:幅30mm以上、間隔500mm以下 端部は上下横架材

の間柱欠きに6～15mm大入れの上、2-N75斜め釘打ち

H１及びH２は、H／2内外

ａ.筋かい耐力壁：45×90以上

（たすき掛け壁倍率：4.0倍）

（片筋かい壁倍率　：2.0倍）

１段の場合（H≦3000mm）

土台勝ち

（在来、金物工法共通）

筋かいプレートのビスと

梁受け金物が干渉しない

ように注意すること

在来工法及び金物工法とも柱梁ビスどめタイプを基本とする

B B

B

B

柱の有効細長比（断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比）は、150以下とすること。

面材張り耐力壁の面材に対する釘頭のめり込みは、2mmを限度とする。2mmを超える場合は隣り合う釘との中間部に増し打ちすること。

耐力壁の土台と基礎との間は、無収縮モルタル又は十分な耐久力を持つスペーサー材を挿入し隙間を埋めること。

（３）高耐力仕様構造用合板張り耐力壁（JIS A 3301標準仕様）：　短期許容せん断耐力⊿Qa＝29.6kN/m

本耐力壁を採用する場合は、設計図書に試験成績書を添付すること

１

２

３

1)各部材料

４

間隔：900㎜≦P≦1000㎜

５

６

７

８

高耐力壁の端部および合板継ぎ目部の柱：120㎜×120㎜以上

構造用合板継ぎ目部横つなぎ材：120㎜×120㎜以上

グリッド柱に取付く受け材：75㎜×120㎜以上

高さ：1800㎜≦H≦3650㎜

間柱：見付け45㎜以上、見込み120㎜以上、間隔Ｐ/3以下

ａ.条件及び仕様

７ ７

１ ４

７

150mm×150mm以上とする
主要鉛直構面の交点の柱(グリッド柱)は

（１）施行令46条に準じた耐力壁

６．耐力壁
6.1共通事項

6.2耐力壁の仕様

各部仕口形状は、（３）高耐力仕様構造用合板張り耐力壁を除き、木造軸組接合部標準図（２）5.軸組標準接合部に準ずる。

２段の場合（6000mm≧H＞3000mm）

中桟:　幅：柱と同寸、成≧柱幅

２段の場合：6000mm≧H＞3000mm

（２）昭56建告1100号に準じた耐力壁

ｴ 間柱:N50＠150㎜以下

・木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2008年版）の詳細計算法による面材張り耐力壁については、同書の規定に準拠することとし、釘ピッチ配列等の仕様については設計図による。

柱頭柱脚ホゾ:厚さ30㎜×深さ90㎜以上

2)各部仕口形状及び性能

A

B

間柱両端:横架材への溝加工及び15㎜程度大入れC

中桟端部ホゾ：

片側から柱に取り付く場合：厚さ30㎜×深さ90㎜ホゾ差し

両側から柱に取り付く場合：厚さ30㎜×深さ60㎜ホゾ差し

各階の柱頭柱脚部:

耐力壁のせん断を土台から基礎へ伝えるアンカーボルト:

M16アンカーボルト耐力壁１P当り２本設ける

水平力時に柱頭柱脚各部へ生じる引張力を上回る

耐力の金物を使用する

3)各部への釘打及びビス止め

横架材・柱・受け材：N50＠60㎜チドリ打ち

間柱:N50＠90㎜打ち

構造用合板はたて張り、４周を釘打ちする

ｳ

ｴ

ｵ

ｶ

ｷ

ｸ

ｱ

ｲ

D

E

　を除き、柱及びはりに対するかかり寸法:60㎜以上ｲ

2階耐力壁合板を２階床大梁へ留め付ける場合かかり代:50㎜以上

柱はりのへり空き:25㎜以上

金物が干渉しへり空きが確保できない合板部分のへり空き:8㎜以上

を除き、合板に対するへり空き:15㎜以上ｵ

　の受け材とグリット柱:７

ｶ
ｲ

ｶ
ｵ

ｶ

ｳ

ｳｴｴ ｳ

柱

柱構造用合板
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一般部 補強金物付近

構造用合板

土台

柱柱

土台

構造用合板
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ｴ
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ｴ

ｵ

D

2階床大梁 2階床大梁

構造用合板

2階床大梁

D
柱

７

７

土台

柱

D

構造用合板

構造用合板

D

D
8以上

７

釘打ち要領図

補強金物付近

（グリッド柱部）

6.3その他の耐力壁

・指定性能評価機関またはそれに準じる公共の評価機関で成績書を取得して耐力が明示された耐力壁については試験成績書の仕様に準拠することとする。

・大臣認定を取得した耐力壁については、認定書に記載された適用範囲及び仕様を守ること。

９

高耐力壁を用いる場合のグリッド柱：150mm×150mm以上

小屋柱：120mm×120mm以上

（グリッド柱：Ｘ方向とＹ方向の主要鉛直構面の交点の柱）

木質構造用ビスφ6、L130～150@100(2列)で留め付ける
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８
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５

小屋柱、梁にN50@75

釘打ち
間柱にN50@200以下で

小屋耐力壁
構造用合板t＝12mm(両面)

面材：構造用合板　t=12㎜　両面張り
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N.S

木造軸組接合部標準図（４）工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

1)各部材料

面材：構造用合板t=24㎜又は28㎜横架材に直張り

甲乙梁:90㎜×90㎜の正角材又は幅75㎜×成120㎜製材を平使い

大梁側面に取り付ける床受材:幅55㎜～75㎜×成120㎜の製材

2)各部仕口形状及び性能

構造用合板の継目及び釘打ちを行う部分の直下には甲乙梁を設ける

高低差のある梁へは側面に床受け材を取り付け構造用合板を受ける

構成

甲乙梁端部は小梁に対して深さ15㎜程度の大入れ

甲乙梁端部は床受け材に対して床受け材を深さ15㎜×成60㎜

切り欠き甲乙梁は成60㎜分大入れし床受け材勝ちの納まりとする

3)各部への釘打及びビス止め

構造用合板はN75＠75㎜日の字釘打ちで横架材,甲乙梁,床受材に

留め付ける

大梁側面へ取り付ける床受材は木質構造用ビスφ6,L130～150

3)各部への釘打及びビス止め

構造用合板はN75＠150㎜日の字釘打ちで横架材,甲乙梁,床受材に留め付ける

構造用合板はN75＠150㎜ロの字釘打ちで横架材,甲乙梁,床受材に留め付ける

注意事項：構造用合板（又はOSB）に対する釘頭のめり込みは、2mmを限度とする

立面図

2mmを超える場合は隣り合う釘との中間部に増し打ちすること

ロの字釘打ちは構造用合板上に直接フローリングを貼る構成の場合、

1)各部材料

面材：構造用合板t=24㎜登梁及び母屋に直張り

母屋:幅120㎜×成120㎜の製材

　　 多雪区域(3級及び4級)の場合は幅120㎜×成150㎜の製材

軒先転び止め:幅105㎜×成300㎜の製材を用い,天端は屋根面に合わせ切り欠く
側面図 側面図平面図 軒先転び止めの外面に直貼りする構造用合板:t=12㎜

2)各部仕口形状及び性能

構造用合板の継目及び釘打ちを行う部分の直下には母屋を設ける

屋根の合板レベルに対して低い位置にある軒先の大梁上に転び止めを設け構造用合板

を受ける構成

母屋端部は登梁に対して深さ15㎜程度の大入れ

3)各部への釘打及びビス止め

13.5kN/m仕様:構造用合板はN75＠75㎜4周(ロの字)釘打ちで登梁及び母屋に留め付ける

19.1kN/m仕様:構造用合板はN75＠50㎜4周(ロの字)釘打ちで登梁及び母屋に留め付ける

母屋端部に対して吹上対策として木質構造用ビスφ5,L150（頭部径φ12.5以上

軒先大梁と転び止めの外面に直張りする構造用合板は，N50くぎを50 mmピッチの

大貫通孔:d≦H/4かつ150㎜

小貫通孔:d≦30㎜(隣り合う孔は3d以上離す)

部：小開口を設けることが

縦小貫通孔:d≦b/6かつ30㎜

できる範囲

穴径がL/2(50cm程度）接合金物用切り欠きライン
までなら四周を受け材等で

補強して面材を釘打ちすれば可

水平方向の受材等は

注意事項：ひねり金物を使用する際、軒先・棟だけ

両端を軸組の柱に対して

　　　　　でなく垂木ｰ母屋の接点全てに使用する

斜めビス止め等で緊結する

穴径が12t以下かつ

L/6以下ならば補強不要

部：小開口を設けることが

できる範囲

注意事項：転び止めを使用する際、軒先・棟だけ
　　　　　でなく垂木ｰ母屋の接点全てに使用する

　　　　　N75釘4本(表2本と裏2本を千鳥配置)

3)各部への釘打及びビス止め

構造用合板はN50＠150㎜で川の字に垂木に留め付ける

転び止めを梁に2-N75斜め釘止め
b:面材左右端まで10㎜垂木の留め付けは、垂木の側面から軒桁、母屋、棟木3)各部への釘打及びビス止め
c:軸材端まで（最小値）12.5㎜

構造用合板はN75＠150㎜で日の字に垂木に留め付ける

注意事項：構造用合板（又はOSB）に対する釘頭のめり込みは、2mmを限度とする

（１）2階床水平構面の条件及び仕様

短期許容せん断耐力

B

14.1kN/m(注)  (単位)mm

7.1共通事項

・各部仕口形状は、（３）高耐力仕様屋根・床水平構面を除き、木造軸組接合部標準図（2）5.軸組標準接合部に準ずる。

・木造軸組み工法住宅の許容応力度設計（2008年）の詳細計算法による水平構面については、同書の規定に準拠することとし、釘ピッチ配列等の仕様については設計図による。

・指定性能評価機関またはそれに準じる公共の評価機関で成績書を取得して耐力が明示された水平構面については試験成績書の仕様に準拠することとする。

7.2水平構面の仕様

（１）木造軸組工法住宅の許容応力度設計に準じた床構面

（a）日の字釘打ち （b）ロの字釘打ち

C

短期許容せん断耐力 短期許容せん断耐力
7.84kN/m 3.53kN/m

ｱ D

ｲｱ

ｲ

ｲ

（２）屋根水平構面の条件及び仕様

短期許容せん断耐力
13.5kN/m（合板釘ピッチ75㎜）
19.1kN/m（合板釘ピッチ50㎜）

認定仕様例示）日合連（JPMA）仕様耐力壁-床勝納まり 筋違金物による床勝ち納まり告示耐力壁-床納まり

大壁合板耐力壁-床構面 真壁合板耐力壁-床構面 筋違耐力壁-床構面 大壁合板耐力壁-床勝 真壁合板耐力壁-床勝 筋違耐力壁-床構面
（筋違勝） 認定番号：FRM-0298 （床勝:大臣認定仕様）認定番号：FRM-0296（壁勝） （壁勝）

会社名　（　　　　　　　　）

8.1　梁貫通孔の条件及び仕様

（２）木造軸組工法住宅の許容応力度設計に準じた屋根構面
ひねり金物

（a）登梁-厚合板 （b）垂木-合板
短期許容せん断耐力 短期許容せん断耐力
7.84kN/m(勾配面に対して） 1.96kN/m(勾配面に対して)

転び止め

H/
3

H H/
3

H/
3

H

2
d

H

H
/3

2d
3d以上離す

b/
3

ｂ

b
/3

2d

１

２

A

B

C

D

１ １

２ ２

３ ３

４

４

A A

B

B

C

1)各部材料および寸法

面材：構造用合板t=24㎜～30㎜横架材に直貼

甲乙梁:幅45㎜以上×せい45㎜以上・梁及び甲乙梁の間隔1000㎜以下

2)各部仕口形状及び性能

各仕口部分：

水平力時に継手、仕口各部へ生じる引張力を上回る耐力の金物を使用する

構造用合板の継目及び釘打ちを行う部分の直下には甲乙梁を設ける

高低差のある梁へは側面に床受け材を取り付け構造用合板を受ける構成

甲乙梁端部は小梁に対して深さ15㎜程度の大入れ　N75　1本斜め打ち

剛性・耐力に影響しない
面材耐力壁の小開口の設け方

面材厚:t

1)各部材料および寸法 1)各部材料および寸法

面材：構造用合板t=24㎜～30㎜横架材に直貼 面材：構造用合板t=9㎜～15㎜(横置）

面材短辺寸法:L

登梁：幅105㎜以上×せい105㎜以上　間隔1000㎜以下 垂木：幅45㎜以上×せい45㎜～90㎜＠500㎜以下

甲乙梁：幅45㎜以上×せい45㎜以上　間隔1000㎜以下 小屋耐力壁：15㎜以上×90㎜以上

小屋耐力壁：15㎜以上×90㎜以上 (端部は平12建告1460号の筋違耐力壁の接合) 斜め打ち
(端部は平12建告1460号の筋違耐力壁の接合) 転び止め：45㎜×60㎜程度 ＠(垂木ピッチ）

a2)各部仕口形状及び性能 2)各部仕口形状及び性能

各仕口部分：水平力時に継手、仕口各部へ生じる 母屋ピッチ:1000㎜以下

耐力壁から勾配屋根水平構面までせん断力を伝達でき引張力を上回る耐力の金物を使用する

e

構造用合板（横置）構造用合板の継目及び釘打ちを行う部分の直下には るよう、耐力壁線上には同等以上の壁量となるよう小

甲乙梁を設ける

耐力壁から勾配屋根水平構面までせん断力を伝達でき

a

るよう、耐力壁線上には同等以上の壁量となるよう小 b b

a:面材上下端まで10㎜

認定番号（　　　　　　　　）

A
A

AA

ABA

B
ABA

D

A
A

C B

B A
A

7.3　JISA3301仕様高耐力水平構面

木　造　軸　組　接　合　部　標　準　図（４）

７．水平構面

撓み等に注意する事

８．貫通孔
8.2　耐力壁貫通孔

(1)小開口付耐力壁：木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)
※壁倍率7倍までの孔開けルール

P
P/3 P/3 P/3

横架材 a d

5
0

H
/
3

50 50

大貫通孔を設ける

ことができる範囲

e

垂直補強受け材H H
/
3

間柱 水平補強受け材

d≦
2
4
0㎜

以
下

（2）高耐力仕様合板貼耐力壁（JISA3301標準仕様）

b

※壁倍率7倍を超える場合の孔開けルール（JISA3301仕様）

H/
3

柱柱

a)貫通孔基準

50

中桟

a 小貫通孔(d≦30㎜)

5
0

梁の側面に小貫通孔を 1区画につき1か所までなら補強不要

50 50

設けることのできる範囲

c

b 小貫通孔×3(外接円の径d≦240㎜)

四周を補強受材で補強

d

面材1枚につき1か所のみ可

間柱
垂直補強受け材

c 大貫通孔(d≦240㎜)

水平補強受け材

四周を補強受材で補強

面材1枚につき1か所のみ可

e

梁の上下面に小貫通孔を b)釘打ち及び断面

d≦
240㎜

以
下設けることのできる範囲 d 合板から補強受材へN50@90㎜で釘打ち

（大貫通孔は不可）

5
0

補強受材は間柱と同寸以上の断面

横架材

e 補強受け材の留め付けは斜めビス2本止め

を150 mmピッチの二列打ちとして留め付ける

ねじ部長さ50以上）1本を斜め打ちとする

千鳥打ちとして留め付ける

屋耐力壁（くも筋違い）を設ける事

屋耐力壁（くも筋違い）を設ける事

１

１２

２

３

A

B
１

３

C
２

D

３

１ １

３１ ２
ｱ１

ｲ
２

ｱ

ｲ２
１

２

２

２

１

３
２

３

４

１ A

B

４

２
C

２

ｱ

ｲ

３
ｳ

１

２

３

１
ｳ

４

ｱｱ

4 1

４ ｳ３

４ ２２３
ｳ

４ ｲ

ｲ

2

４ ４

4

２

3

ｱ

ｲ

ｳ

ｱ

：面材

ｳ

ｲ C

A

ｱ

ｱ
A

A

B

ｲ

の上面に対してN90釘2本打ち
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木造軸組接合部標準図（５）工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

40

▼

11
3
.
5

ダボ、又はホゾパイプ

両ねじボルト；M12×360

・トラスのスパンが12ｍを超える場合は、振れ止め材を入れることが望ましい。

・θ1,θ2は共に、3寸～4.5寸勾配(16.7°～24.2°)程度とする。

40

1
2
0

50 40

4
0

40

400

≧295

9
0

3
7
.
5

80

1
2
0

JIS A 3301-2015 木造校舎の構造設計標準 に準じた仕様の耐風火打ち

転び止め

矢示 

渡り顎

陸梁

羽子板ボルト

大入れ

大入れ
妻面小屋大梁

締付けボルト

※ 各部仕口形状は、木造軸組接合標準図(２) ５.軸組標準接合部 に準じる。
妻構面

※ キープラン

1,800～2,000 程度

Ｘ
方
向
小
屋
大
梁

トラス陸梁

耐
風
火
打
ち

小屋組出隅部 見上げ

※ 桁梁間の距離(面外風圧の支点間距離）が8m程度までの場合に用いることができる。（１）耐風火打ち

45°程度

程
度

10．耐風火打ち

　・腰掛け鎌継ぎ

９．小屋組標準トラス

φ6,L110
木質構造用ビス

φ6,L110

木質構造用ビス

登り梁

木　造　軸　組　接　合　部　標　準　図（５）

D 合掌尻

矢示 Ａ

側
束

Ａ

C 斜材・側束上部

斜材

桁梁

JIS A 3301-2015 木造校舎の構造設計標準 に準じた仕様の小屋組トラス

・ボルトの鋼材種別；　□ SNR400B　□ SNR490B　□ 左記以外(         )

矢示 a

斜材斜材B 真束下部

斜材斜材 木質構造用ビス

陸梁 陸梁

2×φ6,L110

両ねじボルト;M16-L800
角座金t9,70×70

登
り

梁

※しのぎ加工

(天端を山型にカット)
棟木棟木

角座金t4.5×40

M12 両ねじボルト

矢示 Ａ

棟木 棟木

M12 両ねじボルト

角座金t4.5×40

登
り

梁

登り梁

棟
木

M12 両ねじボルト

角座金t4.5×40

M12 両ねじボルト

角座金t4.5×40

登り梁

（２）継手仕口

大入れ

矢示 Ｂ

Ｃ

真
束

Ｂ

Ａ

登りばり

A 真束上部

真
束

登り梁

M12 両ねじボルト

角座金t4.5×40

50

4
0

15 15

15 15

40 40

9
0

4
011
0

9
0

60 1515

90

50 50

4
0

4
0 60 60 604
0

60

5050

4
0

50

5
0
≦

5
2
.
5

9
03
7.
5

52
.
5

9
0

9
0 15 15

1
5

800

400

90

真
束

120

15 15≧295 ≧29590 90

40 407
5

8
0
30

斜材
50

4
0

40

8
0
30

40 Ｂ90

2525

80

9
0

4×φ6,L110
木質構造用ビス

6060
30 3030

～
5
9

30

～
4
6
　
　

木質構造用φ6,L110を2本打ち
 又は、ホゾ深さ50程度として

木栓;φ15 

※

陸梁 陸梁

真
束

ホゾ

85～88

9
05
0

真
束

9
05
0

45

ホゾ
※

4×φ6,L110
木質構造用ビス

※
木栓;φ15 

陸梁 陸梁

4
0

30 30

120
6060

30 30

4
0

1
20

Ｂ．

（１）共通事項及びキーフレーム

Ｄ．

Ａ．

θ1

・登り梁は合掌尻から割付け、継手を設ける位置は側束より真束側とする。

（側束側面より、真束側に50～250の範囲に腰掛鎌継ぎの胴付面を設けること。

 ただし、屋根水平構面の母屋の仕口の位置と干渉しないように注意。)

t4.5×φ45 
丸座金＋丸座堀,

又はホゾパイプ

渡り顎＋ダボ、

渡り顎＋ダボ、

又はホゾパイプ

E 登り梁継手 F 側束下部

桁
梁

桁
梁

陸梁

（桁梁上に配置)

転び止め

2
0

2
0

ダボ、又はホゾパイプ

転び止め

（桁梁上に配置)

（見下げ)

10060

9
0

4
1

54

15

20 20

50 50

ｂ

ａ

1
2
0

25 25 25 25

≧400

※ 7.3(2)_③,④,ウ 参照

矢示 Ｃ

矢示ｂ

▼

▼;継手位置を示す.

矢示 Ｂ

4
0

ホゾ

・束勝ちとする場合は、

　Ｂ.真束下部 に準じる。

Ｅ．

Ｃ．

Ｆ．

※振れ止め材

θ2

締付けボルト（座付）

15
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鉄筋コンクリート構造配筋図(1)工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

６．柱

ハンチを付けた場合　（ａ≧３）

1.2 　記号

1.1  構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。

4.3　 べた基礎

4.4 　基礎接合部の補強

6.1 　柱主筋の継手

6.3 　帯　筋

6.4 　斜め柱・斜め梁

6.5  絞り 6.6   二段筋の保持

5.4 　小規模鉄骨造の柱脚固定の配筋

6.2 　柱主筋の定着

５．地中梁

１．一般事項

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）

１

ａ

１

Ｌ
２

 o
r 

Ｌ
３

Ｌ１

２－Ｄ１６以上

４５°～６０°

Ｌ
２

Ｌ２

Ｗ１

Ｌ
２

３
－
Ｄ
１
３

７
０

４
０

300

＊＊＊

＊
＊

＊

Ｈ５００＜Ｈ≦１，０００

Ｌ
１

梁
幅

１５０以下

１５０以下

第１帯筋

第１帯筋

Ｐ１

Ｐ１

ッ

ピ

設

計

チ

以

下

Ｄ

柱

１
．
５

Ｄ

柱 Ｄ

Ｌ
２

１

１
．
５

Ｄ

柱Ｄ

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｄ

Ｌ
２

Ｐ
Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｄ

Ｌ
1

１５ｄ

Ｌ
2

６ｄ

又は同サイズ２本

１
０

０

帯筋より１サイズ太く

１
０

０

Ｄ ６ｄ

４
０

０

ｅ≦Ｄ／６

６φ－＠１，０００

ａ

ａ

２

根巻形

埋込み長さｈ
主筋

埋込形

D以上

2-Ｄ13以上

地中梁上端筋

主筋

125以上

Ｈ００Ｐ

鉄骨柱Ｄ
(基礎梁のある側）

鉄骨柱2Ｄ以上

地
中
梁

埋
込

み
長
さ
ｈ

2-Ｄ13以上
Ｈ００Ｐ

３０～５０

地中梁下端筋

＠
１
５

０
Ｈ

０
０
Ｐ

ＢＰ下端Ｌ

40d以上

割裂防止用Ｕ字筋

１２５以上

１５０以上

Ｈ
０
０
Ｐ
　
＠
１
０

０

ＢＰ下端Ｌ

Ｌ１

Ｈ００Ｐ　２－Ｄ１３以上

鉄骨柱Ｄ

３０～５０

標
準
１
，
０
０

０

ｈ
o/
4

ｈ
o

ｈ
o/
2

ｈ
o/
4

ｈ
o/
2

ｈ
o

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ
２

ｈ
o

40
0以

上
40
0以

上
ｈ
o/
２
＋
１
５
ｄ

ｈ
o/
２
＋
１
５
ｄ

ａ＝１．５ｘ（呼び名の数値）

６φ－＠１，０００ ４
ｄ

４
ｄ

＊印筋はＤ１０－＠２００とする

Ｌ
２

ｅ

６ｄ

ｅ

ａ

ａ

ａ

ａ

Ｄ

梁

１

１

１

Ｌ
２

Ｌ２

≧
15

ｄ

(基礎梁のない側）

柱１

フック付

2.5D以上又は

計算上必要な長さ

Ｈ：主筋の25dかつ

Ｈ

ｈ
o/
4

ｈ
o/
4

パネル部分は

0.2％以上とする

１５ｄ

Ｌ

L

Ｓ型（スパイラル型）ハ

５ｄ以上

１０ｄ以上

Ｗ型（溶接型）

２ｄ２ｄ

５d

ロ

8d

型

６ｄ
４ｄ

６
ｄ

イ

６
ｄ

135°

Ｈ型（タガ型）

6d

6d

6d

6d

150≧ｅ＞Ｄ／６

150以下

ベース下の施工を慎重にする
(注1　計算によらない場合である）

ｄ…異形棒鋼の呼び名に用いた数値 丸鋼では径　　Ｄ…部材の成　　Ｒ…直径

＠…間隔　 　ｒ…半径　 　…中心線　 　…部材間の内法距離　 ｈo…部材間の内法高さ

地中梁の主筋と頭付スタッド

による，おさまりに注意する

柱幅と斜材幅が異る柱幅と斜材（柱又は梁）幅が同一 柱脚で斜材となる

注１．１．５Ｄの範囲の柱の帯筋は一段太いものか、又はダブル巻きとし＠１００以下とする

注２．１ の鉄筋は２－Ｄ１３かつ、２本の一段太い鉄筋とする

圧接継手 重ね継手

さが不足する個所に付ける

設計応力に対して必要な定着長

筋並びにはりのせいが小さく、

鉄筋のフックは柱頭の四隅の鉄

主筋の位置をさける

注３．フックおよび継手の位置は、

交互とする

注２．Ｗ型で現場溶接をする場合は

注１．第１帯筋は、梁づらに入れる

配筋は同厚の壁リストにならう

Ｗ1の三角壁厚さは,２００以上又は地中梁幅とし，

ＣＬ

１）耐圧版鉄筋の継手位置は床スラブにならう

但し，上筋と下筋を読みかえる

４）埋戻し土のある場合は４０を７０とする

３）②の鉄筋はＤ１３以上

２）①の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする

ＳＴ…あばら筋　　　　Ｈ００Ｐ…帯筋　　　　Ｓ．Ｈ００Ｐ…補強帯筋　　　φ…直径又は丸鋼

Ｈ＜３００は＊印筋は不用とする

継手の好ましい位置

[柱]　ＳＡ級、Ａ級継手を使用する場合の

　　　継手位置は特記による。

場合はかご鉄筋で補強、または特記

により増強する。

柱、梁の定着Ｌ２以上が確保されない

Ｌは５０ｄ以上かつ３０cm以上とする

Ｌは中間部５０ｄ以上かつ３００以上

末端部の添巻は１．５巻以上とする

は片面溶接１０ｄ

両面溶接５ｄ以上

型

型

Ｌ ＬＣ

４０ｄ（片側）20d(両側）

Ｃ

000 000 000 000 000 000 00 000 000 000 000 000 000 00

4.2 　杭基礎

かぶり厚さ２
０

ｄ
以
上

２
０

ｄ
以
上

余長４ｄフック付 フック無し

4.1 　直接基礎

４．基　礎

ｂ ａ

捨フープ

ｂ

ＣＬ

斜め筋　3-Ｄ13以上

４５°

Ｄ１

ａ＝Ｄ１＋２ｄの範囲

ｂの範囲
主筋間隔の１．５倍かつ

３００以下

主筋間隔は２００以下

ベース筋

Ｄ ｄ

（地震力等の水平力を考慮する必要のある場合は、別途検討すること。）３．杭

杭　径

補強筋

ＨＯＯＰ

300φ、350φ

6-Ｄ13

400φ 450φ 500φ 600φ

8-Ｄ13 10-Ｄ13 8-Ｄ16 10-Ｄ16

Ｄ10-＠150

基礎下端

補強筋 ＨＯＯＰ＠150

基礎下端

コンクリート止め板

３-Ｄ１６

ＨＯＯＰ＠150

所定の位置に止まった場合 所定より低く止まった場合

45°

1
0
0
以

上

φ

φ
Ｌ
２

φ

150

1
5
0

Ｌ
２

１
．

５
φ

Ｌ

但しＬ≦φの場合（下げ止まりの影響をあらかじめ

　　　　　　　　　計算上考慮されている場合に限る）

　　Ｌ>φの場合は　工事監理者の指示による

3.1  ＰＲＣ杭、又はＰＨＣ杭の全てに補強を行う　　

2.7 　鉄筋のフック

梁a．丸鋼 b．あばら筋，帯筋 c．煙突の鉄筋

d．柱，梁（基礎梁は除く）の出隅部分の鉄筋（右図参照）

e．その他，本配筋標準に記載する箇所

(a～eに示す鉄筋の末端部にはフックを付ける。）

2.6 　鉄筋のあき

間隔

あきdo do

間隔

あきｄ ｄ
柱

異形鉄筋 丸　鋼

隣り合う鉄筋の平均径（異形鉄筋では呼び名に用いた数値ｄ）の１．５ｄ以上

粗骨材の最大寸法の１．２５倍以上かつ２５以上 末端にはフックが必要

図の 印の鉄筋の重ね継手の

2.5 　かぶり厚さ（単位：ｍｍ）

５０

５０

７０

ひびわれ誘発目地部など鉄筋のかぶり、

厚さが部分的に減少する個所についても

最小かぶり厚さを確保する。

は　　り
柱

屋　外

屋　内

屋　外

屋　内

設計かぶり厚さ

（ｍｍ）

３０

４０（１）

（２）

（３）

土に接する部分

土に接しない部分

擁 壁

部 位

屋根スラブ

床スラブ

非耐力壁

耐　力　壁

[注] (１）耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて 30mmとすることができる。

40mmとすることができる。

を受けて40mmとすることができる。

かぶり厚さ

柱・はり・床スラブ・耐力壁

基礎・擁壁・耐圧スラブ

(２) 耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて

(３) コンクリートの品質および施工方法に応じ、工事監理者の承認

(４) 軽量コンクリートの場合は、10mm増しの値とする。

(５) （　）内は仕上げがある場合。

(６) 土に接する部分のかぶりは増加する厚さを打ち増しとする。

４０

５０

１．５Ｌ１以上

Ｌ１

約０．５Ｌ１

Ｌ１

重ね継手（下図のいずれかとする）
圧接継手・溶接継手

ａ≧４００

θ＞８０゜

圧接面
３ｍｍ以下

θ

圧接面

d/4以下

d/
5
以

下

ｄ

圧接面

ｄ 1.4d以上

ガス圧接形状

1.1d以上

１．末端のフックは、定着および重ね継手の長さに含まない継　手
２．継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする
３．直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする
４．Ｄ29以上の異形鉄筋は、原則として重ね継手としてはならない
５．鉄筋径の差が７mmを超える場合は、圧接としてはならない

２．鉄筋加工、かぶり

2.1  鉄筋末端部の折曲げの形状

図

ｄ

余
長

ＲＲ

余
長

ｄ

Ｒ

余長

ｄ

折り曲げ角度９０゜はスラブ筋，折曲げ角度 ９０゜１３５゜１８０゜

壁筋の末端部，またはスラブと

同時に打ち込むＴ形およびＬ形

梁のキャップタイにのみ用いる。

キャップタイｄ

８
ｄ

以
上

＊片持スラブ上端筋の先端

鉄筋の余長 4d以上 6d以上(*4d以上) ６d以上(*4d以上)

スラブ筋、壁筋には丸鋼は使用しない。

ＳＤ２９５～ＳＤ３４５の、Ｄ19～Ｄ38は4d以上,Ｄ41およびＳＤ390は5ｄ以上。

折曲げ内法寸法Ｒは、ＳＲ235～ＳＤ345の径16およびＤ16以下は3ｄ以上，

2.2  鉄筋中間部の折曲げの形状　鉄筋の折曲げ角度９０゜以下

スパイラル筋

ｄ

Ｒ

所による呼称

鉄筋の使用個

る区分

鉄筋の径によ
鉄筋の種類

鉄筋の折り曲げ

内のり寸法（Ｒ）
図

以下

１９φ

１６φ

Ｄ１６

６ｄ以上

４ｄ以上

あばら筋

帯 筋 ＳＲ２３５,ＳＲ２９５

ＳＤ２９５Ａ・Ｂ

ＳＤ３４５
Ｄ１９以上

Ｄ１９～Ｄ２５

Ｄ１６ 以下 ４ｄ以上ｄ

Ｒ

ＳＤ３４５

ＳＤ３９０

ＳＤ２９５Ａ・Ｂ

Ｄ２９～４１ ８ｄ以上

2.3　鉄筋の定着及び重ね継手の長さ

３ｄ以上

上記以外の鉄筋

1) 鉄筋の定着長さ

45d 40d 35d 30d

25d30d35d40d21

24 ～ 27 35d 30d 25d 20d

25d 20d30d35d30 ～ 36

39 ～ 45 30d 25d 20d 15d

30d35d

30d 25d

30d 25d

20d25d

25d 20d

30d35d

35d 30d

30d 25d

30d 25d39 ～ 45 40d 35d

35d40d30 ～ 36

24 ～ 27 45d 40d

40d50d21

39 ～ 45 35d 30d

30d35d30 ～ 36

24 ～ 27 40d 35d

35d45d21

50d18 40d

18

SD295A

SD295B

SD345

SD390

鉄筋の種類

コンクリート

設計基準強度

Ｆc（N/mm ）
L1 L2

L3

小梁 スラブ
L1h L2h

L3h

小梁 スラブ

フック　あり

10dかつ

150mm

以上

20d 10d -

2

［注］ （１）　L1,L1h : （２）以外の直線及びフックありの定着長さ。

（２）　L2,L2h : 割裂破壊のおそれのない箇所への直線及びフックありの定着長さ。

（３）　L3 : 　小梁及びスラブの下端筋の定着長さ。(基礎耐圧スラブ及びこれを受ける小梁は除く）なお、片持ち小梁及び

片持ちスラブの場合は20ｄ及び10ｄを25ｄ以上とする。

（４）　L3h : 　小梁の下端筋のフックあり定着の長さ。

（５）　フックありの場合は、右図に示すようにフック部分の長さを含まない。

（６）　Ｄ２９以上の鉄筋は、重ね継手としてはならない。

（７）　腹筋の重ね継手長さは、15ｄ程度とする。

（８）　径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方のｄを用いる。

（１０）機械式定着工法（技術評価取得品）を使用する場合は、設計者の承諾を得ること。

（９）　高強度せん断補強筋の加工は、認定書による。

（１１）軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。

上表の値以上とする。設計ルートは、Ｓ-01による。

（１２）設計ルート３以外の建物の、柱に取り付ける梁の引張鉄筋の定着長さは、40dかつ

Lh

（フック付きＬ）

フ
ッ
ク

2.4  投影定着長さ

2

（１）L　: 梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ。

［注］

ａ

（基礎梁、片持ち梁及び片持ちスラブを含む。）

（２）L　: 小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げb

定着の投影定着長さ。（片持ち小梁及び片持ち

スラブを除く。）

（３）軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを

加えたものとする。

鉄筋の種類

コンクリート

Ｆc（N/mm ）

設計基準強度 Lａ Lb

18 20d 15d

21 15d 15d

24 ～ 27 15d 15d

15d15d30 ～ 36

39 ～ 45 15d 15d

SD295A

SD295B

20d 20d18

21 20d 20d

24 ～ 27 20d 15d

15d15d30 ～ 36

39 ～ 45 15d 15d

SD345

21 20d 20d

20d20d24 ～ 27

30 ～ 36 20d 15d

39 ～ 45 15d 15d

SD390

特別の定着及び

重ね継手の長さ

45d

40d

40d

35d

35d

45d

40d

40d

35d

35d

フック　なし

フック　なし

10
ｄ

Ｌ
１

ｈ

かご鉄筋

四隅部の柱筋フック付

かご鉄筋

定着長さの不足に対する処置方法

Ａ－Ａ断面

Ａ Ａ

（柱筋と同径とする）

〃〃

柱Ｄ

Ｐ

スパン中央部で圧接する。

Ｐ
Ｐ

15ｄ

Ｐ

Ｌ2

上端筋は、連続筋とし

Ｌ1

  柱頭で斜材と接合する場合    梁が山形の場合

１

１ １

１５０以上

ＯＯＯ Ｏ ＯＯ
ＯＯ ＯＯＯ

ＯＯ ＯＯ ＯＯＯＯ
ＯＯＯＯ

5.2 　独立基礎，杭基礎でスラブなどの上載荷重を受ける場合（定着，継手）

（上端筋継手範囲） １５ｄ１５ｄ

／４ ／２ ／４

外端部 内端部

＊＊

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ２

Ｌa

ことを原則とする。

折り曲げ起点は　　Ｄを超える
３
４

Ｌ２

Ｌa

Ｌ２

Ｌa

Ｌa

ＯＯＯ Ｏ ＯＯ
ＯＯ ＯＯＯ

ＯＯ ＯＯ ＯＯＯＯ
ＯＯＯＯ

ＯＯＯＯ ＯＯＯ ＯＯ ＯＯＯＯＯＯ ＯＯ ＯＯＯＯＯ ＯＯ Ｏ

5.1 　独立基礎，杭基礎の場合（定着，継手）

5.3 　布基礎，べた基礎の場合（定着，継手）

Ｌ２

（継手範囲） １５ｄ１５ｄ

／４ ／２ ／４

外端部 内端部

＊＊

Ｌ
２

外端部 内端部

／２／４ ／４

＊

L1

上端筋継手範囲 下端筋継手範囲 上端筋継手範囲

＊

２０ｄ２０ｄ

L1 １５ｄ１５ｄ

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ２

場合，上向きとすることができる

＊上端主筋の定着は，やむを得ない

Ｌ２

Ｌa

ことを原則とする。

折り曲げ起点は　　Ｄを超える
３
４

Ｌ２

Ｌa

Ｌa

Ｌa

ことを原則とする。

折り曲げ起点は　　Ｄを超える
３
４

Ｌ２

Ｌa

Ｌa

Ｌa

Ｌa

5.5  水平ハンチの場合のあばら筋加工要領 5.6  せいの高い梁のあばら筋加工要領図

イ
6～8

ハンチ　梁幅　ハンチ

柱

｛

梁
幅

　
ハ

ン
チ

※一般のあばら筋と同様のものを２本束ねる

※一般のあばら筋と同様

のものを２本束ねる

8d

8d

Ｄ

D:1500を超える場合

イ　の拡大図

1※ ｛2-Ｄ

※2-D

6d

6d

（下端筋継手範囲） （下端筋継手範囲）

継手範囲
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N.S

鉄筋コンクリート構造配筋図(2)工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

１５ｄ

肩筋Ｄ１３以上

バーサポート

２５ｄ

60

１５ｄ

Ｄ１３

1
0d

以
上

Ｘ

Ｙ

Ｙ
/４

Ｙ
/４

７５～１００Ｌ2

ｂ 一般床スラブａ 片持ち床スラブ

Ｘ/4 Ｘ/4

Ａ

Ｃ Ａ

ＢＡ Ａ

Ｃ

Ｃ Ｃ

Ｌ２

10dかつ150以上

8.1　　定着および継手

7.1　定着

７．大梁、小梁、片持梁

８．床　板

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）
Ｌ

５
ｄ

Ｌ
１５ｄ

20ｄ

ａ大梁

柱幅

Ｄ

Ｌ２

＊ＬＣ

柱幅が大きい場合

（梁主筋を折り曲げるとき）
つりあげ筋

最　上　階

＊柱幅が大きくて、直線部だけで

Ｌ２がとれる場合でも柱中心線を

こえて中間折曲げテール長１５０

以上又は１８０°フック付とする

フック付き

Ｃ
／４

2

ことを原則とする。

折り曲げ起点は　　Ｄを超える
３
４

Ｌ2

2
+

Ｌ

Ｌa

Ｌa

8
ｄ

以
上

L2を示す
注）点線は下端筋の曲上げ定着

Ｌ2+5d

Ｌ2+5d

一　般　階

Ｌ２

Ｌ2

Ｄ

Ｄ
４
１

Ｄ

３
４
１

Ｄ Ｄ
４４

３
Ｄ

8
ｄ

以
上

8ｄ
以

上

Ｌa

Ｌa

ｂ小梁の定着

θ＝４５°

に必ず入れること

補強あばら筋は小梁主筋側

正

平　面 正　面

面

連続端

Ｌ １５ｄＣ

20ｄ

／４

斜めでもよい

(直線定着）

／６下向きでもよい

斜めでもよい 20ｄ

25ｄ

小梁外端
１
２

8
ｄ
以
上

１５ｄＬ２ ／４
Ｌa

Ｂ以上

Ｂ

幅止め筋

腹　筋

Ｄ＜600 不要

1,200≦Ｄ　　　Ｄ10（９φ）　＠300以内

Ｄ10（9φ）　　＠1000以内で割り付ける

900≦Ｄ＜1200 4－Ｄ10（9φ） ２段

600≦Ｄ＜900 2－Ｄ10（9φ） １段

Ｄ

幅止め筋

4d

腹筋
4d

7.7 　幅止め筋の本数、加工 幅止め筋
1
80

°
曲

げ4
d

梁成の大きい場合や

に使用することができる。

SRC造りのあばら筋の納まり

ｆ

両側床版付（Ｔ型）梁で ｃ 又は ｂ とすることができる。

（イ）原則として ａ のフック先曲とする。片側床版付（Ｌ型）梁で ｂ　、

（ロ）フックの位置は ａ にあっては交互。 ｂ にあってはスラブ付側とする。

８
ｄ ８
ｄ

６
ｄ

６
ｄ

６
ｄ

4d

６
ｄ

６
ｄ

ｄ ｅｃｂａ

(注,床版がない場合は135°以上のフックとする)7.4　　あばら筋の型

つりあげ筋

つり上げ筋は、一般のあばら筋と同じサイズを２本巻きとする

第１あばら筋は柱面より配筋する

印は幅止め筋

7.3　　あばら筋、腹筋、幅止めの配置

／４ ／４

D D／４／４

は継手の好ましい位置

7.2　　大梁主筋の継手

Ｌ２

平面

あばら筋
を入れる

ｃ片持梁の定着

（イ）一般階

（ロ）最上階

片
持

梁
筋

折
り

下
げ

３/ ２１５ｄ

先端　端部 先端　端部

１５ｄ ２ / ３

Ｌ3またはＬ2

Ｌ１

拘束筋

Ｌ
3

Ｌa

8
ｄ

以
上

Ｌ
1

Ｌ3h

Ｄ

3/4Ｄ 1/4Ｄ

１５ｄ ２ / ３

先端　端部 先端　端部

２５ｄ

３/ ２１５ｄ

Ｌ3またはＬ2

Ｌ１ Ｌ１

8
ｄ

以
上

8ｄ
以

上

Ｄ

3/4Ｄ 1/4Ｄ

１
/
2

Ｌ
１

Ｌ
３

１

出隅受け部

１/2

１
/
2

２

注） １≧　２とする

出隅部

(
つ

な
ぎ

部
の

中
間

に
上

端
筋

は

（出隅受け部配筋）

柱）出隅部分の補強筋は、計算により算出する。

※出隅受け部補強筋は、

それぞれの方向に出隅

補強筋として出隅部の

同本数をハッチ部分に

配置する。

Ｄ
1
3
、

下
端

筋
は

Ｄ
10

を
設

け
る

）

Ｌ
3
1
は

下
端

筋
の

定
着

１

２

一般床版配力筋

注）　１≧　２とする

１/2

出隅の部分補強筋

Ｌ１

（出隅部分補強配筋）

出
隅

部
分

の
補

強
筋

（ダメ穴打継面について）

無筋部分Ｄ１０－＠２００ 長さ800以上

設計配筋間隔の1/2ピッチ　長さ２×Ｌ1以上

8.2　　屋根スラブの補強

8.3　　片持ちスラブ出隅部補強

8.8　　打継ぎ補強

標準継手位置

上端筋

下端筋

短　辺　方　向

長　辺　方　向

短辺・長辺方向 Ａ　Ｃ

継手位置は原則として下表による。

Ｂ

Ｂ

バーサポート

60７５～１００2Ｌ

8
ｄ
以
上

か
つ

1
5
0
mm
以

上

8
ｄ
以

上

Ｌ3

Ｌa

Ｌb

Ｌa

Ｌa

Ｌ
2
+
５
ｄ

8
ｄ
以

上

8
ｄ
以
上

8
ｄ

以
上

5－Ｄ10

屋根スラブの補強

屋根スラブの出隅及び入り隅部分には、

左図の通り、補強筋を上端筋の下側に配置する。
（Ｌ＝1,500）

5－Ｄ10
（Ｌ＝1,500）

ａ ａ

ａ≦300mm

2

Ｌ3

11）鉄筋の重ね継手長さは、Ｌ　とする。

（段差のある場合）

　　スラブ筋を折り曲げて引き通してもよい。

Ｌ2

Ｌ
3

Ｌ 2

Ｌ

　　一般床版

Ｌ

2

3）先端の折曲げ長さＬは、床版厚さよりかぶり厚さを除いた長さとする。

2

Ｌ 2

4）先端に小梁がなく壁が取り付く場合は、下図による。

Ｌ

10
0以

下

2）定着長さ及び受け筋は、下図による。

1）鉄筋の重ね継手長さは、Ｌ　とする。

10
0以

下

2）定着長さ及び受け筋は、下図による。但し、引き通すことができない場合は梁内に定着する。

2

Ｌ3

1

Ｌ

及び間隔に合わせる

間隔に合わせる

先
端

壁
厚

以
上

先端壁の縦筋の径及び

先
端

壁
厚

以
上

Ｌ3

Ｌ 2

Ｌ2

2

Ｄ13
Ｌ

ＬＬ 2

Ｄ13

8.10 　土間コンクリートの配筋

2－Ｄ13

2－Ｄ13

※　段差が70mm以内で梁内でゆるやかに曲げることができる場合は、

2

Ｄ13

ＬＬ

1

Ｌ 2

土間コンクリートの鉄筋径

2）基礎梁との接合部は下図による。

1

2

Ｄ13
Ｌ

（梁下側から持ち出されている場合）

配力筋

Ｌ2

Ｌ
2

10
0以

下

Ｌ 1

主筋

受け筋(Ｄ13) (Ｄ13)

受け筋

(Ｄ13)

受け筋

(Ｄ13)

受け筋

(Ｄ13)

受け筋

1）土間コンクリートの配筋は、特記による。特記が無ければＤ10 ＠200シングル配筋とする。

8.9 　片持ちスラブの基準配筋

Ｌ

Ｌ

Ｌ 1

主筋

3

配力筋

先端部補強筋

2－Ｄ13

Ｄ13（　≦1000）
受け筋

Ｄ16（　＞1000）

Ｌ

2－Ｄ13

　≦600

配力筋

受け筋Ｄ13先端部補強筋

Ｌ 1

主筋

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

特記が無ければ下図による。

2

Ｄ13

Ｌ

2Ｌ

基礎梁とスラブを一体打ちとしないで、打継ぎを設ける場合の補強は特記による。

Ｄ10 ＠200

8.11 　土間スラブの打継ぎ補強筋

8.7　　継手及び定着

2Ｌ

Ｌ2

受け筋(Ｄ16)

（７）　耐圧スラブ

2Ｄ/3
以上

Ｄ

180

100 2Ｌ

Ｄ10 ＠200

Ｄ13

差筋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ部分

Ｌ b

7.5　　二段配筋

1)    ２段配筋の鉄筋のあきｂは、１．５ｄかつ最大粗骨材径の１．２５倍以上とする。

鉄筋径の異なる場合は大きい方の径による。ＲＣ造の場合おおよその目安は下表による。

ＳＲＣ造の場合は鉄骨仕口規準に準ずる。

ｂ

ｂ

Ｄ１６～Ｄ２２

Ｄ２５

Ｄ２９

Ｄ３２ ５０

４５

４０

３５

呼び名径 ｂの標準値

2)    ２段筋のあき確保のため、下図の吊り上げ筋あるいは補助筋を使用する。

ｂ ｂ

４ｄ

６φ－＠１５００以内 ６φ－＠１５００以内

Ｓ金物

宙吊り筋

２段筋

Ｄ＝３ｄ～２ｄ

Ｄ１３－＠１５００以内

（宙吊り筋がない場合は不要）補助筋

吊り上げ筋

Ｄ
以

下

Ｌ１

Ｌ１
２Ｄ

Ｄ

Ｄ１３
Ｄ１６

Ｄ Ｈ

Ｄ１０－＠１５０

Ｌ１

Ｌ１

２Ｄ

Ｄ
≦

Ｈ
≦
２

Ｄ

全断 全断

8.5　　床板段差

7.6　　副あばら筋の形

１８０゜

４
ｄ

以
上

４
ｄ

以
上

8.6　　梁よりスラブが高い場合

ＡＡ

Ｈ Ｈ

ｔ

ｔ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

２

２

２３

２

２

ｔ

５０打増し５０打増し
１
．５

ｔ以
上

４５゜

Ｄ１３Ｄ１０，Ｄ１３交互

スラブ筋ピツチ

Ｄ１０－＠２００以下

Ｄ１０－＠２００以下

Ｄ１３

スラブ筋と同径・同ピッチ

（注）・Ａが１００ｍｍ以下の場合の要領は、８－５－１に準じる。

　　　・Ｈは４００ｍｍ以下とする。

１．５ｔ≦Ａの場合 １００≦Ａ＜１．５ｔの場合

A

A

　A-A　

Ｗ１ ２
Ｌ

Ｌ１

１

Ｗ
２

３ｘ（Ｗ１＋Ｗ２）／２以上

Ｗ１ Ｗ２

１
Ｌ

Ｌ１

１

Ｌ
１

３０

１０００以下

３
０

Ｌ

梁にＬ　定着

Ｗ１：主筋と直交する開口寸法　

Ｗ２：配力筋と直交する開口寸法　

Ｎ１本

イ

ロ

ハ

短
辺

方
向

２

ハ

ロ
イ

Ｎ
２

本

※　　　表示はスラブ筋を示す。

１００以上確保（各貫通共通）

補強枠筋
２－Ｄ１３

補強斜筋２－Ｄ１３

（上端筋の下に入れる）

補強枠筋
２－Ｄ１３

補強斜筋
２－Ｄ１３

補強枠筋

２－Ｄ１３

補強枠筋

２－Ｄ１３

２－Ｄ１３
補強斜筋

２－Ｄ１３
補強枠筋

（注）

（注）・補強筋　イ　及び　ロ　は、上表の値かつ切断した鉄筋Ｎ１，Ｎ２の１／２以上とする。　

・Ｗ１、Ｗ２共４００ｍｍ以下の場合　イ　は梁に定着せず開口端部より定着長さＬ　をとる。　

　ただし、開口ピツチは芯々で隣接する開口寸法の平均３倍以上とする（（ａ）図）。

　またスラブ筋を切断しないことを条件とする。

・スラブ開口の最大径が両方向の配筋間隔以下で、鉄筋をゆるやかに曲げるか鉄筋をずら

　すことにより、開口部を避けて配筋出来る場合は補強を省略することができる（（ｂ）図）。

　やむを得ず鉄筋を切断した場合は、切断した鉄筋同径以上又は同鉄筋量以上を配筋する。

・開口の最大寸法Ｗが１５０ｍｍ未満の場合は補強不要。　

１

・開口の最大寸法Ｗが１０００ｍｍを超える場合は、開口周辺に小梁等の特別の補強を設

　ける。小梁が設けられない場合は構造監理担当者の指示により補強する。

・開口が円形の場合、開口直径φをＷによみかえる。

・貫通孔及び取りつける器具の位置は配筋前に型枠に墨出しまたは箱入れをし、貫通孔用

　スリ－ブ内に鉄筋を貫通させてはならない。

・切断した鉄筋同径以上または同鉄筋量以上を配筋出来ない場合は、8-6-1の

（注）・貫通孔によりやむを得ず鉄筋を切断した場合は、切断した鉄筋同径以上または

　同鉄筋量以上を配筋する。

　単独開口に倣う。

開口補強筋

開口寸法 １５０＜Ｗ２≦  ４００ ４００＜Ｗ２≦  ７００ ７００＜Ｗ２≦１０００

４００＜Ｗ１≦  ７００

７００＜Ｗ１≦１０００

イ

ロ

ハ

イ

ロ

ハ

イ

ロ

ハ

上下各１－Ｄ１３

上下各１－Ｄ１３

２－Ｄ１０

上下各２－Ｄ１３

上下各１－Ｄ１３

２－Ｄ１０

上下各３－Ｄ１３

上下各１－Ｄ１３

２－Ｄ１３

上下各１－Ｄ１３

上下各２－Ｄ１３

２－Ｄ１０

上下各２－Ｄ１３

上下各２－Ｄ１３

２－Ｄ１０

上下各３－Ｄ１３

上下各２－Ｄ１３

２－Ｄ１３

上下各２－Ｄ１３

上下各３－Ｄ１３

２－Ｄ１３

上下各２－Ｄ１３

上下各３－Ｄ１３

２－Ｄ１３

上下各３－Ｄ１３

上下各３－Ｄ１３

２－Ｄ１３

１５０≦Ｗ１≦  ４００

（ａ）
（ｂ）

　実際の補強方法を計画し、構造監理担当者の確認を受けること。

場合は、下図の要領で補強を行う。

　シヤフト内の貫通等で開口ピツチの芯々が隣接する開口寸法の平均の３倍以上とれない

8.4　　開口補強要領

1）単独開口

2）連続開口
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N.S

鉄筋コンクリート構造配筋図(3)工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（３）

横筋

コンクリート
縦筋

40ｄ

横筋

縦筋

Ｌ

400

40ｄ

400

Ｌ

横筋

400

Ｌ

１０．補強コンクリートブロック造

1）適用範囲は、空洞コンクリートブロック（以下「ブロック」という）を組積し、鉄筋により補強された

一般の場合

（注）Ｌは、かぶり厚さを除いた長さ

の柱又は壁に接する場合

開口部が､鉄筋コンクリート

3）まぐさは鉄筋コンクリート造とし、配筋は特記による。 ただし特記がなければ 図３,図４ による。

図２

2）鉄筋の材料は鉄筋コンクリート造に準じ、特記がなければ　ＳＤ295Ａとする。

鉄筋の加工及び組立

適用範囲及び材料

1,000＜　≦2,000

20
0

2－Ｄ13

 　耐力壁による平家建及び２階建程度の小規模な構造物の鉄筋工事とする。なお、基礎、がりょう、スラブ等

図４

（注）まぐさの幅は、ブロック厚さと同じとする。

まぐさの配筋

 　なお、既製まぐさを使用する場合は、監督員の承諾をうける。

図３

20
0

2－Ｄ10

400＜　≦1,000

1）壁の配筋（交差部､端部の補強筋を含む）は特記による。特記がなければ 1－Ｄ13とする。

 　かぶり厚さに含まない。図１参照

4）壁鉄筋の重ね継手長さは45ｄとし、定着長さは40ｄとする。

2）交差部、端部（開口部）の配筋は 図２ による。

3）壁鉄筋のかぶり厚さの最小値は、20mmとする。ただし、ブロックフェイスシェルは、

2）壁横筋は、壁端部縦筋に180°フックによりかぎ掛けとする。ただし、直交壁がある場合は、

 　直交壁に定着させるか、直交壁の横筋に重ね継手とする。

各部の配筋

Ｄ13

ｔ

ｔ

ｔ

ａ

ｂ

Ｌ２

Ｌ３Ｌ1

Ｌ１

ＫＢ７

180

ＫＢ５

ＫＢ６

200

180

180

150

150

下端筋

150

ＫＢ３

ＫＢ４

全 域

ＫＢ２

縦筋

横筋

150

Ｌ２

ｔ

Ｌ２
Ｌ３

150

Ｄ10

Ｄ10

下端筋

Ｌ３

（配力筋）

上端筋

符号

?　支点に小梁を設けるタイプ

Ｌ０

ＫＢ１

ｔ
上端筋

ＫＢ形基準配筋

注　折れ曲がり部分は、応力も大きくひび割れも

二辺固定床版形

o

?　折れ曲がり床版階段タイプ
　　入りやすいので配筋は特に入念に行うこと。

Ｌ

150

上端筋

ｔ

ｔ

上端筋

上端筋

上端筋
150

ｂａ

ＫＫ２

ＫＫ１

150

Ｌ２

上端筋

2）床版配力筋の継手及び定着の長さは Ｌ３とする。

1）階段主筋は壁の中心線を越えてから縦に降ろす。

壁縦筋

Ｌ２

Ｌ１

Ｌ２

ｔ

1－Ｄ13

符号

片持ち床版形

1）片持ち床版形階段の基準配筋は下記による。
 　形状、寸法、及び配筋種別は特記による。

ａ

ｂ

ａ
ｔ

1－Ｄ13

2－Ｄ13

１１．階   段

1－Ｄ13

ｔ符号

ｂ

ａ

2－Ｄ13

ＫＡ２

ＫＡ１

ｂ

1－Ｄ13

150

150

ｂ

ａ

1）二辺固定床版形階段の基準配筋は下記による。

Ｄ13

Ｄ10

Ｄ10

ＫＡ形基準配筋

ｔ

片持ち階段を受ける壁

片持ち床版形階段の配筋と定着

ＫＫ形基準配筋

150

Ｌ３

下端筋

上端筋

Ｌ２

Ｌ１
Ｌ１

（配力筋）

1－Ｄ13
（下端筋）

2）壁筋の定着の長さは Ｌ２とする。

符号
（配力筋）

（配力筋）

（下端筋）

（下端筋）

1）縦筋は、横筋の外側に配置する。

（配力筋）（配力筋）

ｔ

180

横筋

縦筋
200

横筋

ＫＷ２

ＫＷ１

配 筋

縦筋

Ｄ10 ＠300 Ｄ10 ＠300

Ｄ10 ＠300

Ｄ13 ＠200 ダブル

Ｄ10 ＠200 ダブル

Ｄ13 ＠150 ダブル

Ｄ10 ＠200 ダブル

Ｄ13 ＠300

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

Ｄ13 ＠300

Ｄ13 ＠300

Ｄ13 ＠200 Ｄ13 ＠200

Ｄ13 ＠150 Ｄ13 ＠150

Ｄ16 ＠150 Ｄ16 ＠150

Ｄ13 ＠100 Ｄ13 ＠100

Ｄ13,Ｄ16 ＠150 Ｄ13,Ｄ16 ＠150

Ｄ16 ＠125 Ｄ16 ＠125

Ｄ16 ＠100 Ｄ16 ＠100

1）壁縦筋は、原則としてブロック中心部に配筋し、上下端は、がりょう、基礎等に定着する。

2ｄ以上

20ｄ以上
かぶり厚さ

横筋 かぶり厚さ

コンクリート横筋用空洞部

縦筋

か
ぶ

り
厚

さ
ｄ

20
ｄ

以
上

20
ｄ

以
上

か
ぶ

り
厚

さ
ｄ20ｄ以上

（コンクリート又は

横筋用空洞部

横筋フック部分

図１ モルタル充填）

5）1)から4)以外は、［一般事項］による。

Ｄ10 ＠150 Ｄ10 ＠150

 　については鉄筋コンクリート造に準ずる。

   なお、壁縦筋に継手を設けてはならない。

Ｈ
≦

1,
00

0

50
0程

度

Ｈ
≦

1,
50

0

50
0程

度

均しコンクリート

砂利地業

シングル

Ｄ13

ダブル

・かま場配筋

2－Ｄ13

・かま場配筋

Ｌo（Ｌo＜2,000）

Ｄ13

シングル
Ｌ２

1－Ｄ13

Ｌ２

2－Ｄ16

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

60

Ｌo（Ｌo≧2,000）

18
0

ダブル

200

タテ、ヨコ共Ｄ10－200＠

4－Ｄ13

60

ダブル

60
60

2－Ｄ16
シングル

150

15
0

Ｄ13

Ｌ２

砂利地業

均しコンクリート

12.1　　特記なきピットの詳細は下記による。

※　Ｈ＞1,000の場合は 2）の

?　土間コンクリート（Ｌo＜2,000）の場合

側壁と同厚,同配筋とする。

?　（Ｌo≧2,000） の場合

※

１２．雑配筋

Ｄ13

Ｄ13

2－Ｄ13

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

タテ、ヨコ共 Ｄ10 ＠200

タテ、ヨコ共 Ｄ10 ＠200

タテ、ヨコ共 Ｄ10 ＠200

タテ、ヨコ共 Ｄ10,13 ＠200

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

タテ、ヨコ共 Ｄ10 ＠200

タテ、ヨコ共 Ｄ10 ＠200

　　なお、基礎フーチング端部と基礎梁底面との距離が1,000mmを超える場合は特記による。

　　基礎フーチングと基礎梁が直接つながっていない場合は基礎梁を打増して下図のような補強を行う。

12.2　　基礎接合部の補強

2

梁幅

0＜Ｄ≦500

2Ｌ

3－Ｄ13

≧Ｌ

150 ≧Ｌ

150

Ｌ

梁幅

2

2Ｌ

Ｌ

2

2

3－Ｄ13

（縦横）

2Ｌ

500＜Ｄ≦1,000

2－Ｄ10 250＠

タテ、ヨコ共 Ｄ10 ＠200

押え鉄筋

力骨(１３φ）

桟木型枠

梁主筋

または

壁横筋

あばら筋

または

壁縦筋

エキスパンドメタルＸＳ－３２

エキスパンドメタルの取付け向き

先
打

ち
側

あ
と
打

ち
側

上

下

エキスパンド

メタル

１）　梁、壁

注） 上図以外の方法で打継補強を行なう場合は、
　　事前に設計者及び工事監理者と打合せの事。

２）　スラブ

打継ぎ

50
50

45d 45d

※打継ぎ面はレイタンス、施工不良箇所を除去すること。

D10 ﾀﾞﾌﾞﾙ

(打継ぎ部に対し、

直交方向の鉄筋間隔が

1/2となるように

配筋すること。)

スラブに上端筋がある場合

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｌ２

Ｌ
2

a

Ｌ
2

Ｌ
2か

つ
中
心

線

を
超

え
る

１５０程度

Ｌ
2

L
2

Ｌ２かつ柱中心線を超える

L2

150程度

スラブに上端筋がない場合

Ｌ２受筋D10 イ

受筋D10
イ

Ｄ１３

Ｄ１３
イ　は壁背筋と同じ

Ｄ１３

Ｌ２

Ｌ
２

２－Ｄ１３

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ２

Ｌ２

Ｄ１３

Ｌ２

シングル配筋

２－Ｄ１３

Ｌ２ Ｌ２

ダブル配筋

ｃ 床に　（非耐力壁とスラブが取り合う場合）

梁、又は床面に一段目を

配置する。

横筋の配置は上下端とも

ａ 梁に ｂ 柱に（平面図）

一本目を配置する。

縦筋は、柱面に

ｄ 壁と壁（平面図）

1000

1000

9.1 　定着

９．壁

開口部が柱及び梁に接する部分又は最大径が300mm以下で、鉄筋を緩やかに曲げることにより、

開口部を避けて配筋出来る場合は、補強を省略することができる。

Ｌ
1

Ｌ
1

Ｌ
1

Ｌ2

先 端 補 強 筋

縦

横

向厚さ（mm）
方

配　　筋

（180以上）

 特記による

表１　特記なきパラペット並びに外部に面する腰壁垂れ壁の配筋

施工箇所

パラペット

コンクリート

9.2 　パラペット並びに外部に面する腰壁垂れ壁の配筋

Ｌ2

Ｄ10 ＠150

Ｄ10 ＠150

4－Ｄ13

4－Ｄ13

4－Ｄ13

壁開口部の補強は、下表のＡ形及びＢ形とし、特記がなければＡ形とする。

9.3 　単独開口部の補強

1－Ｄ13

2－Ｄ13

縦，横

2－Ｄ13

補　強　筋

2－Ｄ13

斜　め 斜　め

Ｂ　　形

4－Ｄ13

Ａ　　形

1－Ｄ13

壁の種別

Ｗ12, Ｗ15 1－Ｄ13

2－Ｄ13

縦，横

Ｗ18, Ｗ20

補　強　筋

Ｄ10 ＠150　ダブル

Ｄ10 ＠150　ダブル

Ｌ1

補強筋

壁開口部補強の定着長さ

壁配筋

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
ｈ

ｏ

２

２

０

１００以上

２
Ｌ

Ｌ

Ｌ

２
Ｌ

ａ

２

２

２
Ｌ
２

２

２ ２

２

補強筋　イ

ｈ

　を入れる。

・開口間の壁筋はできる限り切断しないこと。やむを得ず切断した場合には補強筋　イ

（注）・　,　　寸法を開口寸法とし補強筋は設計図による。

・補強筋　イ　は壁筋と同径とし、定着長さは個別開口端よりＬ　とする。２

００

・　　　は所定の開口補強と、開口小口補強筋（７－４－１）を入れる。

・　　　印部分は所定の壁配筋を行う。

・　　　印部分のタテ筋は所定の壁筋と同径・同ピッチかつ１５０ｍｍ以下で配筋する。

（注）・隣接する開口のあきａが３００ｍｍ以下の場合は一つの開口として扱う。

円開口の場合

　その場合構造監理担当者と協議のうえ下記による。

・開口間隔が隣接する開口径の平均値の３倍以下の場合は開口群を一つの開口として扱う。

角開口の場合

・コンセントボックス

※　t<100の場合は、開口補強を行う。

b　ダブル配筋a　シングル配筋

コンセント
ボックス

コンセント
ボックス

t≧100 t≧100

開口部補強と
同様の補強を行う。

開口部補強と

同様の補強を行う。

9.4 　開口群の補強

9.5  設備開口の補強  （耐震壁は除く）

12.3　　打継箇所の補強

ａ

ｂ
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N.S

鉄筋コンクリート構造配筋図(4)工事名称

工事場所

公園名称

検印 管理建築士 設計 製図

東京都新宿区内藤町11

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

資格者氏名

登録番号

所在地

小林　孝宏

ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

321076

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

ａ及びａ≦２００

２
０
ｄ

ａ

ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

※

２０ｄ ａ

Ｂ

※

２０ｄ ａ

３－Ｄ１６

ハッチ部分の面積Ａｃｍ

補強タテ筋

Ａ＜５００

４－Ｄ１６

５００≦Ａ＜１０００

６－Ｄ１６

１０００≦Ａ＜１５００

２

増打ちするときは事前に設計者、

及び工事監理者と打合せのこと

ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

印は補強筋

※柱と同径、同ピッチとする

15.1　　柱

１５．柱、梁、壁増打コンクリート補強

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（４）

望ましい範囲

D/
3 D

φ１ φ２

(φ１+φ２）×3/2以上

場合は設計者又は工事監理者と打合

貫通孔が連続して間隔等が取れない

せのこと。

D D

梁端部（スパン /10以内かつD以内）は避ける

D' D'

（開口補強筋については計算により確認すること）

16.1　　設置可能範囲

１６．梁貫通孔補強

但しφ≦Ｄ/３とする16.2　　鉄筋標準配筋

（使用する際には、設計者又は工事監理者と打合せのこと）16.3　　既製品
ウェブレン、ダイヤレン　等　日本建築センター評価取得品とする。施工前に計算書を提出し、承認を得ること。

設計時に使用する評価取得品については計算書を提出すること。

■ ■ ■■リング型　 　パイプ型 　金網型　 　プレート型

１４．耐震スリット（完全スリット）詳細

（柱）

250程度 30 250程度

耐火材

※ スリット部は、十分な水密性能を持つ材とする。

?　 垂直スリット

振れ止め筋 : D13-400@

（腰壁が1.5m以上の場合のみ設置）

（壁）

25

25
0程

度
25

0程
度

振れ止め筋 : D13-400@

2
5

（打継ぎ目地と同レベルの場合）

25

（梁）

耐火材

? 水平スリット

（外部）

（壁）

（イ）

（梁）

耐火材

25

※

25
0程

度
25

振れ止め筋:D13-400@

（打継ぎ目地が異なるレベルの場合）

（外部）

（ロ）

（壁）

25
0程

度

50mm以上確保する。

テーパ部分のかぶり厚の確保する。

内部スリットまでの距離を

段差タイプを使用の場合は、

※

補強筋

巾止メ筋

補強筋

あばら補強筋補強筋

あ
ば

ら
補

強
筋

D10

ａ

ａ
D

補強筋は、梁主筋の１段落し径(D16

以上)とする。

あばら補強筋は、梁と同径、同ピッチ

とする。

腹筋D10ピッチは、梁の腹筋と合わせる。

ａは70～200程度。

梁下端増打ちコンクリートの場合も上端

増打ちコンクリート補強と同様とする。

ハッチ部分は増打ちコンクリートを示す。

D≧400の場合は補強筋を3本とする。

２０ｄ以上

２
０

ｄ
以
上

15.2　　梁

横筋はＤ10とし、壁横筋と同間隔
縦筋はＤ10とし、間隔は200mm

50≦ａ≦200

200mmを超える場合は特記による。

縦方向補強筋はＤ10とし、間隔は200mm以下とする。

ａ

Ｌ2

横方向補強筋はＤ10とし、間隔は壁横筋と同間隔とする。

200mm以下の場合に適用する。

2
Ｌ

40ｄ

20
0

コンクリート

現場打ち

コンクリート

40ｄ

40
ｄ

800

ブロック塀厚さ ｔ

図３

 　直交壁に定着させるか、直交壁の横筋に重ね継手とする。

Ｄ10

図２

3）帳壁が土間コンクリート上に設置される場合の補強は、図２ による。

180°折曲げかぎ掛け 180°折曲げかぎ掛け

図１

Ｄ13

2）壁横筋は、壁端部縦筋に180°フックによりかぎ掛けとする。ただし、直交壁がある場合は

１３．コンクリートブロック帳壁及び塀

控壁は現場打ちコンクリート（後打ち）

主筋

主筋を越えて立上げる

13.1   適用範囲

Ｄ13

Ｄ13

13.2   鉄筋の加工及び組立

1）主筋は、原則としてブロック中心部に配筋し、構造体に定着する。

欠取る

主   筋

2）帳壁の交差部、端部（開口部）の配筋は、図１ による。

外  壁

用  途

内  壁

配 力 筋

欠取る

Ｄ13 Ｄ13
Ｄ13

Ｄ13

1）壁の配筋は、特記による。ただし、特記がなければ下表による。

表　壁の配筋間隔

13.3   各部の配筋

3）壁鉄筋の重ね継手長さは45ｄとし､定着長さは40ｄとする。ただし､帳壁配力筋の主体構造部分

 　への定着長さは25ｄとする。

180゜折曲げ主筋にかぎ掛け

コンクリートブロック帳壁

Ｄ16

垂直断面

 　この章に定める以外の事項は［補強コンクリートブロック造］による。

水平断面

Ｄ13
ｔ

 　帳壁の控壁の配筋は、図３ による。

（ｔ＝コンクリートの厚さ）

Ｄ10

 　なお、主筋に継手を設けてはならない。ただし､帳壁の場合は､溶接長さ10ｄ（ｄは鉄筋の径）

   ただし、塀端部の場合は、壁頂の空洞部内に定着する。

5）ブロック塀の縦筋は、下部は基礎に定着し、上部は､横筋に180゜フックによりかぎ掛けする。

1）適用範囲は、建築用コンクリートブロック（以下、「ブロック」という）を組積し、鉄筋によ

ｔ以上

 　り補強された帳壁及び高さ2.2ｍ以下の塀の鉄筋工事とする。

 　クリート造とし、3.4m以下ごとに設け取り合い及び配筋方法は、下図による。

4）ブロック塀の横筋の末端部は、控壁に定着する。ただし､定着長さがとれない場合は、末端部

 　以上の片面アーク溶接を行う場合は、継手を設けることができる。

 　の縦筋にかぎ掛けとし、最上部は、下に折り曲げて定着する。

4）ブロック塀の控壁は、鉄筋コンクリート造又は型枠コンクリートブロックを用いた鉄筋コン

コンクリートブロック帳壁

控壁横筋

控壁縦筋Ｄ13

Ｄ13

型枠ブロック

横筋

控壁型枠ブロック

空洞ブロック壁部分

控壁横筋

Ｄ13

180゜折曲げかぎ掛け

横筋

控壁型枠ブロック

充填

控壁端部

Ｄ13
控壁縦筋

鉄筋コンクリート控壁

型枠ブロック控壁

縦筋

横筋

控壁

横筋

控壁交差部

Ｄ

ｄ
ｄ

1

縦　筋斜め筋 横　筋
上
　縦筋

種別

あばら筋

配筋

Ｈ形配筋

Ｈ６

Ｈ５

Ｈ７

2－2－Ｄ13

4－2－Ｄ22

Ｈ４

配 筋 図
下

Ｈ２

Ｈ１

Ｈ３

縦筋

上縦筋

横筋

下縦筋
斜め筋
横筋

斜め筋

上縦筋

孔の径が梁せいの1/10以下かつ150mm未満のものは、補強を省略することができる。

縦筋

下縦筋

あばら筋

4－2－Ｄ13
Ｌ1

Ｌ

500≦Ｄ＜700　ｄ≧175

700≦Ｄ＜900　ｄ＝200

900≦Ｄ　   　ｄ≧250

1

Ｌ
1

Ｌ

1

Ｌ1

Ｌ

2－2－Ｄ13

2－2－Ｄ13 2－2－Ｄ13

なし

4－2－Ｄ16

4－2－Ｄ16

4－2－Ｄ19

2－2－Ｄ13

なしなし

2－2－Ｄ13 2－2－Ｄ134－2－Ｄ13

Ｄ10 ＠400 Ｄ10 ＠400

Ｄ10 ＠400Ｄ13 ＠400

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

Ｄ10 ＠200

15.4　　壁

壁の打増しは左図により、打増し厚が50mm以上

※ スリット部の耐火材の有無は、防火区画図による。

※ 振れ止め筋は、防錆：亜鉛メッキ仕様とする。

GL
一般には打継ぎ

位置まで打ち増す

斜線部は土に接するため

柱を増打ちする。

柱

柱・梁が

同一面

梁の割増し幅

帯筋：
 異形鉄筋

梁

ロ） 柱位置に配管を設ける場合は、乾式工法の仕上げ部

a）　材軸方向（鉛直方向）の配管

ハ） やむをえず設けたい場合は、構造担当者と協議する。

イ） 躯体内に配管等は設けない。（図-1）

　　又はコンクリートの打ち増し部に埋設する。（図-2）

ロ） 柱位置にスイッチボックス等を設ける場合は、

イ） 柱躯体へのスイッチボックス等は設けない。

c）　スイッチボックス等の設置

　　乾式工法の仕上げ部又はコンクリートの打ち増し部

　　階段室、吹き抜け廻りで床版配管できない場合は

b）　材軸と直交方向の配管

イ） 柱を横断貫通する配管等は設けない。（図-3）

17.1　 柱に配管する場合

※使用する管径は、CD28(31φ)以下とする。

主筋

帯筋

配管可

乾式工法の仕上部又は
コンクリート打ち増し部

7
0

主筋

帯筋

配管不可

配管不可

図-1 図-2

図-3

補強筋は
10.（5）の仕様による。

17.2　梁に配管する場合　

b） 材軸と直行方向の配管

a） 材軸方向の配管

c） 鉛直方向の配管

d） スイッチボックス等の設置

　ロ）　梁位置にスイッチボックス等を設ける場合は、

　イ）　梁躯体へのスイッチボックス等は設けない。

　　　乾式工法の仕上げ部又はコンクリートの打ち増し部に

　ロ）　壁付梁で鉛直方向に貫通する配管を設ける場合は、

　イ）　鉛直方向に貫通する配管は設けない。

　　　ただし、配管相互の中心間隔はあばら筋間隔以上とする。

　ハ）　配管は、梁主筋と直角に通す。（横走りの禁止）

　ニ）　配管相互の中心間隔は、あばら筋間隔以上とする。

あばら筋
配管不可

配管

梁

梁

柱

横断配管を

避ける範囲

主筋

500

5
0
0

配管不可

天井▼

　イ）　軸方向の配管等は設けない。（図-4）

　イ）　柱面より500mm以内の範囲に配管は設けない。（図-5）

　ロ）　配管は、梁主筋の内側に通し、主筋とのあきを確保

　　　一方の配管は、壁の型枠に孔をあけるなど、極力

図-4 図-5

図-6 図-7
OKNG

17.3　　壁に配管する場合　

※使用する管径は、CD28(31φ)以下とする。

配筋

配管

配筋

（室内）

（室外）

配管

　　配管とし、配管ピッチは500mm以上とする。

    また、地下外壁の配管は、接地用配管及び防犯用

    配管を除き、原則として設けない。

　　場合は、構造担当者と協議する。

b） 配管が集中する分電盤廻り等で壁に埋設が困難な

a） 外壁及び耐震壁には、原則として配管は設けない。

f） 一般壁（耐震壁以外）の配管の中心間隔は、壁縦筋間隔以上とする。

　　

　　

c） 耐震スリット部を貫通する配管は行わない。

g） 蛇行配管は行わない。

h） 縦筋に添わせない。

　　やむを得ず配管する場合は、PF（16）以下の

d） 配管は（図-8）に示す位置に配置する。

e） 短区間（1m以内）を除き、横走り配管をしてはならない。

図-8 i） 壁付梁で鉛直方向に貫通する配管を設ける場合は、（図-7）による。

（ダブル配筋）

（シングル配筋）

※使用する管径は、CD28(31φ)以下とする。

12.4　　機械基礎の配筋要領

D13(四周)
D13(四周)

D10@200
縦・横

差し筋スラブ 防水層

差し筋はD10@200とし、
押えコン及び基礎部分に
それぞれL2定着すること。

基礎部分は後打ちとする。

押えコンクリート

(２） 防水層の上に設ける基礎の場合

1) A×BおよびHは意匠図による。

2) 荷重制限　：　基礎自重＋機器／(A×B) ≦ 10kN/ｍ2とする。

b ゲタ基礎タイプ

幅広タイプ

D13@200

腹筋 2-D10

縦筋 D13@200

スラブ L2

2-D13

2-D13

2-D13

2-D13(3-D13)

2-D13L2スラブ

縦筋 D13@200

腹筋 2-D10

標準タイプ

D10@200
縦・横

D13(四周)

スラブ L2

a べた基礎タイプ

1) A×B、CおよびHは意匠図による。

2)あご付きとする場合は、 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの配筋に準じる。

3) 機械基礎を梁形状とする場合は、構造図による。

(１） スラブから立上げる基礎の場合

H

A×B

H
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10
0

床スラブ(B)がある場合の

地下外壁の配筋要領

床スラブ(B)がない場合の

地下外壁の配筋要領

＊印寸法（　　）＊印寸法（　　）

外側
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定着する場合は監理者と協議する。

地下外壁縦筋(A)を通すことを原則とする。但し施工上梁内に(注)

地下外壁の壁筋は縦筋を外側に配筋する。

＊印はトップ筋の止める位置を示す。＊印の寸法の記入が

1)

2)

3)

ない場合は15dとする。
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12.5　　ハト小屋の配筋要領

屋上配管取出口（B≦1500,H≦2000）

タテD13・D10-@200ダブル

ヨコD10-@200ダブル

2-D13

タテD13-@200ダブル

ヨコD10-@200ダブル

2-D13

D13-@200ダブル

D10-@200ダブル

B

18
04-D13

小梁が無い場合

4-＜D13＞
受筋D13

2-D13

D13

180

2-D13

H

12.6　　地下外壁の配筋要領

15.3　　梁および基礎

１７．設備配管等の注意事項

　　注意すること。

　　に埋設する。（図-2）

       する。（図-6）

　　　梁貫通を減らすように工夫すること。（図-7）

　　　埋設する。
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工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

    .  

●

●

●

。

蛍光ランプ、水銀ランプ等の水銀を使用しているランプは工事監理指針等により
適切に処理すること。

た、工事完成後速やかに上記計画書の実施状況について、「再生資源利用実施書」及

(1)質問回答書（（２）から（５）に対するもの）

(2)現場説明書

(3)特記仕様書

(4)図面及び設計書

(5)標準仕様書及び標準図

章 項 目 特 記 事 項

4.  建設副産物処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に提出
するとともに、実際に要した処理等を証明する資料（受け入れ伝票、写真、位置図、
経路図等）を提示し確認を受けること。

○ 1 官公署への手続き 工事に必要な官公署への手続きは請負者が代行し、速やかに行う。

(1.1.3)

一 5.

2

Ⅰ．工事概要

般

共

１．施工箇所

(1.3.9)

通

建設リサイクル法  『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』（以下『建設リサイクル法』という
。）に定める対象建設工事に該当する場合は、建設リサイクル法に基づき特定建設資材
の分別解体及び再資源化の実施について、適正な措置を講ずるとともに、分別解体再資
源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、監督職員に報告すること
。

事

２．建物概要 項

建物名称 主要構造等 延べ面積（㎡） 防火対象物区分

再使用機器 取り外し後再使用する機器は、清掃後絶縁測定のうえ取り付ける。

3 火災保険等  火災保険、建設工事保険、組立保険又は土木工事保険等のうち、１以上に加入する。

機材等  本工事に使用する機材等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定する
もの又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、同等品等使用
願を監督職員に提出し承諾を受ける。

 契約期間の始期は材料（仮設、型枠材を除く）搬入時以前とし、終期は工事目的物（分
離発注においては、引き渡しが最後となる工事目的物）の引き渡しの翌日までとする。
保険契約の締結後、その証券の写しを監督職員に速やかに提出する。

 なお、同等品の中で、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『建築材料・設備機材等品質

定した場合は、設計図書に規定するものと同等と取扱い、主要資材使用通知書により監
督職員に通知する。

３．工事種目（●印付けたものを適用し各一式とする。）

(1.4.2)

工事種目

建　　物　　名　　称

下請負人の選定及び
工事材料の選定 中から選定するよう努めること。

電 灯 設 備 ○ ○

合すると認められる場合は、優先して使用するよう努めること。
動 力 設 備 ○ ○

電 熱 設 備 ○ ○

○ ○

受 変 電 設 備 ○ ○ 機材の検査等  現場に搬入する機材について、監督職員の検査を受ける機器の種別をあらかじめ協議す
ること。○ ○

発 電 設 備 ○ ○ (1.4.4)

構内情報通信網設備 ○ ○

構 内 交 換 設 備 ○ ○ 見本施工 ○ 次に示す事項について、見本施工を実施すること。

情 報 表 示 設 備 ○ ○ ・

映 像 ・ 音 響 設 備 ○ ○ (1.5.3)

拡 声 設 備 ○ ○

誘 導 支 援 設 備 ○ ○ 施工の検査に伴う試
験

　各種試験、試運転、調整等を実施する際には、最大需要電力（電力デマンド）を抑制
するよう計画し、監督職員と協議すること。

化学物質の濃度測定  施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、
スチレン、パラジクロロベンゼンの濃度を測定し、監督職員に報告する。

事故報告

に、監督職員が指示する様式（工事事故報告書）で指示する期日までに提出しなければ
ならない。 測定方法 ○ パッシブ型 ○ アクティブ型

(1.3.5) 着工前の測定 ○ 行う

測定対象室 ○ 図示 ○

交通安全管理

格警備員又は二級検定合格警備員を1人以上配置しなければならない。

測定箇所数 ○ 図示 ○

報告の様式等については監督職員の指示による。

(1.5.7)

(1.3.6)

環境対策 (1)騒音振動対策

臣官房技術参事官通達昭和62年 3月改正）に基づき、騒音振動対策を行う。また、建
設機械を使用する場合は、『低騒音低振動型建設機械の指定に関する規定』(平成 9年
建設省告示第1536号、最終改定  平成13年国土交通省告示第487号 )に基づき指定され
た建設機械を使用するものとする。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する
ものとする。

(2)排出ガス対策

機械を使用する場合は、『第3次排出ガス対策型建設機械指定要領』 (平成18年 3月 17
日付け 国総施第215号 )に基づき指定された排出ガス対策型建設機械又は同等の建設
機械を使用するものとする。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議するものと
する。

(3)グリーン購入法

踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、『国等に
よる環境物品等の調達の推進等に関する法律』（平成12年法律第 100号。以下『グリ

(1.3.8)

発生材の処理等 [発生土 ]

○ 構内（建物周り）敷均し ○ 構内指示の場所に敷均し

○ 構内指示の場所に堆積 ○ 構外搬出指示の場所に堆積

堆積場所（　　　　　） 堆積場所（　　　　　）

・ 上記に指定されていない建設発生土については、原則として工事間利用の促進に
努めること。

[発生土以外の発生材 ]

・ 引渡しを要するもの ○ 無 ○ 有 名称（　　　　　）

・ 特別管理産業廃棄物 ○ 無 ○ 有 名称（　　　　　）

処理方法（　　　　　）

・ 再利用及び再資源化を図るもの

○ 無 ○ 有 名称（　　　　　）

・ 廃PCB等は関係法令より適切に処理し、施設管理者に引き渡すこと。

・ 六ふっ化硫黄ガス、イオン化式感知器は関係法令より適切に回収、処理すること

・

1． 『建設副産物実態調査要領』に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び
「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含めて各１部提出すること。ま

2． 建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」により監督職員の確認
を受け、同申請書を提出すること。

3.  建設副産物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処理業者と建設副産物処
理委託契約を締結し、その契約書の写しを提出すること。

 なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に、収集運搬業者と建設
廃棄物処理委託契約を締結をし、その契約書の写しを提出すること。

 建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票(マニフェス
ト)」の交付されたもの及び回収した各票を監督職員に提示し確認を受けること。
 なお、回収したマニュフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
基づき適切に保存すること。

 受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、事業毎の特性を

 受注者は、工事の施工にあたり『建設機械に関する技術指針』別表第3に揚げる建設

 受注者は、工事の施工にあたり『建設工事に伴う騒音振動対策技術指針』（建設大

 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に報告するととも

 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金が 500万円以上の工事について、

受注者は、下請負契約を締結する場合、当該契約の相手方を県内に本店を有する者の

受注者は、県内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が本設計の仕様に適○

○

雷 保 護 設 備

電 力 貯 蔵 設 備

テレビ共同受信設備 ○ ○

監 視 カ メ ラ 設 備 ○ ○

駐 車 場 管 制 設 備 ○ ○

○ ○

火 災 報 知 設 備 ○ ○

中 央 監 視 制 御 設 備 ○ ○

発 生 材 処 理 ○ ○

防犯・入退室管理設備

構 内 配 電 線 路 ○ ○

構 内 通 信 線 路 ○ ○

Ⅱ．電気設備工事仕様

１．共通仕様

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

準拠するものとし、優先順位は次による。

２．特記仕様

(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたもの、特記事項は

(2)特記事項に記載の(　.　 .　 )内表示番号は、対応する標準仕様書の項目番号を表す。

　  項目番号を表す。

　 ●印の付いたものを適用する。

(3)特記事項に記載の(公住仕　.　 .　 )内表示番号は、対応する公共住宅建設工事標準仕様書の

工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注変更完成訂正時に工事実績情報として
「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた上、次に示す期間内に登録

(1)工事受注時　　　　　契約締結後10日以内

(3)工事完成時　　　　　工事完成後10日以内

(2)登録内容の変更時　　変更契約締結後10日以内

(1.1.4)

 また、（財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際
には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の
間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更登録は、工期、技術者及び工事請負代金等に変更が生じた場合に行う。

テレビ電波障害防除 ○ ○

び「再生資源利用促進実施書」を作成し提出する。なお、これらの記録を工事完成後
１年間保存しておくこと。

条件明示項目

調査試験に対する協
力

1.
監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。

2.
には次の各号に掲げる協力をしなければならない。

(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなけれ
ばならない。

(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査指導の対象とな
った場合には、その実施に協力しなければならない。

(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると
ともに賃金台帳を調製保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間
管理を適切に行わなければならない。

(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者
（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務
を負う旨を定めなければならない。

施工従事者

受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合

 契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行うもの
とする。

実施工程表4 (1.2.1)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

概成工期の明記に努めること。

上記に指定されていないものは、標準仕様書 1.3.9(3)及び『建設廃棄物処理指針（平※
成22年度版）』によるほか、次により構外に搬出し適切に処理する。

性能評価事業 設備機材等評価名簿（平成30年版）』に記載されている製造所の材料を選

工事実績情報サービス

（CORINS）への登録

機関へ登録申請を行う。ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第
91号）に定める行政機関の休日は含まない。

    .  

    .  

    .  

    .  

    .  

●

●

●

●

新宿御苑

●

●

 受注者は、公安委員会が定める路線（平成21年 9月 30日付け東京都公安委員会告
の交通誘導を行う場合は、その現場ごとに交通誘導警備業務に係る一級検定合

ーン購入法』という）」第10条に基づき定められた特定調達品目の使用を推進す
るものとする。

住宅瑕疵担保履行法
への対応

○  本工事は『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』（平成 19年法律第6
6号）の対象工事である。
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●

●

など協力を行うこと。

工事用仮設物 すべて請負者の負担とする。

構内につくることが ○ 出来る ○ 出来ない（　　　　　　　　　）

足場桟橋類 ○ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

○ 本工事で設置とする。

○ 改修工事の場合は、改修工事標準仕様書第 1編 2.2.2によるほか下記による。

○ 内部仮設足場等（　　　種）

○ 外部仮設足場等（　　　種）

(2.1.1)

工事用の電力、水、
その他

電気基本料金  本受電から工事完成引渡日（検針日）までの電気料金のうち基本料金は本工事に含む。

耐震施工
年版　国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所監修）による。

(1) 設計用水平地震力

合、設計用標準水平震度は、次による。

設計用標準水平震度

設置場所
特定の施設 一般の施設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階 機器 2.0 1.5 1.5 1.0 

屋上及び塔屋 防震支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5 

水槽類（※1） 2.0 1.5 1.5 1.0 

機器 1.5 1.0 1.0 0.6 

中間階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0 

水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6 

機器 1.0 0.6 0.6 0.4 

地階・１階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6 

水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6 

備考（※ 1）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

重要機器

○ 配電盤 ○ 発電装置（防災用） ○ 交流無停電電源装置 ○ 直流電源装置

○ 交換機 ○ 火災報知器受信機 ○ 中央監視装置 ○

○ ○ ○ ○

上層階の定義は次による。

2～6階建以下の場合は最上階、 7～ 9階建の場合は上層２階、

10～ 12階建の場合は上層 3階、13階以上の場合は上層 4階

(2) 設計用鉛直地震力

設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものと
する。

不正軽油使用の防止
対策

1.
本工事は、『地方税法』(昭和25年法律第226号 )及び『特定特殊自動車排出ガスの規
制等に関する法律』(平成 17年 5月 25日法律第51号 )を遵守すること。

2.
本工事で使用し又は使用させる軽油使用の車両(資機材等の搬出入車両を含む)並びに
建設機械等の燃料には規格（ JIS）に合った軽油を使用すること。

過積載対策 ダンプトラック等による過積載等の防止については、次のとおりとする。

1.
積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。

2. 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

3.
資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては
、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

4.
さし枠装着車、物品積載装置の不法改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂を積
み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないように
すること。

5. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を
助長することのないようにすること。

6.
取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を
土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。

7.
『土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法』の目的
に鑑み、同法第 12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使
用を促進すること。

8.
下請契約の相手方は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に
欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた
ものを排除すること。

9.

○ ○

 設備機器の固定は次に示す事項を除き、すべて『建築設備耐震設計・施工指針』（2014

機器の重量 [kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場

 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて請負者の負担とする。

25

26

27

28

29

30

31

1.～ 8.のことにつき、下請業者を指導すること。

仮設計画は、現場の状況を優先する

電気主任技術者の費用（申請・試験・点検・検査・立会）及び引き渡しまでの維持費は

本工事に含む。

●

●

●

工事写真

電子納品 ●

設計 CADデータの貸与　　○無し　　○有り（著作者名：　　　　　　　）

● 貸与するCADデータを該当工事における施工図または完成図の作成のため以外には使
用してはならない。

● 書面における署名及び捺印の取り扱いは、監督職員との協議による。

『電子納品運用に関するガイドライン（第10版）』に準拠すること。

施工図等の取り扱い  施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。22

23

24  『工事写真撮影ガイドブック（電気設備工事編）（平成30年版）』国土交通省大臣官房
官庁営繕部監修による。

●

●

●

●

●

●

化学物質を発散する
建築材料等

 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を
有するものとし、次の (1)から(5)を満たすものとする。

(1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティク
ルボードその他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒ
ドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

(2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極
めて少ないものとする。

(3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発
性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発
散しないか、発散が極めて少ないものとする。

(4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発
散が極めて少ないものとする。

(5) (1)、 (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什
器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。また、
設計図書に規定する”ホルムアルデヒドの放散量”は、次のとおりとする。

規制対象外

ア JIS及び JASの F☆☆☆☆規格品

イ 建築基準法施行令第20条の7第 4項による国土交通大臣認定品

ウ 下記表示のあるJAS規格品

(ｱ) 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

(ｲ) 接着剤等不使用

(ｳ) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

(ｴ) ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

(ｵ) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

(ｶ) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

第三種

ア JIS及び JASの F☆☆☆規格品

イ 建築基準法施行令第20条の7第 3項による国土交通大臣認定品

ウ 旧JISの Eo規格品

エ 旧JASの Fco規格品

完成図等 ○ 作成する ○ 作成しない

○ 完成図 ○ 製本 提出部数

○ CD-R 提出部数

○ 施工図 提出部数

○ 保全に関する資料 提出部数

(1.7.2)

製本サイズは監督員の指示による。

公共住宅建設工事共通仕様書の表1.7.2に定める住戸内機材は、取扱説明書の添付及び

用途表示をする。 (公住仕 1.7.3)

複写2つ折り製本

20

21

（ 2）部

（3）部

（3）部

特記仕様書（１）

NO SCALE

 また、都が使用燃料の抜き取り調査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会う

（1）部
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東京都新宿区内藤町11

電気設備工事　特記仕様書

翔天亭裏トイレ 木造平屋建 69.56 準防火

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」及び

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」、

「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」に

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事



章 項 目 特 記 事 項

非常用照明器具1

誘導灯2

○電池内蔵形 ○電源別置形 ○蓄電池(10分）＋自家発電設備

○電池内蔵形 ○電源別置形 ○標識

配線器具3

○

電

灯

設

備

(1)防災設備、コンセントについては消防法に適合すること。

(2)住宅用スイッチ、コンセント類は

●大角形（金属プレート）　　－共用部

●ワイドハンドル形　　　　　－住戸内

4 住宅用分電盤 主開閉器・分岐開閉器の定格遮断電流

100を超え 150以下 10,000以上

定格電流

30以下

30を超え100以下

定格遮断電流

2,500以上

5,000以上

2,500以上

主開閉器

分岐開閉器 －

［単位　Ａ］

住宅用分電盤内に設置する過電流警報装置の品質及び性能

（○機材の品質・性能基準　　○　　　　　　　　　　）

(公住仕1.1.4)

その他 特殊コンセントにはプラグを付属させる。○(1)

別途機械設備工事機器仕様コンセント（エッチング）については打合せすること。○

(2) コンセントのうち次のものは、プレートに電圧等の表示を行う。

単相200V・

・ 三相200V

・ 一般電源用以外（※発電機回路、※UPS回路等） ※赤字等で表示する

5

○本工事　　○別途工事　とする。

電動機等への接続は、ビニル 2種金属製可とう電線管（防水プリカ）を使用する。(2)

遮断器の定格電流は、メーカー推奨品を優先とする。(3)

○金属管接地 ○専用接地線電動機の接地2

機器への接続1 本工事制御盤より別途電動機等への配線の接続は、原則として(1)
○

動

設

備

力

制御盤1  標準仕様書によるが、盤内の器具類の構成配置は監督職員の承諾のうえ、製造者の標準

として良い。

2 温度調節器 ○電気式 ○電子式

3 その他

○

電

熱

設

備

突針支持管1

 （強度計算書を監督職員に提出すること）

避雷導線2 ○引下げ導線 ○建築構造体利用

接地極3 ○接地極埋設 ○建築構造体利用

その他4  接続部分については、異種金属接触腐食（電食）を起こさないように施工すること。

○鋼製（溶融亜鉛メッキ  HDZ35以上 ) ○ステンレス製
○

備

設

護

保

雷

高圧開閉器

（屋外用）

1 ○既存

○既存

○既存主遮断装置2

設備内容3 進相コンデンサー（自動力率制御    ○有り    ○無し）

デマンド監視装置（○有り   ○無し）

○屋内形（○開放形○閉鎖形） ○屋外形 ○キュービクル式非常電源

　専用受電設備認定品

配電盤4

キャビネット内の換気計算については、日本配電制御システム工業会の計算方法(1)その他5

を参考にして計算すること。

(2) 保護継電器の保護協調曲線を作成し、監督職員に提出し、承諾を受けること。

なお、改修工事についても同様とする。

高圧気中開閉器（SOG）は（○方向性    ○ VT内蔵   ○ LA内蔵）

高圧ガス開閉器（UGS）は（○方向性    ○ VT内蔵）

高圧交流遮断器（VCB）は（○手動式    ○電磁式）

○

受

変

電

設

備

直流電源装置1 ○非常用照明器具の電源と共用 ○受変電設備専用

蓄電池

種別

種別

（ＵＰＳ）

2 ○常時インバータ給電方式

○常時インバータ給電方式（簡易型）

3  電力貯蔵装置

4 キャビネット内の換気計算については、日本配電制御システム工業会の計算方法(1)

を参考にして計算すること。

(2) 簡易形については、監督職員の承諾のうえ、製造者の標準として良い。

（○AMP形　○AMHP形　○ AHP形　○ AHS形　○ AHHS形　○AHHE形）

（○CS形　○PS形　○ MSE形　○長寿命 MSE形　○ HSE形）

備

設

蔵

貯

電

力

○

○アルカリ蓄電池

○鉛蓄電池

交流無停電電源装置  

(電力平準化等用)

その他

○常時商用給電方式

○リチウム二次電池　　○鉛蓄電池    ○ニッケル水素電池

○ラインインタラクティブ方式

○

発

電

設

備

自家発電設備1 (1)発電装置の用途 ○防災用自家発電装置 ○常用自家発電装置

○常用防災兼用自家発電装置

(2)原動機 種類 ○ディーゼル ○ガスエンジン

○ガスタービン

始動方式 ○電気始動式 ○空気始動式

起動蓄電池（○標準   ○長寿命型）

冷却方式 ○水冷式（○循環方式  ○ラジエーター方式）

○空冷式

(3)燃料 種類 ○Ａ重油 ○軽油 ○灯油

燃料小出槽 （○本工事  ○別途工事）

主燃料槽 （○専用   ○他設備と共用）

(4)形式 ○キュービクル式 （○一般用 ○寒冷地仕様  ○低騒音仕様）

○オープン式

(5)発電種類 ○普通形自家発電装置 ○即時普通形自家発電装置

○長時間形自家発電装置 ○即時長時間形自家発電装置

(6)運転時間 ○72時間

(7)配電盤 監督職員の承諾のうえ、製造者の標準として良い。

太陽光発電設備2 太陽電池モジュール

○結晶シリコン系　（○単結晶　○多結晶）

接続方式

○三相 3線式  200V ○単相3線式  200/100V

その他

・JET認証品とする。

・JIS C8955に基づき、荷重計算を実施し監督職員の承諾を得ること。

・OVGRの設置　　○有　　　　　○無

○薄膜系　（○アモルファス　○ CIS　○CIGS）

○極めて重要な太陽光発電システム　　○通常設置する太陽光発電システム

・太陽電池アレイ用支持物の荷重計算に係わる用途係数

○マイクロガスタービン

1 ○有　　　　　　○無構内情報通信網装置

構内情報通信網装置2 図示による。

の構成性能 その他追加機能

○

○

○

構

内

情

報

通

信

網

設

備

交換装置1

電話機2

○デジタルPBX　　　○IP-PBX　　　○ VoIPサーバ　　　○既存

○一般形 ○多機能形 ○ IP形

○ファクシミリ ○デジタルコードレス形 ○ IPコードレス形

○停電用電話機

その他3 追加サービス機能

○

内

構

○

交

換

設

備

備

設

示

表

報

情

○

マルチサイン1 表示方式

○発光ダイオード式 ○液晶式

○壁掛型 ○自立型

時刻表示装置2 ○親時計 ○プログラムタイマー○子時計 ○電子チャイム

○地上デジタル放送方式　○NTPサーバー方式

3 出退表示装置

○ EL式

誘導支援装置1 ○音声誘導装置（○無線式　○磁気式　○画像認識式）

○インターホン装置(○テレビインターホン　○外部受付用インターホン）  

○トイレ等呼出装置　（○壁掛式　○ラック収納式　○卓上式）

○住宅情報盤装置　消防法に適合した旨の表示をすること

公共住宅の住宅情報盤装置の品質及び性能

○インターホンオートドアロック装置

○宅配ボックス装置

公共住宅の宅配ボックスの品質及び性能

（○機材の品質・性能基準　　○　　　　　　　　　　）

（○機材の品質・性能基準　　○　　　　　　　　　　）

テレビ共同受信装置1 ○ UHF　○BS　○CS　○CATV　○ FM　○ AM種類

その他 増幅器を収容する場合は、 AC125V2P15A接地端子付きのコンセントを設ける。

地上デジタル放送を受信できるものとする。

公共住宅のテレビ機器・ FMアンテナの品質及び性能

（○機材の品質・性能基準　　○　　　　　　　　　　）

監視カメラ装置1

録画装置

その他

・高所に設置する場合は落下防止の措置を施すこと。

伝送方式

○デジタルレコーダ　　○録画サーバ

駐車場管制装置1 検知方式

○光線式検知器式 ○ループコイル式

信号灯・警報灯

○天井つり下げ形 ○自立形 ○壁掛形

防犯装置1 ○本工事　　○本工事(配管のみ)　　○別途工事

制御装置　　基本機能以外の追加機能

○

方式　　　　○磁気カード　　○暗証番号　　○ICカード (接触式)

○ ICカード（非接触式）　　　　○バイオメトリックス

電気錠2 ○本工事　　○別途工事

○液化石油ガス

○冷媒ガス

○都市ガス（種類          ）

ガスの種類

○個別式 ○集中監視式 回線4

（非常ベル）

非常警報装置3 ○機器一体形 ○各機器単独に設置

○連動制御器（盤） 回線 （○単独    ○受信機と一体）2

○副受信機 回線 （○新設    ○既設）

（○新設    ○既設）回線○ GR型

○ GP型 級 回線

（○新設    ○既設）回線○ R型

○ P型 級 （○新設    ○既設）回線受信機自動火災報知装置1

（○新設    ○既設）

5 住宅用自動火災報知装置 ○共同住宅用非常警報設備　（共用部分）

　　非常警報装置の蓄電池は、　○警報操作盤に組み込む　　○機器一体型

○住戸用自動火災報知設備　（住戸等と非開放の共用部分）

○共同住宅用自動火災報知設備

自動閉鎖設備

ガス漏れ火災警報装置

備

設

援

支

導

誘

○

○
テ
レ
ビ
共
同
受
信
設
備

備

設

ラ

メ

カ

視

監

○

○

駐

車

場

管

制

設

備

○

防

犯

入

退

室

管

理

設

備

・

○

火

災

報

知

設

備

4 水道隔測検針設備

種類

時刻同期装置

制御方式

表示方式

検針盤

○発光ダイオード式 ○液晶式

○多線直接式 ○パルス伝送式

○標準電波方式　○公衆回線方式　○ラジオ放送方式　○GPS方式

○手動式 ○自動式

配線

○３線式 ○５線式 ○

○FM（○耐食アルミニウム製　○ステンレス鋼製）

○AM（○ステンレス鋼製　　　○　　　　　　　）アンテナ

形式 ○キャビネットラック形

○非常放送用○一般放送用種類拡声装置1

備

設

声

拡

○

その他 機器収納ラックは監督職員の承諾のうえ、製造者標準として良い。

設置方式 ○上巻きタイプ　　○下巻タイプ　　○張込タイプ

○反射ストライプ形 ○透過形

○反射マット形形式スクリーン ○反射ビーズ形 ○反射細密ビーズ形

○背面式○前面式投写方式

種類 ○液晶形 ○ DLP形

○本工事プロジェクタ1 ○別途工事

テレビ2 ○本工事　　　○別途工事

○卓上形

像

映

○

音

・

響

設

備

○  時間

テレビ端子及び直列ユニットはCS・ BS・ UV・ FM共用形、プラグ付きとする。

○アナログ伝送方式　　○ネットワーク伝送方式　○デジタル同軸伝送方式

配線方式1 ○地中線式 ○架空線式

地中線路の余長2 マンホール、ハンドホール内でのケーブルの余長を見込むこと。　　　　　　

装柱器材3 ○一般形 ○耐塩形（ケーブル端末処理材共）

付属品4 ○マンホール用梯子

○ハンドホール用手カギ

○

構

内

配

電

線

路

その他 ハンドホール内のケーブル及び指定する箇所には、行先表示プレート（プラスチ(1)

ック製等に刻字）を取付け、プルボックス及びカバープレート類についても適当

な方法により内容表示を行うものとする。

(2)

5 屋外灯設備

6

電柱等立ち上がり部のケーブルについては、電線管により保護すること。(3)

（廊下共用灯は、　○自動点滅器　　○タイマ）

(1)電源供給方式　　　○共用盤から供給　　　　○単独引込（定額料金）

(2)点滅方式　　　　　○自動点滅器　　　　　　○タイマ

(3)鋼管柱　　　　　　○塩ビコーティング　　　○耐候性鋼製

配線方式1 ○地中線式

2 地中線路の余長 マンホール、ハンドホール内でのケーブルの余長を見込むこと。　　　　　　

地中線保護材料3 ○ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)

○波付硬質合成樹脂管（FEP）

○硬質ビニル管（VE）

付属品4 ○マンホール用梯子

○ハンドホール用手カギ

その他5 (1) ハンドホール内のケーブル及び指定する箇所には、行先表示プレート（プラスチ

ック製等に刻字）を取付け、プルボックス及びカバープレート類についても適当

な方法により内容表示を行うものとする。

(2)

電柱等立ち上がり部のケーブルについては、電線管により保護すること。(3)

路

線

信

通

内

構

○

○架空線式

地中配線には、埋設シート等を管頂と地表面のほぼ中間に設けるものとする。

地中配線には、埋設シート等を管頂の地表面のほぼ中間に設けるものとする。

中央監視制御装置1 ○警報盤　　○簡易型監視制御装置　　○監視制御装置

2 図示による。中央監視制御装置の

構成・性能

○

中

央

監

視

制

御

設

備

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

特記仕様書（２）

NO SCALE

●

●

●

●

●
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章 項 目 特 記 事 項

配線・機器工事は、事前に絶縁抵抗、接地抵抗を確認し、監督職員に報告する。

電線本数・管路2 分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線において、配線経路、電線サイズ、電

ない。

金属製露出管路3 下記の露出配管は塗装を行う。

屋外○ 屋内（　　　　　）○

塗装を行う場合、露出配管等は合成樹脂調合ペイント 1種 (JIS K5516)2回塗りを行う。

亜鉛めっき面は、エッチングプライマー 1種 (JIS K5633)による化学処理を行う。

線本数、管路サイズなどは機能を優先し、監督職員の承諾を受けて変更しても差し支え

呼び線（導入線）4  長さ1m以上の入線しない電線管には、電線太さ 1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

コンセント  図面に特記なき場合は、コンセント 2P15A（接地極付）は、プラグ不要とする。

一般照明の照度測定 ○有　　　　　　○無

非常用の照明装置の

照度測定箇所数

5

6

7 ○有　　　　　　○無

キャビネット8

施工調査1 はつり工事は事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。

・

・

ステンレス鋼板

鋼板の厚さ (㎜ )
正面の面積

○キュービクル式配電盤の板厚は下記による。

2.3以上ドア及び前面板

1.6以上仕切板

2.3以上1.6以上屋根板

1.6以上底板

2.3以上側面部

屋外屋内

鋼板の厚さ (㎜ )
構成部

1.2以上1.6以上0.2㎡を超えるもの

1.0以上1.2以上0.2㎡以下

ステンレス鋼板

鋼板の厚さ (㎜ )
正面の面積

○制御盤、分電盤の板厚は下記による。

○端子盤・機器収納ラック等の板厚は下記による。

0.1㎡以下 1.0以上 0.8以上

0.1㎡を超え 0.2㎡以下

0.2㎡を超えるもの

1.2以上 1.0以上

1.6以上 1.2以上

○ EB（ 14φ）× 3連 1組

○

○銅板式（900× 900× 1.5t）

接地極 ○接地抵抗値は下記による。

接地の種類 記号 接地抵抗値 接地極

○ 共同接地 EA,D Ω以下

○図面特記による

○ 共同接地 EA,C,D Ω以下

○図面特記による

○ A種接地 EA 10Ω以下

○銅板式（900× 900× 1.5t）

○ B種接地 EB Ω以下

○ D種接地 ED 100Ω以下 EB（ 10φ）×1（ L=1000㎜）

○ C種接地 EC Ω以下

○ 高圧避雷器 ELH 10Ω以下

○銅板式（900× 900× 1.5t）

○

○

○

Ω以下避雷設備 EL

交換機用

通信用

通信用

測定用 OE

ECt

EAt

tE Ω以下

10Ω以下

100Ω以下 EB（ 10φ）× 1（ L=1000㎜）

EB（ 10φ）× 1（ L=1000㎜）

○

○ EB（ 14φ）× 3連 2組

○ EB（ 14φ）× 3連 2組

EB（ 14φ）×3連 2組

○ EB（ 14φ）× 3連 2組

○ EB（ 14φ）× 3連 2組

○ EB（ 14φ）× 3連 2組

EB（ 14φ）× 3連 2組

EB（ 14φ）× 3連  組

9

B種接地については、電力会社と協議する。

※印は、接地極寸法を示す。

(1)接地極の埋設位置で、監督員の指示する箇所に接地極埋設標を設ける。

(2)外灯の接地は ○各ポールごと ○専用接地線

○銅板式（600× 600× 1.5t）

SPDを ○低圧線路 に設ける。○弱電線路

○電灯分電盤 ○動力制御盤 ○弱電盤 ○図面特記参照

SPD10

 壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

(上端1,900以下)

（天井面）-200天井面～中心　　　〃　　　（都市ガス）

300　　　〃ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

1,500　　　〃連動制御器（自動閉鎖）

（天井高）×0.8　　　〃表示灯

（天井高）×0.9　　　〃警報ベル

～ 1,500800　　　〃発信機

～ 1,500800　　　〃自動報機器収容箱

1,500床上～中心副受信機

～ 1,500800床上～操作部火報受信機（複合盤）

1,800　　　〃テレビ機器収容箱

2,000　　　〃廊下表示灯（　　　〃　　　）

1,800　　　〃復帰ボタン（　　　〃　　　）

900　　　〃呼出ボタン（多機能トイレ）

1,100　　　〃身体障害者用インターホン子機

1,500　　　〃インターホン

1,300　　　〃発信器（出退表示用）

（天井高）×0.9　　　〃出退表示盤

1,300　　　〃アッテネータ

（天井高）×0.9　　　〃子時計、スピーカ

1,500　　　〃親時計

1,500床上～中心中間端子盤（ＥＰＳ電気室）

1,000地上～給油口給油ボックス

600地上～中心接地極埋設標

800床上～下端避雷接地用端子箱

500地上、床上～中心接地用端子箱

1,300　　　〃電磁開閉器用押しボタン

1,500　　　〃開閉器箱

1,500床上～中心分電盤、制御盤、実験盤

1,500床上～上端引込開閉器箱（低圧）

800床上～中心コンセント（車庫）

150台上～中心　　〃　　（台上）

150　　　〃　　〃　　（和室）

300　　　〃ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ（一般）

1,100　　　〃　〃　（多機能トイレ）

1,300床上～中心スイッチ（一般）

以下1,000床上～上端廊下通路誘導灯

以上1,500床上～下端避難口誘導灯

150鏡上端～中心　　〃　　（鏡上）

2,500　　　〃　　〃　　（踊場）

2,100床上～中心ブラケット（一般）

取付高[㎜]測点名称

(上端1,900以下)

12

13

天井仕上げ表示

他工事との取合い

11 取付高さ

 図面において、室名に（  ）を付したものは直天井の室、それ以外は二重天井の室を示す。

[備考] （天井高）×0.9及び（天井高）×0.8は天井高が 2500～ 3000㎜の場合に適用する。

○

そ

の

他

工

事

共

通

事

項

支障をきたさない時期までに提出して、監督職員の承諾を受ける。

 他工事との取合いは別表1による、機器の位置、取合い等の検討できる施工図を施工に

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿御苑

特記仕様書（３）

NO SCALE

●

●

●

●

E-003/008
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工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿門

インフォメーション
センター

３５．５３５．５

区道放射５号支１線
管理門

３４．８
３４．５

公園管理３５．３３３．９

事務所 大木戸門 ３４．２

３４．７

３４．９３３．７

３０．８
３４．６

３４．８

３４．９

３１．１
３３．４ ３１．８

３３．１

３２．７

３４．５

３０３５．２３０．１
３０

３４２９．８

３２．１

新宿御苑
３４

３１．３
３２３４ ２８．７

３２

３３．９

２８．５３４．２
３４．５

３３．７

３３．５

２８．７ ３３．５

３８
３０．７

３４．９

３３．７

３２．３

３３．５

２８．１
３２．４

正門千駄ヶ谷門 ３３．７
２９．１

３０

３３．８

Ｎ

全体配置図

翔天亭裏トイレ

今回工事箇所を示す。

A1:S=1/2500,A3:S=1/5000

E-004/008

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事 

東京都新宿区内藤町11



工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

翔天亭裏トイレ盤・照明・呼出姿図

84.5 100

BZ 警報ランプ付ブザー（屋外用）(AC100V)

定格

消費電力

操作電圧

使用周囲温度

質量

音圧

電圧　AC100V 50/60Hz

DC5V

約530g

-10℃～+50℃

動作時:5W  待機時：1W

警報音：約90dB(前方１mにて)報知音：約65dB(前方1mにて)

【参考】 EA5501同等品

1
5
7

コ ン セ ン ト 回 路

コ ン セ ン ト 回 路

コ ン セ ン ト 回 路

1

3

2

屋内壁掛型（露出）

※盤ボックスは既製品利用とする。

3 4

1

2

3

予備

TM
TM

(停電補償付)

24hﾀｲﾏｰ(2回路用)

TM

照明用 換気用

※

※

1 2

5 6

予備

コ ン セ ン ト 回 路

100.0 VA

1

2

3

4

5

100.0 VA

照 明 回 路

換 気 回 路

人 数 カ ウ ン タ ー 用

1183.0 VA

1300.0 VA

6

呼 出 用

Ｌ-翔天亭

1095.0 VA

NO SCALE

ELCB 3P 50/50

呼出機器　姿図

1156.0 VA

1φ3W 200/100V (想定EM-CET14°)

230.0 VA

照 明 回 路

137.1 lm/w

(7.4W)

１００～２００Ｖ

光　　源

器具電圧

光　　源

器具電圧

備　　考 備　　考

器具型式 器具型式

光　　源

器具電圧

備　　考

器具型式

－

照明器具　姿図

Ｂ ＣＣ

－－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

光　　源

器具電圧

備　　考

器具型式

ＡＡ Ｄ Ｄ

光　　源

器具電圧

備　　考

器具型式

光　　源

器具電圧

備　　考

器具型式

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１００～２００Ｖ

備　　考

光　　源

器具電圧

器具型式

【グリーン購入法適合品】

『各消費電力はJIS C 8105-3「照明器具－第３部：性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値を記載』

１００～２００Ｖ

ダウンライト

1420 lm

埋込穴１２５φ

面発光タイプ

(熱線センサー付)

(FDL27W× 1相当)

【参考】XND1064WN-LE9同等品

公共型番 LDS2-LRS1-08

ＬＥＤ１００型

ひとｾﾝｻ付 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

1015 lm

埋込寸法150φ

【参考】NNN13205-LE1同等品

１００Ｖ

ミラーライト

(19.2W)

69.0 lm/w

1325 lm

壁面(横向け)取付専用

幅572･高87･出しろ110

Ｂ

【グリーン購入法適合品】

－

－

－

－

－

ＬＥＤ２００型 ＬＥＤ

(FL20W× 1相当)

１００～２００Ｖ

ダウンライト

埋込穴１２５φ

面発光タイプ

Ａ２

ＬＥＤ２５０型

1705 lm

Ａ　：91.6 lm/w

　　　(15.5W)

Ａ２：88.3 lm/w

　　　(19.3W)

Ａ　：(FHT42W× 1相当)

【参考】Ａ　：XND2051PN-LE9 同等品

Ａ２：XND2551PN-LE9 同等品

Ａ２：(FHT57W× 1相当)

光　　源

器具電圧

備　　考

器具型式

－－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

ＬＥＤ１５０型

1450 lm

埋込寸法 150φ

116.9 lm/w

(12.4W)

(FHT32W× 1相当)

【参考】 XND1561AN-LE9同等品

傾斜天井 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

500.0 VA

69.0 VA

【参考】WN4500+ﾌﾟﾚｰﾄWN65039同等品

非常用

ﾈ
ジ

を
必

ず
し

め
て

ｶ
バ
ｰ
を
と

じ
て
く

だ
さ

い

非常ベﾙを止める時

強く
押す

ｶバｰをはずす

70

1
2
0

24.5

6
8
.
7

12

7
0

新金属プレート

接点構成

動作方式

保護カバー

取付枠 鋼板

オレンジ

押切

両切

非常用埋込押釦（プレート共）

東京都新宿区内藤町11
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37
.5

11
37

.5

女子トイレ 男子トイレ

SK

女子トイレ

パウダーコーナー

男子トイレ

多目的トイレ

前室

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

翔天亭裏トイレ照明・換気電源

EM-EEF 2.0-2C       （天井内）

EM-EEF 2.0-3C       （天井内）

S

EM-EEF 2.0-3C (PF22)（土　間）

　立上げ立下げは配管にて保護する。

EM-EEF 1.6-2C　　　 （天井内）

EM-EEF 2.0-3C       （天井内）

※特記なき配管配線は下記による。

　電　灯

キー付ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ    (WTC7871K同等品)

RAS0

RAS1

SL

壁付熱線ｾﾝｻｰ子器(WTK3911(ﾌｰﾄﾞ付)同等品)

壁付熱線ｾﾝｻｰ親器(WTK3481(ﾌｰﾄﾞ付)同等品)

操作ユニット１回路用(WTC5820W同等品)

　電　灯

※特記なきシンボルは下記による。

天井埋込熱線ｾﾝｻｰ子器(WTK29129同等品)

天井埋込熱線ｾﾝｻｰ親器(WTK24818同等品)

Ｓ

Ｓ

RAS1

傾斜

傾斜

傾斜

傾斜

傾斜

傾斜

傾斜RAS1

RAS0

RAS0RAS1RAS1

RAS1RAS1

RAS1

女子トイレ 男子トイレ

Ｂ－２

Ｃ－３

Ｄ－２

前室 多目的トイレ ＳＫ

Ａ－３

Ｂ－４

Ｃ－７

Ｄ－４

Ａ－７

S S

RAS0

S RAS1

S

S

S

SL

センサー

センサー

センサー

センサー

センサー

センサー

傾斜

傾斜

S

S

L-翔天亭

傾斜

Ｓ

傾斜 傾斜 傾斜 傾斜 傾斜 傾斜

３２

１

Ｃ－６ Ａ２－２ Ａ－２

A1:S=1/30,A3:S=1/60

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｄ

Ｄ
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0
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02

8
11

37
.5

11
37

.5

女子トイレ 男子トイレ

女子トイレ 男子トイレ

パウダーコーナー

多目的トイレ

前室

SK

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

翔天亭裏トイレコンセント・呼出

2EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET

BZ

WP.2EET

2EET

２

１

2EET

３ ４

A

A

５

人数ｶｳﾝﾀｰ用
人数ｶｳﾝﾀｰ用

６

自動水栓用

擬音装置用

2E 2E

Ed

既設ハンドホール

以降翔天亭へ

既設立上配管位置に建柱

(解体工事前に施工)

既設架空線再利用

自動水栓用

EM-CET 14゜ (FEP40)

(GL-600)一般土部

既設ケーブル

(翔天亭用)

※再利用

E5.5°(VE16)

EM-CET 14゜

(地下ピット内)

擬音装置用

L-翔天亭

(404030WP)
直線接続材(Y分岐)

※特記なきシンボルは下記による。

　プルボックス　呼　出

※特記なき配管配線は下記による。

　コンセント

EM-EEF 2.0-3C   （PF22）(隠ぺい)

A EM-AE 1.2-2C    （PF16) (隠ぺい)

　呼　出

2EET 　  〃 　（2P15A×2 接地極　接地端子付）

EET 埋込ｺﾝｾﾝﾄ（2P15A×1 接地極　接地端子付）

2E 　  〃 　（2P15A×2 接地極付）

WP.2EET 屋外ｺﾝｾﾝﾄ（2P15A×2 接地極　接地端子付）

※特記なきシンボルは下記による。

　コンセント

(404030WP)

BZ 警報ランプ付ブザー(屋外用) (EA5501同等品)　

VE 400×400×300(防水型)

非常用埋込押釦(ﾌﾟﾚｰﾄ共)(WN4500+WN65039同等品)

A1:S=1/30,A3:S=1/60

E-007/008
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○液化石油ガス

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金が500万円以上の工事について、

工事実績情報サービス (CORINS)に基づき、受注変更完成訂正時に工事実績情報として

「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた上、次に示す期間内に

章 特 記 事 項

●
一
般
共
通
事
項

1

項 目

Ⅰ　工事概要

2.　建物概要

1.　工事場所

建物名称 主要構造等 延べ面積(㎡) 防火対象物区分

3.　工事種目(●印の付いたものを適用する )

工　事　種　目

建　物　名　称

屋外

換気設備

排煙設備

自動制御設備

衛生器具設備

給水設備

排水設備

給湯設備

消火設備

厨房設備

排水処理設備

撤去工事

ガス設備

空気調和設備 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4.　設備概要(●印の付いたものを適用する )

○空気調和　　　　○暖房　　　　○冷房

設備概要

○ダクト方式

○パッケージ方式

自動制御方式

換気方式

排煙方式 ○自然　　　　　○機械

給水方式

排水方式

屋外汚水、雑排水　　○分流式   ○合流式

建物内汚水、雑排水　○分流式   ○合流式

処理方式及び放流先

○

○

○雨水

○下水道管

○道路側溝

○

給湯方式

○中央式

主要熱源機器

○

○

○

○ファンコイルユニット方式 (○セントラル   ○ゾーン )

○放熱器方式(○蒸気　○温水)

○浄化槽 (○合併処理　○　　　　　)(○新設　○既設)

○浄化槽 (○合併処理　○　　　　　)(○新設　○既設)

○雑排水処理槽 (○新設　○既設 )

○浸透槽 (○新設　○既設 )

○構内排水溝(又は排水管 )

○構内排水溝(又は排水管 )

○局所式(○瞬間式   ○貯湯式(一般用)  ○貯湯式(飲料用))

○屋内消火栓　　○屋外消火栓　　○スプリンクラー

○不活性ガス消火 (ガス種類　　　　　　　　　　　 )

○電気式　　　　○デジタル式　　○電子式

○泡消火　　　　○粉末消火

○連結送水管　　○連結散水　　　○

空気調和方式

ガス設備の種類

消火設備の種類

方式及び種類

○都市ガス　　　ガス種類　 13A　　ガス事業者(　　　　　　　　　　　　　)

○簡易ガス事業　ガス種類　 LPG　　ガス事業者(　　　　　　　　　　　　　)

Ⅱ　工事仕様

設計書、図面、特記仕様書、現場説明書 (質問回答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

質問回答書((2)から (5)に対するもの )

現場説明書

特記仕様書

図面及び設計書

標仕、改修標仕及び標準図

1.　共通仕様

2.　特記仕様

章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたもの、特記事項は●印のついたものを適用する。

（ 1）工事受注時　　　　　契約締結後      10日以内

（ 2）登録内容の変更時　　変更契約締結後 10日以内

（ 3）工事完成時　　　　　工事完成後      10日以内

10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が

また、(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、

別契約の関連工事 別契約の施工上密接に関連する工事との取合いについては別表－1による。機器の位置、

取合い等の検討できる施工図を施工に支障をきたさない時期までに提出して、監督職員の

2

なお、変更登録は、工期、技術者及び工事請負代金等に変更が生じた場合に行う。

確認方法について

本工事に東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料 (以下、「ゴム

製品等」という。)を使用する場合には、受注者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)、

ニッタ化工品 (株 )と資本面、人事面で関係がない者)によって作成されたゴム製品等の

品質を証明する書類を事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。

なお、第三者による品質証明書類を監督員に提出し、確認を受けた場合であっても、後に

製品不良等が判明した場合に、受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

化学物質を発散する

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能

（1）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ

を有するものとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。

     クルボードその他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデ

     ヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

（2）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極

     めて少ないものとする。

（3）接着剤はフタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない

     難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼ

     ンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

（4）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発

     散が極めて少ないものとする。

（5）上記（1）、（ 3）及び（ 4）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、

     その他什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとす

     る。なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは発散量が規制対象外のものを、ホ

     ルムアルデヒドの発散量が極めて少ないものとは発散量が第三種のものをいい、原則

     として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第

     三種のものを使用するものとする。

ア  JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

イ  建築基準法施行令第20条の7第 4項による国土交通大臣認定品

ウ  下記表示のある JAS規格品

（ア）非ホルムアルデヒド系接着剤使用

（イ）接着剤等不使用

（ウ）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

（エ）ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

（オ）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

（カ）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

規制対象外

第三種

ア  JIS及びJASの F☆☆☆規格品

イ  建築基準法施行令第20条の5第 3項による国土交通大臣認定品

ウ  旧 JISの E0規格品

エ  旧 JASの Fc0規格品

建築材料等

保険契約の締結後、その証券の写しを監督職員に速やかに提出する。

火災保険等 火災保険、建設工事保険、組立保険又は土木工事保険等のうち、１以上に加入する。

契約期間の始期は材料(仮設、型枠材を除く )搬入時以前とし、終期は工事目的物 (分離

発注においては、引き渡しが最後となる工事目的物)の引き渡しの翌日までとする。

1.受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

  監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。

2.受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合

  には次の各号に掲げる協力をしなければならない。

（ 1）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなけれ

（ 2）調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査指導の対象とな

     ばならない。

     った場合には、その実施に協力しなければならない。

（ 3）正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると

     ともに賃金台帳を調製保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間

     管理を適切に行わなければならない。

（ 4）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者

     を負う旨を定めなければならない。

調査試験に対する

協力

を使用するものとする。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

下請負人の選定及び

工事材料の選定

受注者は、下請負契約を締結する場合、当該契約の相手方を県内に本店を有する者の

中から選定するよう努めること。

受注者は、県内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が本設計の仕様に適

合すると認められる場合は、優先して使用するよう努めること。

交通安全管理

環境対策

受注者は、工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、「低騒音低振動型建設機械

（1）騒音振動対策

使用するものとする。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

（2）排出ガス対策

受注者は、工事の施工にあたり「建設機械に関する技術指針」別表第3に揚げる建設

機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年 10月 8日付け建

設省経発第246号 )」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械又は同等の建設機械

（3）グリーン購入法

受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、事業毎の特性を

踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等に

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に報告するととも

ならない。

事故報告

不正軽油使用の防止

対策

1.本工事は、地方税法(昭和25年法律第226号 )及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に

  関する法律 (平成17年 5月 25日法律第51号 )を遵守すること。

2.本工事で使用し又は使用させる軽油使用の車両(資機材等の搬出入車両を含む)並びに

過積載対策

1.積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。

2.過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

  下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

3.資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、

4.さし枠装着車、物品積載装置の不法改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂を積

  み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないように

  すること。

5.過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を

  助長することのないようにすること。

6.取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を

  土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。

7.「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的

  に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使

  用を促進すること。

8.下請契約の相手方は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に

  欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた

  ものを排除すること。

9.1～ 8のことにつき、下請業者における受注者を指導すること。

ダンプトラック等による過積載等の防止については、次のとおりとする。

ゴム製品等の品質

  建設機械等の燃料には規格(JIS)に合った軽油を使用すること。

に、監督職員が指示する様式(工事事故報告書)で指示する期日までに提出しなければ

よる環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。「グリーン購

の指定に関する規定」 (平成9年建設省告示第1536号 )に基づき指定された建設機械を

     (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。 )が前号と同様の義務

工事の記録

○適用する　　○適用しない電気保安技術者

条件明示項目

[発生土]

[発生土以外の物]

●引渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とする。

発生材の処理等

する。

1.建設副産物実態調査要領に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書及び再生資源

  後速やかに上記計画書の実施状況について、再生資源利用実施書及び再生資源利用促

  進実施書を作成し、電子データとともに提出する。なお、これらの記録を工事完成後

  1年間保存しておくこと。

2.建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」により監督職員の確認

  を受け、同申請書を提出すること。

  理委託契約を締結し、その契約書の写しを提出すること。

  なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に、収集運搬業者と建設

  廃棄物処理委託契約を締結をし、その契約書の写しを提出すること。

4.建設副産物処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に提出

5.建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票(マニフェス

  ト )」の交付されたもの及び回収した各票を監督職員に提示し確認を受けること。

  なお、回収したマニュフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を

  踏まえて適切に保存すること。

に定める対象建設工事に該当する場合は、建設リサイクル法に基づき特定建設資材の

分別解体及び再資源化の実施について、適正な措置を講ずるとともに、分別解体再資源

化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、監督職員に報告すること。

建設リサイクル法

機材の品質等 (1) 本工事に使用する機材等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定する

もの又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、同等品等

使用願を監督職員に提出し承諾を受ける。

(2) 機材の承諾図の作成は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「機械設備工事機材承諾図

様式集」によるほか、監督職員の指示による。

(3) 機材の能力、容量等は設計図書に定める数値以上とする。ただし電流値、燃料消費量、

圧力損失等は原則として設計図書に定める数値以下とする。

  利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて各1部提出すること。また、工事完成

耐震措置 設備機器の固定は、独立行政法人建築研究所監修「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」

による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。

機器の重量[kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、

設計用標準水平震度は、次による。

設計用標準水平震度

上層階 機器

屋上及び塔屋 防震支持の機器

中間階 機器

防振支持の機器

機器地階・1階

防振支持の機器

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

0.6

0.6

0.4

0.6

1.0

0.6

1.0

1.5

1.01.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

重要機器は次のものを示す。

○防災設備　　○監視制御設備　　○危険物貯蔵装置　　○火を使用する設備

○避難経路上に設置する機器　　○

上層階の定義は次による。

2～6階建以下の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、

10～ 12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層 4階

設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

●はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行う。

施工計画調査

完成図

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

(1)

(2)

技能士

設計用水平地震力

設計用鉛直地震力

する。

設計図書に規定するものと同等と取扱い、主要資材使用通知書により監督職員に通知

なお、同等品の中で、一般社団法人公共建築協会編集「建築材料設備機材等品質性能

評価事業  設備機材等評価名簿」に記載されている製造所の材料を選定した場合は、

設置場所

施工図等の取り扱い

保全に関する資料 提出する。

公共住宅工事においては次のものを提出する。

貸与する CADデータを該当工事における施工図または完成図の作成のため以外には使用

してはならない。

書面における署名及び捺印の取り扱いは、監督職員との協議による。

電子納品 電子納品運用に関するガイドライン (第 10版 )による。

○機器等の取扱い方法及び重要な定期点検項目を書いた取扱説明板を設置する。標識その他

　表示内容は監督職員の指示による。

　○保全指導書 (共用部分 )

改修標仕第1編1.5.1及び1.5.2及び下記による。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (以下「建設リサイクル法」という。 )」

  するとともに、実際に要した処理等を証明する資料(受け入れ伝票、写真、位置図、

  経路図等)を提示し確認を受けること。

3.建設副産物の処分にあたって、排出事業者(元請業者)は処理業者と建設副産物処

上記に指定されていないものは、標準仕様書(機械設備工事編)第1編 1.3.9及び

「建設廃棄物処理指針」(平成22年版)によるほか、下記により構外に搬出し適切に処理

○構内指示の場所に堆積(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

○構外指示の場所に堆積(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

○引渡しを要するものは(○　　　　　　○　　　　　　○　　　　　)とする。

○特別管理産業廃棄物は(○　　　　　　○　　　　　　○　　　　　)とする。

○再生資源化を図るものは(○　　　　　　○　　　　　　○　　　　　 )とする。

○熱絶縁施工(保温工事)　　○冷凍・空気調和機器施工 (冷凍空調機器の据え付け)

○配管施工(配管工事)　　　○建築板金施工(ダクト製作及び取付け)

○本工事　　○別途

　調査項目　○既存資料調査　　○

　調査範囲　○図示　　　　　　○

　調査方法　○図示　　　　　　○

水槽類(※)

水槽類(※ )

水槽類(※ )

※：水槽類には、オイルタンク等を含む。

設計CADデータの貸与　●有　　○無

3 実施工程表

○施工時間　　○

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

工事写真の整備は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック（機械

設備工事編）」によるほか、監督職員の指示による。

概成工期の明記に努めること。

承諾を受ける。

雨水利用機器

工事実績情報サービ

ス（ CORINS）への登録

登録機関へ登録申請を行う。ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律（昭和63年

法律第91号 )に定める行政機関の休日は含まない。

●

●上水　　　　　○井水

〇一般の施設

〇

〇

●

●構内(建物周り)敷均し　　　　　　○構内指示の場所に敷均し

　

〇

〇

〇

●

●

●水道直結式　　○高置タンク式

〇加圧給水式(○圧力タンク　〇加圧ポンプ　○　　　　　　)

●汚水

●下水道管

●雑排水

●下水道管

〇構外搬出適切処理

〇特定の施設

〇給水装置　　○排水装置　　○換気機器　　○空調機器　　○熱源機器

　〇住戸内取付け機器の取扱い説明書(各住戸毎作成 )

○自然　　　　　●機械(○第一種  ○第二種   ●第三種)

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

係る計画の作成

工事の一時中止に （1）契約書第 21条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中に

     提出し、承諾を受けるものとする。

     なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数

     、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制

     の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本事項を明らかに

     する。

（2）工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

住宅瑕疵担保履行法

への対応 対象工事である

電動機

総合調整

換気扇、圧力扇、厨房機器その他これらに類するものの電動機の保護規格は、製造者

規格による標準品としてよい。

●
共
通
工
事

1

2

　○室内気流及びじんあいの測定　　○騒音の測定

　○風量調整　　　○水量調整　　　○室内外空気の温湿度の測定

　●初期運転状況の記録　　　　　　

●本工事　　　○別途

　○飲料水の水質の測定(水道法施工規則(昭和32年厚生省令第45号 )第 10条による水質検査)

     おける工事現場の管理に関する計画 (以下「基本計画書」という。 )を発注者に

本工事は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(平成19年法律第66号 )の

29

30

6

5 管の接合 ステンレス鋼管

　呼び径65Su以下のステンレス鋼管は拡管式メカニカル接合とする。

○建築物エキスパンションジョイント部の配管要領

　標準図(建築物エキスパンションジョイント部配管要領)の(　●(a)　○(b)　 )による。

○さや管ヘッダー配管システム

　13mm以下の樹脂管には消音テープ巻きを行う。

3 外壁の地中部分で水密を要する部分のスリーブスリーブ

配管施工の一般事項4

　●つば付き鋼管スリーブ

　●鋼管又はビニル管に非加硫ブチルゴム系止水材を巻き付けて止水するスリーブ

○建築物導入部配管の配管要領(排水及び通気配管を除く)

　標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領 )の(　○(a)　○(b)　● (c)　 )による。

　埋設配管がビニル管、ポリエチレン管の場合の配管要領は監督員との協議による。

　都市ガス設備の配管要領はガス事業者の承認するものとする。

監督員と協議すること。

試運転、調整等を実施する際には、最大需要電力(電力デマンド)を抑制するよう計画し、

　　○放射線透過検査(RT)　●浸透探傷検査又は磁粉探傷検査(PT又はMT)

　適用範囲

　突合せ溶接部の検査の種類

　　すべての溶接接合配管 (○使用圧力が0.1MPa未満の配管を除く)

勾配、吊り及び支持

溶接接合における溶接部の非破壊検査

使用する場合、切断面の面取り及び空気に触れる側の切断端部の防錆処理を行う。

試験 (1)

(2)

各種配管の試験は、新設配管に適用する。

新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

7

電気亜鉛めっきなどによる防錆処理を施した全ねじボルトを切断して吊り用ボルトとして

腐食の影響を考慮する。

ステンレス鋼製の吊り金物・Ｕボルトなどを使用する場合、鋼製の配管・支持材などへの

衛生管理基準による）

　○雑用水の水質測定（建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物

暴力団員等による

不当介入を受けた

場合の措置      固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報

     を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

（2）（1）により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその

     内容を記載した書面により発注者に報告すること。

（3）発注工事において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが

     生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

     による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断

28 （ 1）環境省が発注する建設工事(以下「発注工事」という。 )において、暴力団員等

特記仕様書（１）

NON

69.56㎡翔天亭裏トイレ

東京都新宿区内藤町11

東京都新宿区内藤町 11

木造平屋建

翔天亭裏トイレ

○

大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和４年版)(以下「標仕」という)、

公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和４年版)(以下「改修標仕」という )及び公共建築設備

工事標準図(機械設備工事編)(令和４年版)(以下「標準図」という)に準拠するものとし、優先順位は次による。

提出部数　　原図版製本　 (　　　　 )部　　縮小版(A3)製本　(　２　 )部

入法」という)」第10条で定められた特定調達品目の使用を推進するものとする。

M-001/007

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事　機械設備工事特記仕様書

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事 



特 記 事 項項 目
1○

ガ
ス
設
備

配管材料ダクト1

2

○
排
煙
設
備

型式は図示による。排煙口

●亜鉛鉄板製　　○鋼板製

給湯管 屋内露出 (一般居室、廊下 ) a2・ (ロ )・Ⅰ

機械室、書庫、倉庫 b ・ (ロ )・Ⅰ

メーター室内

階下のあるトレンチ内

c2・ (ロ )・Ⅰ天井内、木造壁内、空隙壁中

スラブ、床板間転がし配管

台所流し台裏及び浴室ユニット内

浴室ユニット下部の配管及び

鋼板製のタンク

貯湯タンク

排気筒

f1・ (ロ )・Ⅷ

g1・ (ロ )・Ⅸ

隠ぺい箇所

d ・ (ロ )・Ⅰ

h ・ (イ )・Ⅸ

屋外 f3

屋外 g3
機
器

ネダフォーム下部

住戸外のパイプシャフト内

住戸内のパイプシャフト内

e3・ (ロ )・Ⅰ

暗渠内(ピット内を含む)

階下のないトレンチ内

屋外露出

(バルコニー、開放廊下を含む)

(膨張管を含む。)

備考施工箇所区分

公共住宅工事における給排水衛生設備工事の保温 (続き)

管(

継
手
及
び
弁
類
を
含
む
。

)

ものは40mm以上とする。

含む)は防凍保温を行う。保温の厚さは呼び径 25mm以下のものは50mm、呼び径 32㎜以上の

●一般保温

屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレン管、弁類を

標仕第 2編第3章第1節によるほか下記による。

空気調和設備工事の保温については下記による。

管(

継
手
及
び
弁
類
を
含
む
。

)

温水管

蒸気管

(低圧(0.1MPa未満)の

蒸気)

(膨張管を含む。 )

(膨張管を含む。 )

冷水・冷温水管

冷水管

(冷水温度 2～ 4℃ )

(ブライン温度-10℃ )

ブライン管

機械室、書庫、倉庫

屋内露出(一般居室、廊下)

屋外露出(バルコニー、開放

廊下を含む)及び浴室、厨房

等の多湿箇所 (厨房の天井内

は含まない。 )

機械室、書庫、倉庫

天井内、パイプシャフト内

及び空隙壁中

屋外露出(バルコニー、開放

廊下を含む)及び浴室、厨房

等の多湿箇所 (厨房の天井内

は含まない。 )

天井内、パイプシャフト内

及び空隙壁中

及び空隙壁中

屋外露出(バルコニー、開放

廊下を含む)及び浴室、厨房

等の多湿箇所 (厨房の天井内

は含まない。 )

屋内露出(一般居室、廊下)

C2・ (ロ )・Ⅰ

A2・ (ロ )・Ⅱ

C2・ (ロ )・Ⅱ

A2・ (ロ )・Ⅲ

C1・ (ロ )・Ⅲ

備考

屋内露出(一般居室、廊下)

暗渠内 (ピット内を含む )

暗渠内 (ピット内を含む )

暗渠内 (ピット内を含む )

E3・ (ロ )・Ⅱ

E3・ (ロ )・Ⅲ

D ・ (ロ )・Ⅰ

B ・ (ロ )・Ⅱ

D ・ (ロ )・Ⅱ

B ・ (ロ )・Ⅲ

D ・ (ロ )・Ⅲ

施工箇所

A2・ (ロ )・Ⅰ

機械室、書庫、倉庫

機械室、書庫、倉庫

天井内、パイプシャフト内

天井内、パイプシャフト内

B ・ (ハ )・Ⅳ

C1・ (ハ )・Ⅳ

及び空隙壁中

屋外露出(バルコニー、開放

廊下を含む)及び浴室、厨房

等の多湿箇所 (厨房の天井内

は含まない。 )

屋内露出(一般居室、廊下)

暗渠内 (ピット内を含む )

天井内、パイプシャフト内

B ・ (ハ )・Ⅴ

C1・ (ハ )・Ⅴ

D ・ (ハ )・Ⅴ

E3・ (ロ )・Ⅰ

E3・ (ハ )・Ⅴ

A2・ (ハ )・Ⅴ

区分

冷媒管

 見え掛り部)

屋内露出(一般居室、廊下)

機
器

一
般
ダ
ク
ト

タ
ン
ク

ヘ
ッ
ダー

冷水タンク

冷温水タンク

温水タンク

還水タンク

熱交換器

膨張タンク

冷水ヘッダー

冷温水ヘッダー

温水ヘッダー

蒸気ヘッダー

長方形ダクト

スパイラルダクト

消音

内貼

排煙

ダクト

煙道

サプライチャンバー

消音チャンバー

消音エルボ

長方形

円形

長方形

円形

屋内露出(一般居室、廊下)

機械室、書庫、倉庫

屋内隠ぺい・ダクトシャフト内

屋外露出(バルコニー、開放

廊下を含む)及び浴室、厨房

等の多湿箇所 (厨房の天井内

は含まない。 )

屋内露出(一般居室、廊下)

機械室、書庫、倉庫

屋内隠ぺい・ダクトシャフト内

屋外露出(バルコニー、開放

廊下を含む)及び浴室、厨房

等の多湿箇所 (厨房の天井内

は含まない。 )

屋内隠ぺい

屋内隠ぺい

F1・ (ロ )・Ⅸ

G1・ (ロ )・Ⅸ

F1・ (ロ )・Ⅸ

G1・ (ロ )・Ⅸ

G1・ (ロ )・Ⅷ

J1・ (ロ )・ XI

O1・ (ロ )・ XI

H1・ (イ )・Ⅹ

H1・ (イ )・Ⅹ

K3・ (ロ )・ XI

P3・ (ロ )・ XI

I ・ (ロ )・ XI

I ・ (ロ )・ XI

N ・ (ロ )・ XI

N ・ (ロ )・ XI

M ・ (ロ )・Ⅸ

L ・ (ロ )・Ⅷ

I ・ (イ )・ XI

N ・ (イ )・ XI

は含まない。 )

屋外 F3

屋外 G3

廊下を含む)及び浴室、厨房

等の多湿箇所 (厨房の天井内

E3・ (ロ )・Ⅰ屋外露出(バルコニー、開放

A2・ (ロ )・Ⅰ

機械室、書庫、倉庫

機械室、書庫、倉庫

管(

継
手
及
び
弁
類
を
含
む
。

)

給水管 (○消火管 )

機械室、書庫、倉庫

屋内露出(一般居室、廊下)

備考

a2・ (ロ )・Ⅶ

b ・ (ロ )・Ⅶ

施工箇所区分

天井内、パイプシャフト内

及び空隙壁中

c2・ (ロ )・Ⅶ

排水及び通気管

給湯管

屋内露出(一般居室、廊下)

屋外露出(バルコニー、開放

廊下を含む )及び浴室、厨房

等の多湿箇所(厨房の天井内

機械室、書庫、倉庫

天井内、パイプシャフト内

及び空隙壁中

暗渠内(ピット内を含む)

浴室、厨房等の多湿箇所

(厨房の天井内は含まない。 )

a2・ (ロ )・Ⅶ

c2・ (ロ )・Ⅶ

及び空隙壁中

屋外露出(バルコニー、開放

廊下を含む )及び浴室、厨房

等の多湿箇所(厨房の天井内

機械室、書庫、倉庫

天井内、パイプシャフト内

屋内露出(一般居室、廊下)

暗渠内(ピット内を含む)

a2・ (ロ )・Ⅰ

c2・ (ロ )・Ⅰ

e3・ (ハ )・Ⅶ

e3・ (ハ )・Ⅶ

e3・ (ロ )・Ⅰ

d ・ (ハ )・Ⅶ

b ・ (ロ )・Ⅶ

b ・ (ロ )・Ⅰ

d ・ (ロ )・Ⅰ

給排水衛生設備工事の保温については下記による。

(膨張管を含む。 )

B ・ (ロ )・Ⅰ

B ・ (ロ )・Ⅰ

○都市ガス　　　ガス事業者の供給規定による。

塗装工事

仮設工事

地業工事

コンクリート工事

11

10

12

9

下記の保温を行わないダクトは、塗装を行わない。

(1) 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担とする。

(2) 足場及び作業構台の類

○改修工事標準仕様書第１編2.2.1によるほか下記による。

下記の基礎部には捨コンクリート地業を行う。

　○受水槽　　○浄化槽　　○

コンクリートはレディーミクストコンクリートとし、施工に先立ち調合表を監督職員に

提出する。

下記の金属電線管は塗装を行う。

　○内部足場の種別　(○　　種　　○　　種　 )

　○外部足場の種別　(○　　種　　○　　種　 )

　○屋外露出部　　○屋内露出部　　○

　○　　　　　　　○

　○原紙  ＋  アルミガラスクロス　　●アルミガラス化粧原紙

                地中　○合成樹脂被覆鋼管　　○

○液化石油ガス　一般　○鋼管 (白管)　　　　　○

充てん容器その他2

集合装置3

転倒防止等

メーター

ガス漏れ警報器

漏洩検知装置

電気防食

引込負担金等

○要　　○不要

9

8

7

6

5

4

標準図(液化石油ガス容器廻り配管要領)による(　　　 )本立て。

○要　　○不要

○バルク貯槽　　　　　貯蔵量 (　　　　　)kg

標準図(液化石油ガス容器転倒防止施工要領)の　○ (a)　○(b)　による。

○
雨
水
利
用
設
備

○
排
水
処
理
設
備

設備方式

仕様等 図示による。

1

2

図示による。

○

弁類

配管材料

設備方式1

2

3

撤去内容

化学物質の濃度測定

図示による。

2 施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い、測定結果をまとめて報告する。

測定する化学物質の種類　●ホルムアルデヒド　●トルエン　●キシレン

　　　　　　　　　　　　●エチルベンゼン　　●スチレン　○パラジクロロベンゼン

測定方法　　　　パッシブ型採取機器により行う

測定対象室　　　図示による

測定箇所数　　　図示による

○本工事(設置場所は図示)　　○別途工事

○要　(○本工事　　○別途工事)　　○不要

○排水再利用　　○厨房除害　　○浄化槽

JIS又は JV　○ 5K　　○10K(図示部分)

着工前の測定　　○行う　　○行わない

○LPガス容器(貸与品 )　 (● 50kg　　○20kg　　○10kg　　)× (　　　　　 )本

○子メーター　(○買い取り　　○　　　　　　　)

○親メーター　(○貸与品　　　○　　　　　　　)

保温の種別

保温の種別

保温の種別

保温の種別 B 及び  b の外装材

備考施工箇所区分

公共住宅工事における給排水衛生設備工事の保温については下記による。

機
器

鋼板製のタンク

貯湯タンク

排気筒

f1・ (ロ )・Ⅷ

g1・ (ロ )・Ⅸ

隠ぺい箇所 h ・ (イ )・Ⅸ

屋外 f3

屋外 g3

機械室、書庫、倉庫
管(

継
手
及
び
弁
類
を
含
む
。

)

屋内露出(一般居室、廊下) a2・ (ロ )・Ⅶ

b ・ (ロ )・Ⅶ

メーター室内

給水管

c2・ (ロ )・Ⅶ

住戸外のパイプシャフト内

d ・ (ハ )・Ⅶ

暗渠内(ピット内を含む)

e3・ (ハ )・Ⅶ屋外露出

(バルコニー、開放廊下を含む)

排水及び通気管 屋内露出(一般居室、廊下)

機械室、書庫、倉庫

a2・ (ロ )・Ⅶ

b ・ (ロ )・Ⅶ

階下のあるトレンチ内

階下のあるトレンチ内

c2・ (ロ )・Ⅶ

天井内、木造壁内、空隙壁中

住戸内のパイプシャフト内

住戸内のパイプシャフト内

天井内、木造壁内、空隙壁中

台所流し台裏及び浴室ユニット内

階下のないトレンチ内

保温の種別

は含まない。)

は含まない。)

手動開放装置　　○ワイヤー式　　○電気式

遠隔開放操作　　○要　　○不要

排煙風量測定 建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター )の排煙風量の検査方法に準ずる。

1

2

図示による。構成その他

電気計装工事の配線

○
自
動
制
御
設
備

和風便器1

洗面器及び手洗器 水栓は止水栓付属とする。

衛生器具付属水栓

衛生器具ユニット ユニットの配管材料は、別図衛生器具ユニットの仕様表とする。

2

4

5

3 ○水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

3

標記板

○耐火カバーを設置する。 (下部がピット及び土間部を除く。)

取付け位置　　○大便器　　○小便器　　○

材質　　　　　○陶器製　　○

1 配管材料

機材の品質等

機材の品質及び性能の適用は、次による。公共住宅工事の6

　便器

　洗面化粧ユニット

　洗濯機用防水パン

　浴槽

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

給水引込管(直結部分)　　水道事業者の指定による

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

8

9

1 配管材料

引込納付金等

　水槽

　さや管ヘッダー配管システム

　給水ポンプシステム

公共住宅工事の 機材の品質及び性能の適用は、次による。

機材の品質等

○凍結防止機能付水栓(サーモエレメント式 )を設置する。(取付け位置は図示 )

管の上端より原則として、一般敷地は(　30cm　 )構内道路は (　 60cm　 )以上とする。

ただし、凍結深度以上とする。

管の埋設深さ

○水道事業者指定品 (○貸与品　○買い取り　)　○標準図MC形

埋戻しは管の上端より100mmまでは山砂を使用する。

○ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする

3

4

5

6

7 水栓柱

弁類

量水器桝

量水器

○台所流し用の水栓は泡沫式とする。2 水栓

○親メーター　(○貸与品　　　○　　　　　　　 )

○子メーター　(○買い取り　　○　　　　　　　 )

○要　 (○本工事　　○別途工事)　　○不要

屋内  汚水管       ○排水用塩ビライニング鋼管　　○耐火二層管

　　　　　　　　　○ビニル管(VP)　　　　　　　　○

　　　雑排水管　  ○排水用塩ビライニング鋼管　　○耐火二層管

　　　　　　　　　○ビニル管(VP)　　　　　　　　○

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

　　●機材の品質・性能基準　　○(　　　　　　　　　　　)

ビニル管(VP)はカラー管とする。ただし、露出配管以外の部分は、 JISに規定の

標準色とすることができる。

　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　○

3

　風呂がま

　給湯器ユニット

公共住宅工事の 機材の品質及び性能の適用は、次による。

機材の品質等

1 配管材料○
消
火
設
備

取付け位置は図示

大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとの接続管はビニル管 (VP)とする。

○ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする

○給湯用塩ビライニング鋼管　　○ステンレス管　　○

2

1

弁類

配管材料○
給
湯
配
管

○台所流し等の床上露出部分の配管はビニル管 (VP)でもよい。

洗面器に直結する排水管は、器具トラップより 1サイズアップとする。

4

3

2

放流納付金等

満水試験継手

洗面器等の排水管

○要　 (○本工事　　○別途工事)　　○不要

　　　通気管   　   ○鋼管 (白管)　　　　　　　　　○耐火二層管

　　　　　　　　　○ビニル管(VP)　　　　　　　　○

　　　桝間        ○ビニル管(VP)　　　　　　　　○ビニル管(VU)

屋内消火栓　一般　○鋼管 (白管)　　　　　　　○

　　　　　　地中　○外面被覆鋼管(SGP-VS)　　○

連結送水管　一般　○

　　　　　　地中　○

○
厨
房
設
備

3

2

1

図示による。

図示による。

○ドライシステム　　○

機器の機能等

厨房用熱源

システム

JIS又はJV　○5K　　○ 10K(図示部分 )

13 鋼材工事 屋外部分の材料

○
空
気
調
和
設
備

設計温湿度 夏季 冬季

℃

％

℃

％

℃

％

℃

％ ％

℃

％

℃

％

℃

％

℃温度(DB)

湿度(RH)

温度(DB)

湿度(RH)

温度(DB)

湿度(RH)

温度(DB)

湿度(RH)

鋼板製煙道2

外気

　　系統

　　系統

　　系統

ダクト3

風量測定口4

チャンバー5 (1)

(2)

(3)

配管材料6

　○アングルフランジ工法

　○スパイラルダクト

○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。

取付け位置は図示

消音内貼を施すチャンバーの表示寸法は外寸とする。

空気調和機に用いるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクトの分岐・合流に

用いる消音内貼りを施したチャンバーには点検口を設ける。(寸法は図示 )

ガラリに直接取付けるチャンバー類は雨水等の滞留のないよう施工する。

　○コーナーボルト工法(●共板フランジ工法　　○スライドオンフランジ工法 )

○高圧1ダクト(適用範囲は図示)

1

付属品(取付位置は図示)

○低圧ダクト

　○ばい煙濃度計の取付座　　○ばいじん量測定口

　○伸縮継手　　　　　　　　○掃除口

蒸気管　給気管　○

　　　　還管　　○

油管　　　　　　○

冷却水管　　　　○

冷温水管　　　　○

高温水管　　　　○

弁類 JIS又はJV　○5K　○10K(図示部分)

65A以上の冷温水・冷却水用弁装置の仕切弁はバタフライ弁とする。

○鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。

○ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。

7

油面制御装置 油面制御盤には下記の端子を設ける。

　項による。

なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

ダクト1

○建物内の空気抜き管の保温は、一般共通事項 21保温工事の温水管の項による。

○空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、一般共通事項 21保温工事の

  排水管の項による。

　○アングルフランジ工法

保温

○膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、一般共通事項 21保温工事の温水管の

●外気(OA)　　●給気 (SA)　　○還気(RA)　　○(　　　　　)

11

10

9

風量測定口2

排気ダクトのシール

チャンバー

保温

○浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統　　○厨房系統

空気調和設備の当該項目による。

○全熱交換器ダクトの保温(施工範囲は図示)

●外気(OA)　　○給気 (SA)　　○還気(RA)　　●排気 (EA)　　○(　　　　　 )

　○厨房　　　　○湯沸室　　　○(　　　　　 )

5

4

3

○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。

温度計

8 圧力計、連成計

及び水高計

取付け位置は図示

取付け位置は図示

取付け位置は図示

○隠ぺい部ダクトの保温仕様 h・ (イ )・Ⅸの適用(施工範囲は図示)

○空気調和機ダクトの保温(施工範囲は図示)

機材の品質等

機材の品質及び性能の適用は、次による。

　換気扇類及び換気口等(換気ユニット )

公共住宅工事の6

○厨房排気系統の長方形ダクトの板厚は、標仕より1番手厚いものを使用する。

膨張タンクよりボイラ等への補給水管

空気調和機及びファンコイルユニットの排水管・ドレン管

　○コーナーボルト工法(●共板フランジ工法　　○スライドオンフランジ工法 )

　　●機材の品質・性能基準　　○ (　　　　　　　　　　　)

○高圧1ダクト(適用範囲は図示)

　○給油ポンプ制御　　○満油警報　　　　○遠隔警報　　　　○電磁弁制御

　○返油ポンプ制御　　○減油警報　　　　○

膨張管、空気抜き管、ドレン管(蒸気管・ボイラ等)及び

　　　　　　　　○

　　　　　　　　○

　

(冷媒用断熱材被覆銅管

　●溶融亜鉛めっき(●2種 35　 )　　○ステンレス鋼製(SUS304)

冷媒管　　　　　○冷媒用断熱材被覆銅管　　○

章

保温工事8

地中埋設部

一般部

　●塩ビライニング鋼管(SGP-VD)　　○

　○塩ビライニング鋼管(SGP-VA)　　●塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)

●
給
水
設
備

JIS又はJV　●水道直結部分　 (● 10K　　○　　　 )

　　　　　 ●その他の部分　 (● 5K　  　○　　　 )

○合成樹脂製　　●アルミニウム合金製　　○

●
改
修
・
撤
去
工
事

　

1

●
排
水
設
備

屋外  第一桝まで　●ビニル管(VP)　　　　　　　　○ビニル管(VU)

●本工事で設置する。

●水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。

〇防凍保温

●
衛
生
器
具
設
備

　〇水道用ポリエチレン二層管　　　〇水道配水用ポリエチレン管

　●耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)　　

　○水道用ポリエチレン二層管　　　〇水道配水用ポリエチレン管

●
換
気
設
備

●低圧ダクト

　●スパイラルダクト

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

NON

工　事　内　容

仮設電力の引込み（分電盤・キュービクルまで）

　　　　〃　　　（上記以降）

仮設電力の電気料

本受電後の電気基本料金

本受電後引渡しまでの電気使用料

仮設水道の引込み（メーターまで）

　　　　〃　　　（上記以降）

仮設水道及び本設後引き渡しまでの使用料

梁・壁・床の開口、貫通、埋込部のスリーブ・型枠（電気 ､機械の配管等）

すべての開口、貫通、埋込部の補強

屋上に設置する機器の基礎（電気及び機械機器）

屋内及び屋外に設置する機器の基礎（電気及び機械機器）

天井・壁（軽量鉄骨下地）に付く機器の位置・墨出し

天井・壁（軽量鉄骨下地）に付く機器の開口部補強を要する場合の切込み

天井・壁（軽量鉄骨下地）に付く機器の開口部補強

天井換気扇の取付

同上取付枠

防煙ダンパー

同上　煙感知器の配管・配線

床仕上げ材の穴あけ（フローリングブロック等）

ルーフドレイン及び縦どい（桝及び側溝までの配管）

配線ピット及び蓋

電極棒及びフロートスイッチ

機械設備の制御、操作盤への電源供給制御

消火栓箱総合盤用穴あけ

設備機器のインターロックの配管・配線

電気設備のフェンス・金網

ガス漏れ警報器（単設型）

　　　〃　　　（集中監視型）

ガス漏れ警報用器用コンセント

造り付け流し台

同上排水トラップ

既製流し台及び排水トラップ（ガス台・洗面化粧台等を含む）

既製吊戸棚

鏡（姿見は建築工事）

昇降機の出入口開口の型枠

　〃　押釦、インジケーター配管用スリーブ及び型枠

　〃　ビット内保守用コンセント

外壁取付ガラリ、排煙口

体育館などの器具・安定器など取付下地金物

昇降機インターホンの配管・配線

天井吊り形放熱器（FCU等）と操作スイッチとの配管・配線・接地工事

点検口の取付（床・壁・天井・ PS等）

天井・壁（軽量鉄骨下地）に付く機器の開口部補強を要しない場合の切込み

壁窓用換気扇の取付

自動扉、電動シャッター、電動スクリーン及び電動カーテン等二次側配線

設備
電気

工事
設備
機械

工事
設備
工事

昇降機
建築 塗装

工事 工事

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○●●●

● ● ● ● ○ ○

○ ● ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ○

○○○○○●

● ● ● ○ ○ ○

● ● ● ● ● ○

○○○●●○

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○●

○ ● ● ○ ○ ○

○ ● ● ○ ○ ○

○○○●●○

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○●

○ ○ ● ○ ○ ○

○○○●○○

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○●

○ ○ ● ○ ○ ○

○○○○○○

● ● ○ ○ ○ ○

○○○○○●

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○

● ● ○ ○ ○ ○

○○○○○○

○ ● ● ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○●●○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○●○

○ ● ● ○ ○ ○

○○○○○○

○ ● ○ ○ ○ ○

○○○○●●

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○●○○

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○●○○

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○●

○ ● ○ ○ ○ ○

○○○○○●

● ○ ○ ○ ○ ○

○○○○●○

同上の二次側配線

　別表－ 1　他工事との取り合い　　　　●印を適用する。

特記仕様書（２）

東京都新宿区内藤町11

M-002/007

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事 



工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

新宿門

インフォメーション
センター

３５．５３５．５

区道放射５号支１線
管理門

３４．８
３４．５

公園管理３５．３３３．９

事務所 大木戸門 ３４．２

３４．７

３４．９３３．７

３０．８
３４．６

３４．８

３４．９

３１．１
３３．４ ３１．８

３３．１

３２．７

３４．５

３０３５．２３０．１
３０

３４２９．８

３２．１

新宿御苑
３４

３１．３
３２３４ ２８．７

３２

３３．９

２８．５３４．２
３４．５

３３．７

３３．５

２８．７ ３３．５

３８
３０．７

３４．９

３３．７

３２．３

３３．５

２８．１
３２．４

正門千駄ヶ谷門 ３３．７
２９．１

３０

３３．８

Ｎ

翔天亭裏トイレ

全体配置図

凡 例

記 号 名 称 使 用 材 料

給 水 管 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＪＷＷＡ Ｋ １１６　VB　（屋内埋設部は、VD）

汚 水 水 桝

硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１　VP

給 水 管HIVP 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４２

硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１　VP

硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１　VP

ＪＷＷＡ規格品給 水 栓

床 排 水 ト ラ ッ プ Ｔ３Ａ

仕 切 弁GV ＪＩＳ １０Ｋ、その他　ＪＩＳ ５Ｋ50A以下管端防食コア付、水道直結部

汚 水 管

雑 排 水 管

通 気 管

S=1/2500(A1) S=1/5000(A3)東京都新宿区内藤町11

M-003/007

令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事 



工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

S=NON

翔天亭裏トイレ

器具名 内容 参考品番 付属品参考品番 消費電力

翔天亭裏

 男
子
ト
イ
レ

 女
子
ト
イ
レ

 
多
目
的
ト
イ
レ

２ ４

１

４

２ ２

１

１ １

１

１ １

２ ２

１ １ １

１ １ １

１ １ １

災害配慮大便器セット　節水型　タンク式
洗浄暖房便座、オート擬音式

床置大便器　左勝手　タンク式　オストメイト対応流し
洗面器　手洗器　電気温水器　洗浄便座　化粧鏡

低リップ壁掛センサー一体　再生水仕様
設備保護洗浄機能付

バック付き壁給水
P型ﾄﾗｯﾌﾟ

角形洗面器 自動単水栓  水石けん入れ 壁給排水

横４連ストック付き紙巻器（鍵付き・右使用）

樹脂被覆タイプ

樹脂被覆タイプ

樹脂被覆タイプ

457 ⅹ 610  防錆 盗難防止タイプ

洋風大便器

多機能トイレパック

小便器

洗面器

掃除用流し

紙巻器

L型手すり

小便器用手すり

洗面器手すり

化粧鏡

ベビーキープ

縦型おむつ交換台

チェンジングボード

YBC-P112SA

YPTWC-FC101L1A1AWWW

YU-A51AP

L-555FCRS

S-202A

KF-67T4R

KF-920AE70D12J

KF-701AEJ

KF-312AE70J

KF-4560AE

AC-BK-F62

AC-OK-F11

AC-CB-01

DT-PB150CH CW-PB11F-NE  CF-008-1 

CW-PC12-CK-UR-TU   KF-3610AS

AM-200V1   KF-24EM   LF-7PACU   SF-10E   LF-6L

LF-7KE-19  SF-20PA-P   SF-10E   SF-202

KF-D16 x 3

KF-D16x 4

KF-D16 X 6

KF-D17(1P) x 3

KF-D17(1P) x 3

KF-D3(1P) ｘ 2

AC100V 350W

AC100V  8W

AC100V  1.3W

AC100V  1300W

700W   350W

合計 備考

１

６

４

４

２

１

２

４

３

３

３

１

新設【衛生器具表】撤去【衛生器具表】

器具名 仕　様　・　付　属　品

 男
子
ト
イ
レ

 女
子
ト
イ
レ

合計 備　　考記　号

２ ４ ６

東京都新宿区内藤町11
新設　衛生器具表
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令和４年度新宿御苑翔天亭裏トイレ新築工事 



-715

-1045

UP

+360

砂利敷き(既存)

クスノキ伐採（別途工事）

1

2
3

4
5

67

1,
80
0

+70

+100

前室

止水弁

+50

+70

透水トレンチ：8.92ｍ

ウレタン舗装：35.77㎡

ウレタン舗装：7.05㎡

砂利敷き(既存)

1,758 600 7,280 600

70
0

6
0
0

7
,
61

5
12

0

地先境界ブロック：19.1ｍ

地先境界ブロック：13.5ｍ

（L字部分含む）

（L字部分含む）

地先境界ブロック：1.6ｍ

地先境界ブロック：1.5ｍ

砂利敷き(既存)

外構計画図　S=1:50

地先境界ブロック：2.3ｍ

750 750

1
00

透水トレンチ：8.86ｍ

女子トイレ 男子トイレ

SK

多目的トイレ

Ｎ

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

1

翔天亭裏トイレ
給排水設備配置図

No.

桝リスト

種類 蓋
備考

大きさ管底

450ｘ450 インバート

[ｍｍ] [ｍｍ]

① 450φ

記号 管種 材質 保温範囲 備考

雑排水管

雑排水管（土中）

汚水管

汚水管（土中）

通気管

コーティング鋼管

硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

コーティング鋼管

硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

鉛管

配管用炭素鋼鋼管（白）

●　屋内　〇　屋外　●　ピット内

●　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

●　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

●　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

●　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

●　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

〇　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

汚水管（大便器・小便器接続）

配管凡例

耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP）給水管（土中）

100

1
00

10
0

HIVP40

GV-40
(VC-1)

園内既存管接続

新設560

S=1/50(A1) S=1/100(A3)東京都新宿区内藤町11
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女子トイレ 男子トイレ

パウダーコーナー

Ｎ

UPUP

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

女子トイレ 男子トイレ

前室

止水弁

UP

+360

+70

+100

-1045+50

-1045

+70+100+70

1000 7280 1000

1820 1820 1365

1365

1820 1365 1820

1137.5 1137.5

1137.51137.5

10
0
0

18
2
0

18
2
0

18
2
09
5
55

11
3
7
.5

1
13

7
.
5

1
8
2
0

11
0
0

18
2
0

25
4
0

18
2
0

1
82

0
1
82

0
.
02

8
1
1
3
7.

5
1
1
37

.
5

多目的トイレ

SK

1820

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

10
0

100 100

1
0
0

10
0

1
0
0

1
0
0

COA100 COA100

T5A50

T3A50

T3A50

T3A50

T3A50

50

50

50

50

50

50

40

40

50
VC50

75

75

75

65

40

65

50

5
0

65
VC65

50

40

40

75

75

50

1
00 1
00

50

T5A50

COA100

2
0

2
5

25

2
5

2
0

2
0

20

2
0

20
2
0

2
0

25

25

2
5

20

20

20

20

20

3 12

75
50

20

40

20,50

20

3232
502

5

3240GV40
(VC-1)

HIVP25 HIVP40

翔天亭裏トイレ
給排水衛生設備平面図

桝リスト

No. 備考
管底 大きさ

種類 蓋

[ｍｍ] [ｍｍ]

① 450ｘ450 インバート 450φ

② 450ｘ450 インバート 450φ

③ 450ｘ450 インバート 450φ

配管凡例

記号 管種 材質 保温範囲 備考

給水管 ●　屋内　〇　屋外　●　ピット内

給水管（土中） 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） ○　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

雑排水管 硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

雑排水管（土中） 硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

汚水管 硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

汚水管（土中） 硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

通気管 〇　屋内　〇　屋外　〇　ピット内

塩ビライニング鋼管（ＶＢ）

硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

490

470

440

新設

新設

新設
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女子トイレ 男子トイレ

パウダーコーナー

Ｎ

UPUP

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

女子トイレ 男子トイレ

SK

前室

止水弁

UP

+360

+70

+100

-1045+50

多目的トイレ

-1045

+70+100+70

1000 7280 1000

1820 1820 1365

1365 1820

1820 1365 1820

1137.5 1137.5

1137.51137.5

10
0
0

18
2
0

18
2
0

18
2
09
5
55

11
3
7
.5

1
13

7
.
5

1
8
2
0

11
0
0

18
2
0

25
4
0

18
2
0

1
82

0
1
82

0
.
02

8
1
1
3
7.

5
1
1
37

.
5

工事名称

工事場所

公園名称

管理建築士 製図

図面名称

縮尺

図面番号

設

計

者

名称

登録番号

所在地

321076

新宿御苑

小林　孝宏資格者氏名

検印 設計 ＡＩＳ総合設計株式会社　本社

栃木県宇都宮市明保野町2番10号

VD

VD

300φ

30
0
φ

200φ

200φ

3
00

φ
3
0
0φ

25
0
φ

200φ

200φ

15
0
φ

翔天亭裏トイレ
換気設備機器表・平面図

1 1

2 2

1

男子トイレ系統

排気口

ガラリ

有効面積

風量：

BOX 600x300x600H

建築工事

0.11 ㎡

1,150 ｍ3/h

EA

FE-1 男子トイレ系統

排気口

ガラリ

有効面積

風量：

BOX 600x300x600H

900 

0.09 

建築工事

㎡

ｍ3/h

EA

FE-2

男子トイレ

吸込口

GVS

風量：

BOX 500x500x350(内張25ｔ)

450 

300×300

EA

ｍ3/h

女子トイレ

吸込口

GVS

風量：

BOX 500x500x350(内張25ｔ)

300×300

EA

450 ｍ3/h

多目的トイレ

吸込口

GVS

風量：

250×250

250 

EA

ｍ3/h

BOX 450x450x350(内張25ｔ)

記　号

●斜 流　   ○軸 流FE-1

－

－

形　　　式 設置方法

●斜 流　   ○軸 流FE-2

〇床置形　●天井吊形

〇床置形　●天井吊形

呼称 ｍ3/ｈ

仕　　　　　様

＃3

＃2

1150

 900

100

 90

静圧　Ｐａ 相 Ｖ 極ｋＷ

電  動  機

1001

1001

0.15

0.08

4

4

台数

1

1

系統 備　　　　　　　　　　考
許容騒音値

(ｄＢ(Ａ))

53

52

●
送
風
機
類

● 斜 流 送 風 機

○ 軸 流 送 風 機

名　　　称

機　器　表

４．呼称は参考とする。

３．電動機の周囲温度は４０℃とする。

２．床置形は標準基礎とする。

１．ダクト接続用フランジを付属とする。男子トイレ

女子トイレ

S=1/50(A1) S=1/100(A3)東京都新宿区内藤町11
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